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医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応

（１）将来において不足する病床機能の確保及び
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（２）医療従事者等の確保・養成
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横浜市の保健医療の目指す姿
「2040年に向けた医療提供体制の構築」
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プランの基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨と位置づけ

（１）計画策定の趣旨

医療法（昭和23 年法律第205 号）第30 条の４に基づく
「医療計画」に準じ、本市独自に策定したものです。

国が示す「医療計画作成指針」等を踏まえ、「神奈川県保
健医療計画」と整合性を図りながら策定しました。

市の総合計画である「横浜市中期計画2022-2025」のほか、
保健医療に関する他の分野別計画とも整合性を図り、一体的
に推進していきます。

主要な疾病のうち、がんに関する部分については、「横浜
市がん撲滅対策推進条例（平成26年10月施行）」に基づき、
策定しました。また、感染症に関する部分については、感染
症法（平成10年法律第114号。令和６年４月１日施行）第10
条第14項に基づく本市の「感染症予防計画」としても位置付
けます。

本市独自の行政計画として、保健医療分野を中心とした施
策を総合的に体系付けた中期的な指針として策定します。

（２）計画の位置づけ
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横浜市中期計画2022～2025

よこはま保健医療プラン2024

感染症予防計画

神奈川県

神奈川県
保健医療計画

神奈川県
感染症予防計画

整合

保健・
予防関連

健康横浜２１、
歯科口腔保健推進計画、
国民健康保険保健事業実施計画（デー
タヘルス計画）・特定健康診査等実施
計画、
結核予防計画、
新型インフルエンザ等対策行動計画

福祉・
教育関連

地域福祉保健計画、
障害者プラン、
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画・認知症施策推進計画、
子ども・子育て支援事業計画、
教育振興基本計画

その他 依存症対策地域支援計画、

自殺対策計画、

防災計画

調和・連携

■ よこはま保健医療プランと他計画の関係

Ⅰ



（３）計画の期間

（４）計画への市民意見の反映

2024（令和６）年度から2029（令和11）年度までの６年間
を計画期間とします。

3 年目の2026（令和８）年度に中間振り返りを行い、必要に
応じて計画を見直します。

（５）各主体の役割
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２ 基本理念

高齢化の進展による医療需要増加や生産年齢人口の減少が

進行している2040年を見据え、最適な医療提供体制を構築す

るとともに、保健・医療・介護の連携を着実に進め、市民が必要

な医療を受けられ、本人・家族が健康で安心して生活することが

できる社会の実現を目指します。

あわせて、保健医療の質の向上や効率化を図る観点から、情

報通信技術（ICT）の活用やデータ分析に基づく施策立案・効果

検証など、デジタル時代にふさわしい保健医療政策に取り組み

ます。

また、これまでの新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた感

染症対策を実行し、新興感染症等から市民の安全と健康を守り

ます。

横浜市保健医療協議会及びその専門部会である「よこはま保
健医療プラン策定検討部会」を開催し、市民委員に参加いただ
きました。また、2022（令和４）年度に「横浜市民の医療に関
する意識調査」（市民3,000人の無作為抽出）を実施しました。

市 民 ・健康づくりや疾病予防に取り組むなど、自らの健康
管理に努める

・医療を有限な社会資源として認識し、病気の状態に
合わせた適切な受診に努めるなど、医療提供体制への
理解を深める

保健・
医療等
サービス
提供者

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、歯科衛生士、
歯科技工士等、それぞれの職種に課せられた社会的
責任を最大限に果たす

・計画の推進に積極的に関与・協力する

行 政 ・総合的な保健医療政策を展開する
・保健医療に関する情報発信や啓発・広報活動等を行い、
地域医療を支える意識の醸成を図る

・公平・公正な立場からコーディネート役としての機能
を果たす

１ 計画策定の趣旨と位置づけ
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横浜市今後の人口見通し推計

死因別の死亡状況

▶生産年齢人口が減少し、75歳以上の人口が増加する超高齢
社会への対応が必要です。

▶疾病ごとの動向に合わせた医療提供体制の構築が必要
です。

29.6％

15.6％
14.7％

6.8％
4.1％

29.2％

【2021年（R3)の死因別の死亡状況】

悪性
新生物

心疾患

死亡数
35,921

死亡率
(人口10万対)

951.5

老衰

脳血管
疾患

肺炎

その他

出典：令和３年人口動態統計（厚生労働省）
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横浜市将来人口推計（2017年度）に2020年国勢調査数値を簡
易に反映した「横浜市今後の人口見通し推計（令和３年度）」
において、横浜市の総人口は2021年をピークに、減少傾向に転
じると推計されています。

15～64歳の生産年齢人口は2020年から2040年にかけて15.1％
減少する一方で、75歳以上の人口は 2020年から2040年にかけ
て32.1％増加する見込みです。

本市における死亡数は増加傾向にあり、2040年は2020年の
約1.4倍になると推計されています。
死因別の死亡状況では、悪性新生物（がん）、心疾患、老

衰が死因の上位を占めています。

横浜市の保健医療の現状Ⅱ
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出典：横浜市今後の人口の見通し推計（令和３年度）
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【死亡数の推移】

1.4倍

出典：令和2年まで人口動態統計（厚生労働省）
令和7年以降、「横浜市将来人口推計」（H29年度）
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医療需要予測

▶2040年における本市の医療需要は、全国と比べて、
増加傾向が維持されることが見込まれるため、医療
需要に対応できる医療提供体制の構築が必要です。

今後の医療需要（入院・外来）は、2020年を100としたとき、
全国の入院に関する需要は2030年頃をピークに減少する一方、
本市の入院に関する需要は2045年頃までは増加していく見込み
です。2020年と比較して、2040年は18％増加すると予測されて
います。
全国の外来に関する需要は2025年頃をピークに需要は減少す

る一方、本市の外来に関する需要は2040年頃をピークに、2045
年頃まで維持される見込みです。2020年と比較して、2040年は
８％増加すると予測されています。
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【患者需要予測】

（2020年＝100）

横浜市(入院) 神奈川県(入院) 全国(入院)

横浜市(外来) 神奈川県(外来) 全国(外来)

出典：[受療率]患者調査（H29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」
[人口：国・県]国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
[人口：市]横浜市「今後の人口見通し推計（令和３年度）」
注）上記を基に、医療局が作成
注）二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまる

ものとして、将来の人口推計を用いて算出。

横浜市（入院）

横浜市（外来）
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【市内の医療施設】

病院 一般診療所 歯科診療所 薬局 助産所

医療施設の状況
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出典：病院・一般診療所・歯科診療所（各年10月１日現在）
平成28年・令和３年医療施設調査（厚生労働省）

薬局（各年３月31日現在）
平成28年神奈川県衛生統計年報（神奈川県）
神奈川県ホームページ 県勢要覧2022（令和4年度版）

助産所
平成28年神奈川県衛生統計年報（神奈川県）
横浜市医療局ホームページ 横浜市分娩取扱施設一覧

医療従事者の状況

【看護師】【病院】平成26年・平成29年病院報告・令和2年医療施設調査（厚生労働省）
【診療所】平成26年・平成29年・令和2年医療施設調査（厚生労働省）

注）各年10月１日時点の人口をもとに独自に算出して作成

出典：【医師・歯科医師・薬剤師】平成28年・平成30年・令和２年医師・歯科医師・薬剤師調査

本市における人口10万対の医療従事者の状況をみると、医師
数、看護師数は全国平均を下回っていますが、歯科医師数、薬
剤師数は全国平均を上回る状況となっています。

市内には医療機関として、2021年時点で、病院：132か所、
一般診療所：3,100か所、歯科診療所：2,114か所、薬局：1,662
か所、助産所：10か所があります。

(か所)
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市立・市大・地域中核病院等を基幹とする医療提供体制
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• 急性期を中心とした総合的な病院
• 「がん」「救急」「周産期」「感染症」

「災害医療」等、地域から必要とされる
医療及び高度急性期医療に積極的に取り
組む

（１）市立３病院

市民病院

所在地：神奈川区三ツ沢西町1番1号 所在地：磯子区滝頭一丁目2番1号

脳卒中・神経脊椎センター みなと赤十字病院

• 「脳卒中」「神経疾患」「脊椎脊髄疾
患」「リハビリテーション」の専門病院

• 中枢神経全般に対する高度急性期から回
復期までの一貫した医療に取り組む

• 日本赤十字社を指定管理者とし、市との
協定に基づいた医療を提供する病院

• 救急、精神科救急・合併症医療、アレル
ギー疾患、災害時医療などに取り組む

所在地：中区新山下三丁目12番1号

本市では、市立３病院（市民病院、脳卒中・神経脊椎センター、みなと赤十字病院）及び横浜市立大学附属２病院（横浜市立大学附属病
院、横浜市立大学附属市民総合医療センター）に加え、市内６方面の基幹的な役割を担う地域中核病院を誘致・整備し、独自に医療提供体
制を構築してきました。

超高齢社会における市民ニーズに対応していくため、政策的医療を中心とした医療機能の充実や、地域医療全体への貢献に向けた先導的
な役割を発揮し、良質な医療を継続して提供しています。また、「地域包括ケアシステム」の実現に向け、医療と介護等との連携を強化
し、地域全体で支える医療を目指した取組を推進しています。



• がんや難治性疾患を中心に高度で先進的な医療
を提供する市内唯一の特定機能病院※1

• 次世代臨床研究センター（Y-NEXT※２）が中心
となり、臨床研究を推進

（２）横浜市立大学附属２病院

横浜市立大学附属病院

市内唯一の大学医学部、県内唯一の公立大学医学部の附属病院として、政策的医療（周産期・小児・精神・救急・がん・災害時医療等）
を実施しています。また、大学病院としての高度な医療の提供、教育機関として地域医療を支える人材を育成・輩出、地域医療機関への支
援や臨床研究の推進など、様々な役割を担っています。医療を取り巻く環境の変化に対応し、将来にわたり高度で先進的な医療を提供する
ため、再整備の検討を進めています。

横浜市立大学附属市民総合医療センター

• 市内唯一の高度救命救急センターを擁し、救急医
療の拠点としての役割を果たす

• 地域医療拠点病院として地域の医療の充実に貢献

12

※1 特定機能病院 高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院
※2 Y-NEXT YCU Center for Novel and Exploratory Clinical Trialsの略称

所在地：金沢区福浦三丁目9番 所在地：南区浦舟町四丁目57番

横浜市の保健医療の現状Ⅱ



（３）地域中核病院
市中央部を除いた郊外部の６方面に、高度な医療機能を持つ病

院として、民営を基本とした地域中核病院を誘致・整備してきま
した。
地域中核病院は、本市との協定に基づき、救急医療、高度医療

等に加えて、地域の課題となる医療や、がん・小児・周産期な
ど、幅広い政策的医療を提供しています。
また、限られた医療資源を有効に活用するため、地域完結型医

療の実践に向けた医療連携の中核としての役割を果たしていま
す。
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方面 名称 開設年月
（診療開始）

南部
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市南部病院

昭和58年6月

西部
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

昭和62年5月

北東部
独立行政法人労働者健康安全機構
横浜労災病院

平成3年6月

北部 昭和大学横浜市北部病院 平成13年4月

東部
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市東部病院

平成19年3月

南西部
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

平成22年4月

（４）地域中核病院とともに高度医療等を担う病院
地域中核病院等の他、昭和大学藤が丘病院（青葉区）や国家公

務員共済組合連合会横浜南共済病院（金沢区）など、救命救急
等の政策的医療や高度医療を担う病院も本市の医療提供体制を支
えています。



疾病・事業名

現状と課題

施策の方向性

主な施策

図表やコラム等目指す姿

政策として取り組む疾病・事業な
どの名称

横浜市を取り巻く現状と課題、
それらを踏まえた施策の必要性

目指す姿（状態）を実現するため
の取組とその取組に関する計画期
間内の指標
取組の実行に向けて、計画期間内
で推進していく施策のうち、主な
もの

現状や課題、施策についての図表
やデータ、コラム等を掲載

横浜市として目指す姿（状態）と
その状態を実現するための計画期
間内の指標14

Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ章ページの見方

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患



第Ⅲ章

横浜市の保健医療の目指す姿
「2040年に向けた医療提供体制の構築」

▶ 2040年に向けた医療提供体制の構築

(1) 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築

(2) 医療従事者等の確保・養成

(3) 高齢者を支える地域包括ケアの推進

(4) デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

(5) 医療安全対策の推進

15



16

将来の医療需要増加に向け、限られた資源を最大限活用し、最適な
医療提供体制を構築することで、必要な医療を受けられ、本人・家
族が安心して生活ができる社会の実現を目指します。

指標 現状 2029

入院医療の市内完結率

➀急性期・一般病棟 84.5％
（2021）

84.5％
（2027）

②回復期リハビリテーション病棟 89.4％
（2021）

91.0％
（2027）

➂療養病棟 76.0％
（2021）

78.9％
（2027）

在宅看取り率 33.1%
（2021）

39.4％
（2027）

Ⅲ

人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の
減少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するた
め、医療機関の機能分化や連携を進めていくことが必要です。

目指す姿

〇
将来において不足する病床機能の確保

及び連携体制の構築
（１）

2040年に
向けた

医療提供
体制の構築

「2040年に向けた医療提供体制の構築」に向け、５つの取組を推進し
ます。

〇

（２）

（３）

（４）

（５）

医療従事者等の確保・養成

高齢者を支える地域包括ケアの推進

デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

医療安全対策の推進

施策の方向性

2040年に向けた医療提供体制の構築

機能の名称 機能の内容

急性期 状態の早期の安定化に向けた一般的な
入院医療を行う機能

回復期 手術後のリハビリや在宅復帰に向けた
治療を行う機能

慢性期
（療養病棟）

難病患者など長期にわたり療養が必要
な患者を入院させる機能
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コラム よこはまポジティブエイジング計画
よこはまポジティブエイジング計画（第９期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画・認知症施策推進計画）は、高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度と
認知症施策に関して、総合的かつ一体的に策定しています。（第９期計画：2024年度
から2026年度まで）

【計画の目的】
高齢者人口に応じて急増する介護ニーズへの対応などの諸課題に対して、限られた

社会資源の中で効率的・効果的な高齢者施策を実施し、老後に対する「不安」を「安
心」に変えていきます。

【基本目標】
ポジティブエイジング
～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる

「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～

【横浜型地域包括ケアシステム（イメージ図）】
地域包括ケアシステム…高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けるために、住まいを中心に、介護、医療、生活支援・介護予防が
一体的に提供される包括的な支援サービスの体制。

コラム 地域医療構想

出典：第７回第８次医療計画等に関する検討会資料

出典：第21回第８次医療計画等に関する検討会資料

コラム

※現在、よこはまポジティブエイジング計画（計画期間：2024～2026年度）策定に向
けた検討を行っています。



現状と課題

〇

〇

本市の病床数は、高度急性期及び急性期は将来も充足が見込まれる一
方で、高齢者人口が増加することから、回復期、慢性期は不足が見込
まれています。2018年度から2022年度にかけて、回復期742床、慢性
期668床、その他23床の計1,433床を市内の医療機関に配分しました。
引き続き、医療提供体制の状況を踏まえつつ、病床の整備を進めてい
く必要があります。
今後の高齢者人口の増加に伴う医療需要の増加、医師の働き方改革に
よる影響や生産年齢人口の減少を見据えて、既存病床の有効な活用や
連携の強化等について、検討が必要です。

18

施策の方向性

本人が希望する医療を受けることができるよう、病床機能の確保及
び連携体制の構築を進めます。

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
病床整備事前協議による
病床配分の実施

回復期リハ及び
療養病床の配分病床 実施

②
既存病床の機能転換による
回復期・慢性期病床の整備

全病床に占める
割合の増加

回復期
病床

16.3％

慢性期
病床

20.2％

③ 地域中核病院の再整備
南部病院：再整備

労災病院：再整備

南部病院：
設計

労災病院：
計画

南部病院：
建設工事

労災病院：
設計

南部病院：
開院

労災病院：
建設工事

老朽化が進んでいる南部病院・労災病院等の地域中核病院について、
再整備に向けた支援や検討を進める必要があります。

〇

今後、将来に向けて必要となる病床については、次の点を考慮し
つつ、地域の医療関係者等と協議を行いながら整備を進めます。
・既存の病床を最大限に活用すること
・市内病院の病床利用率や平均在院日数等のデータ、在宅医療で
対応可能な医療ニーズ

基準病床数は国の算定式に基づいて医療圏別に算出し、整備の上限となる病
床数として位置付けています。計画期間中に整備する病床数については、各医
療圏で検討します。

第８次医療計画で神奈川県が定める基準病床数

地域の医療関
係者等と検
討・協議した
うえで設定

コラム

Ⅲ （１） 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築

機能別病床数の推移

4,565 4,450 4,609 4,550 4,622 4,621 4,619 

11,374 10,886 10,985 10,821 10,826 10,882 10,876 

2,497 2,980 3,308 3,424 3,554 3,627 3,625 

4,433 4,345 4,533 4,388 4,527 4,490 4,488 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

※各年度４月１日時点の既存病床数を病床機能報告で按分（５年度は４年度の病床機能報告で按分）

※基準病床数(A)と既存病床数(B)の範囲内で病床の配分が可能

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 計

基準病床数(A) 23,516床 23,605床 23,785床

既存病床数(B) 22,661床 23,436床 23,183床 23,529床 23,620床 23,608床

差引(A-B) 855床 169床 602床 464床 373床 385床

配分病床数 809床 未実施 470床 154床 応募なし 実施 1,433床

23,993床



現状と課題

〇

〇

これまで看護専門学校に対する運営支援や市内医療機関の看護師採用
支援、研修をはじめとする医療従事者の確保・養成に取り組んできま
した。引き続き、医療従事者の安定的な確保・養成に必要な取組を進
めることが求められています。

2024年度に医師に時間外労働の上限規制が適用され「医師の働き方改
革」が施行されます。「医師の働き方改革」の実現に向け、好事例集
の作成や医師事務作業補助者研修などの現場のニーズに即した事業を
積み重ねてきました。引き続き、国や県の動向も踏まえたうえで、医
療機関内でのタスクシフト・タスクシェアなどを支援していくことが
必要です。

19

〇 2020年から2040年までに医療・介護の複合的ニーズを有する 85 歳以
上人口は約２倍に増加し、医療と介護の必要性が一層高まるため、医
療と介護が切れ目なく、効率的に提供されるよう、引き続き医療・介
護従事者の安定的な確保・育成に必要な取組を進めることが求められ
ています。

医療機関において、「医師の働き方改革」が着実に推進され、業務
負担の軽減や働きやすい職務環境が実現・継続できるよう支援しま
す。

より多くの医師が在宅医療に取組むよう支援するほか、訪問看護師
の人材育成に取り組みます。また、在宅医療・介護関係者に対して
研修等を実施し、多職種連携の推進に必要な知識・技術の向上を図
ります。

施策の方向性

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①

横浜市医師会、横浜市病院協会
の運営する看護専門学校への運
営支援を行い、市内で就職する
看護師を安定的に養成

横浜市医師会、横浜市
病院協会の運営する看
護専門学校卒業生の
市内就職率

87% 90％ 90％

②
市内中小病院の看護師の
採用活動の支援 支援対象病院の累計 59

施設
119
施設

164
施設

➂

医師事務作業補助者の養成など
市内医療機関における「医師の
働き方改革」のための効果的な
取組の実施

取組の実施状況 実施 実施 実施

④
在宅医療・介護を担う人材の
育成等に関する研修の実施 研修の参加者数 4,721人

（2022） 4,851人 4,957人

市内において就業する看護師が養成され、市内医療機関において安
定的に確保されるなど、医療提供体制構築に必要な医療従事者の養
成、採用、復職、定着等や専門性の向上にかかる課題に対し、必要
な支援を行います。

コラム 医師の働き方改革
2024年度から、診療に従事する勤務医に、時間外・休日労働時間の上限規制が

適用されます。適用される上限は、一般の労働者と同程度の年間960時間以内（A水
準）が原則ですが、次の場合は年間1860時間を上限とする特例が認められます。

〇救急医療等、地域の医療提供体制の維持のために必要な場合（B水準）
〇医師派遣を通じ地域の医療提供体制を確保することが必要な場合（連携Ｂ水準）
〇技能の修得・向上を集中的に行うために必要な場合（Ｃ-１・Ｃ-２水準）

医療機関の管理者は、月に100時間を超える見込みの医師への面接指導を行うこ
とが義務付けられ、さらに年間960時間を超える時間外・休日労働を行う見込みの
医師に対しては、また、勤務と勤務の間に一定の時間を空けることで健康確保の取
組を行うことが課せられます。
医療機関は、他の職種の協力を得て医師の仕事のタスクシフト・タスクシェアを

進めることや、ICT等による効率的な運営を行うことなどにより、医療提供体制を
維持しながら医師の働き方を改善していくことが求められています。

Ⅲ （２） 医療従事者等の確保・養成



〇

〇

〇

高齢者人口の推移や多様化する市民のニーズを見極めながら、適切
な整備量を検討していく必要があります。また、施設・住まいに関
する休日相談やオンライン相談など、市民のニーズに応じた更なる
相談体制の充実が必要です。

〇

〇

〇

20

2040年に向けて医療と介護の両方のニーズを持つ85歳以上の市民
が増加します。
在宅看取り率※1は増加が続いており、在宅での療養生活を送る高
齢者が増えています。
医療・介護が必要になっても地域生活を継続するためには、在宅
生活を支える医療・介護従事者の連携強化、人材育成が必要です。
市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、最後まで
自分らしく生きることができるよう、死後の対応を含めた本人に
よる準備についての普及・啓発が必要です。

＜介護予防＞

〇

＜施設・住まい＞

現状と課題

＜在宅医療と介護の連携＞

コロナ禍を経てフレイル※2の高齢者が増加しています。自立した
生活を送るための能力や疾病の予防等に着目した各種医療専門職
による支援や、情報提供等のほか、身近な地域で社会参加をする
ことができるよう、通いの場等の充実や参加促進が必要です。
フレイルの認知度は、2022年度に横浜市が高齢者を対象に実施し
た調査では約28％でしたが、性別など属性等によって格差がある
こと、運動やオーラルフレイルの予防、低栄養の防止、社会参加
等、フレイル予防に欠かせない取組を行えていない高齢者が一定
数いることなどから、幅広く普及啓発を行っていく必要がありま
す。

要支援認定者等に対して、区や地域包括支援センターにおいて、
自立を支援する介護予防ケアマネジメントを実践するための取組
が必要です。

※1 死亡者のうち自宅や施設で「看取り」で亡くなった人の割合。
人口動態調査の死亡小票を分析し、死亡者のうち事故等の異状死を

除いたものを看取りとして集計。

Ⅲ （３） 高齢者を支える地域包括ケアの推進

〇

※2 23ページにコラム「フレイルとは」を掲載。

出典：横浜市



56.6%

58.5%
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22.5%
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横浜市

(35,921人)
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(89,701人)

全国

(1,439,856人)

死亡場所別死亡者数

病院 診療所 施設 自宅 その他
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コラム

「人生会議」の普及啓発

「人生会議」や「もしも手帳」について理解を
深めることを目的に、わかりやすい短編ドラマを
作成し、YouTubeで公開しています。

稔りの世代（高齢期）編
～みなとの見える街で～
主演：竹中直人さん

啓発ポスター

自らが望む人生の最終段階における医療・
ケアについて、前もって考え、家族や医療・
ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取
組のことです。愛称は「人生会議」です。

「医療・ケアについての『もしも手帳』」

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

人生の最終段階での医療やケアについて、元気
なうちから考えるきっかけや、本人の考えを家族
等と話す際の手助けとなるよう、市民の皆様に
「もしも手帳」を配布しています。“治療やケアの
希望”、“代理者の希望”、“最期を迎える場所の希
望”についてチェックする形式の簡単な内容です。

働き盛り世代（壮年期）編
～みどりの見える街で～
主演：高島礼子さん

出典：令和3年人口動態統計 （厚生労働省）
注）施設は介護老人保健施設と老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人
ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム)と助産所の合計を示す

35.0%

18.6%

5.2%

3.1%

35.1%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自宅

病院

施設（特別養護老人ホーム等）

その他

分からない、これまで考えたことがない

無回答

人生の最期を迎えたい場所

出典：横浜市民の医療に関する意識調査（2023年３月）
問18 あなたは、人生の最期をどこで迎えたいと思いますか。（単一回答）

n=1,487
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在宅医療・介護関係者による多職種連携の推進等に必要な知識・技術
の向上を目的とした研修や連絡会を実施するなど人材育成に取り組み
ます。

各区の在宅医療連携拠点を中心に、医療と介護が切れ目なく、効率的
に提供されるよう連携を強化します。

もしものときの医療やケアについて、元気なうちから考えるきっかけ
となることを目的に「もしも手帳」の配付を進め、「人生会議」の普
及啓発を図ります。

糖尿病、摂食・嚥下、心疾患及び緩和ケアなど高齢期に多い疾患・課
題に関する研修や事例検討等を通じてさらなる在宅ケアの質の向上と
チームの連携強化を図り、疾病の重症化や介護の重度化を予防します。

施策の方向性

高齢者の興味関心に応じた、健康状態に関わらず参加できる社会参加
の場（通いの場等）を充実させるため、多様な主体と連携し、様々な
活動内容の展開を支援します。

個々の状況に応じた施設・住まいを選択することができるよう、支援を
行います。

＜介護予防＞

＜施設・住まい＞

＜在宅医療と介護の連携＞

◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

①
在宅医療連携拠点での
相談支援 相談支援数 3,314件

（2022） 3,410件 3,479件

②
在宅医療・介護を担う
人材の育成等に関する
研修の実施【再掲】

研修の参加者数 4,721人
（2022） 4,851人 4,957人

➂ 人生会議の普及啓発
もしものときのことを
話し合ったことのある
市民の割合

23.5％
（2022） 推進 推進

④
高齢期に多い疾患等に
対する多職種連携研修
等の実施

疾患別医療・介護連携
事業を実施する区の数 17区 18区 18区

第９期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・
認知症施策推進計画の検討を踏まえて記載

フレイル状態にある高齢者やフレイルリスクが高い高齢者に対し、一
人ひとりの健康課題に着目した、各種医療専門職による支援を行いま
す。また、運動やオーラルフレイルの予防、低栄養の防止、社会参加
等、介護予防・フレイル予防の普及啓発について、民間企業等と連携
し取り組みます。

Ⅲ （３） 高齢者を支える地域包括ケアの推進



23

コラム

コラム

在宅医療連携拠点

フレイルとは

開設場所：各区医師会館等
業務内容：●ケアマネジャー、病院（地域連携室等）、診療所、

本人・家族等からの在宅医療に関する相談・支援
●医療連携・多職種連携
●市民啓発

利用できる相談例：
・医療依存度の高い人が退院するが療養の相談をしたい
・訪問診療ができる医師を探している
・薬の管理が大変なので手伝ってほしい
・訪問看護や訪問リハビリの事業所を紹介してほしい など

13.4 
17.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2019年
（n=9,935）

2022年
（n=11,046）

9.8 
13.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2019年
（n=4,923）

2022年
（n=4,799）

17.0 
20.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2019年
（n=5,012）

2022年
（n=6,247）

フレイル状態にある高齢者の割合（％）

65歳以上 65‐74歳 75歳以上

出典：横浜市健康とくらしの調査（2019、2022年）
支援が不要な方のうち、基本チェックリスト８点以上をフレイル状態と定義

コロナ禍を経て、フレイル状態にある高齢者が増加しています。
高齢期に体力や気力、認知機能など、からだとこころの

機能が低下し、将来介護が必要になる危険性が高くなって
いる状態をいいます。日頃の小さな変化から、からだ、こ
ころ、社会生活面など、多面的な要素が相互に影響し、フ
レイルに至ります。
フレイルは、早く気づいて予防することで、状態の維

持・改善が期待できます。そのためには、フレイル予防の
４本柱である運動、オーラルフレイル（お口の機能の衰
え）の予防、低栄養の防止、社会参加を日常生活で一体的
に取り入れることが大切です。また、こころの健康や認知
機能の維持、適切な医療受診等の健康管理の３つの取組も
併せて行っていくことがより効果的です。

※「フレー！フレー！フレイル予防！」は横浜市のフレイル予防推進の愛称です。



〇
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将来の医療需要の増加が見込まれる中、限りある医療資源を最大限に活用しながら質の高い医療
サービスを提供する体制を構築する必要があります。

現状と課題

「DX」とは、デジタル（Digital）と変革を意味するトランスフォーメーション
（Transformation）を掛け合わせた造語で、様々なモノやサービスがデジタル化により便利になっ
たり効率化され、その結果デジタル技術が社会に浸透することで、それまでには実現できなかっ
た新たなサービスや価値が生まれる、社会やサービスの変革を意味します。
デジタル技術の活用（デジタル化）により、情報はデジタルなデータになります。データは、

ネットワークやクラウドサービスを活用することで、場所を問わずにアクセスが可能となり、リ
アルタイムのコミュニケーションや情報共有による効率化につながります。
また、これらのデータを活用することにより、これまでの勘や経験だけでなく、客観的なデー

タに基づいた、的確な判断が可能になります。

DX

効率化

客観的判断

価値創造

デジタル
データ

・マイナンバーカード
と健康保険証の一体化

・医療情報の見える化
（全国医療情報プラット

フォームの創設)

・電子カルテ情報の標準化

・診療報酬改定DX 共通の算定方法を用いて
報酬改定時の開発業務を
効率化

「医療DX」に関する国の施策

DX・デジタル化・データ活用

鶴見区内において地域医療連携ネットワーク「サルビアねっと」を構築し、県と連携しながら、
複数エリア（神奈川・港北区の一部）に拡大してきました。国では、全国医療情報プラット
フォームの構築に向けた検討が本格化しており、今後の方向性を検討していく必要があります。

〇

複数の病院の集中治療室の医療情報をネットワーク通信でつなぎ、横浜市立大学附属病院の支援
センターから遠隔で現場の医師等に助言する遠隔ICU事業を実施しています。こうした取組を医
療の質の向上、医師の働き方改革につなげていくことが必要です。

〇

デジタル技術が日々進展する中、社会全体でDXの取組が進んできています。情報通信や金融・保
険分野でのDXの取組が進む一方で、医療・介護分野は遅れている状況にあり、DXによる効率化
や新たな価値の創造が求められています。
このような状況の中、国は「国民の更なる健康増進」、「切れ目なくより質の高い医療等の効率
的な提供」、「医療機関等の業務効率化」、「システム人材等の有効活用」、「医療情報の二次
利用の環境整備」の実現のために「医療DX」に取り組むとしており、今後は医療分野でのデジタ
ル化やデータ活用に関する取組が進んでいくと考えられます。

〇

また、近年、医療機関に対するサイバー攻撃により、個人情報の流出や医療サービスの提供に影
響を及ぼす事案も発生しており、情報セキュリティへの対応が求められています。

〇

〇

Ⅲ （４） デジタル時代にふさわしい医療政策の推進
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
データの活用による
医療政策の推進 データ活用状況 現状把握

への活用
施策立案・評価検

証への活用

②
地域の医療機関等の間で医療
情報等を共有する取組の推進 実施状況 推進 推進 推進

③ 遠隔ICUの推進 支援病床数 62床 拡大 拡大

個人の健康増進や保健医療の質の向上・効率化を図る観点で、デジ
タル技術やデータの活用などの施策を推進します。

医療機関に大きな影響を与える国の施策を踏まえ、地域の医療機関
と連携し、医師の働き方改革にも資する「医療DX」に取り組みます。

医療情報には病歴等の機微性の高い情報が含まれることや、近年の
医療機関へのサイバー攻撃の状況などから、デジタル化やデータ活
用にあたっては、情報セキュリティの観点を踏まえて対応します。

国の動向などを踏まえ、ICTを活用した医療情報連携に関する地域で
の具体的な取組が進むよう支援します。

医療の質の向上、医師の働き方改革に寄与する遠隔での医療提供体
制がより一層充実するよう支援します。

施策の方向性

* YoMDB：横浜市が保有する医療・介護・保健データを、医療政策への活用を目
的に分析用のデータベースにしたもの。（Yokohama original Medical 
Database）

本市独自のYoMDB(*)をはじめとした様々なデータを活用して、目指す姿
や主な施策の指標を設定しました。特に、主要な疾病・事業については、
データに基づく客観的な評価指標を設定するなど、PDCAサイクルの実効性
を高める観点で検討しました。

施策 指標 現状 2026 2029

①
市民へのがんに関する
情報提供の充実
※「Ⅳ-1 がん」参照

新たな情報提供の
環境整備 検討 運用 運用

②
救急医療DX
※「Ⅴ-1 救急医療」参照

救急医療連携システ
ム（仮称）の整備 検討 運用 運用

◎関連する主な施策

本プラン策定におけるデータ活用

コラム

遠隔ICU

医療・介護機関が、保有する患者情報（電子カルテ情報、医療機関の受診履歴、薬の処
方歴、検査結果など）を、ICTを活用した連携ネットワークにより共有することで、地域医
療・福祉の向上に貢献するとともに、患者一人一人の状態に応じた最適な医療・介護等の
サービスの実現を目指した取組です。

2019年に鶴見区で運用を開始し、2020年に神奈川区、2022年に港北区と対象地域を拡大
しました。参加施設も事業開始時の57から180、参加者数は15,000人超（いずれも2023年
３月時点）に増加するなど、サルビアねっとの輪が広がっています。

横浜市立大学附属病院に設置する支援センターと複数の病院の集中治療室の医療情報を
ネットワーク通信でつなぎ、支援センターの集中治療の専門医等が患者をモニタリング
し、遠隔で現場の医師等に助言する取組です。

2020年に平日日中を中心に横浜市立大学附属病院と脳卒中・神経脊椎センターを支援先
として開始し、2021年には横浜市立大学附属市民総合医療センターと横浜市立市民病院を
支援先に加え運用時間も平日夜間・休日日中にも拡大、2022年からは24時間365日の運用
としています。
支援センターに常駐する専門医が複数の支援先の病床を24時間モニタリングすること

で、経験の浅い医師でも一定水準以上の医療が提供でき、効率的・効果的な医療提供体制
の整備に加え働き方改革にも貢献することが期待されています。

サルビアねっと

コラム
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現状と課題 施策の方向性

医療機関に関する相談を受け付ける医療安全相談窓口について、医
療安全推進協議会での事例検討を通して得た助言を相談対応に反映
していく必要があります。加えて、相談窓口の周知及び医療安全の
理解促進に向けた市民啓発を行うことが求められています。
また、病院安全管理者会議等での病院間の連携及び医療安全の情報
共有を通じて、医療従事者の医療安全の向上や啓発を推進していく
必要があります。

〇

安全・安心な医療の提供及び医療安全の向上を目的として、医療法
に基づき、市内医療機関等を対象に立入検査等を実施しています。
2022年度に実施した立入検査における指導のうち、99.0％は改善さ
れています。引き続き医療機関等への立入検査を実施するととも
に、医療法違反が疑われる通報等に迅速・的確に対応し、安全・安
心な医療提供体制の充実を推進していく必要があります。

〇

薬物乱用では、特に大麻による検挙人数が年々増加傾向で、若年層
の割合が増えています。様々な広報手法を用いて、薬物乱用防止啓
発等を進める必要があります。

〇

医療機関等への立入検査・指導等を通じ、安全・安心な医療提供体
制を確保します。

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
各施設種別ごとの実施頻度に
応じた医療機関等への立入検査
の計画的な実施

定期立入検査計画に
基づく実施状況 実施 実施 実施

②
薬剤師会など、様々な関係団体
や学校、地域と連携した薬物乱
用防止の啓発の実施

実施回数 年１回 年１回 年１回

➂
医療安全推進協議会や病院安全
管理者会議等、医療安全業務に
関わる会議の開催

会議の開催回数 年５回 年５回 年５回

④

医療安全研修会や講演会等、
医療従事者や市民等に対して
医療安全に関する広報・啓発の
実施

広報・啓発の
実施回数 年３回 年３回 年３回

医療安全相談窓口
わかりやすい版リーフレット

歯医者さんへの上手なかかり方
リーフレット

横浜市医療安全相談窓口相談件数

大麻等による薬物乱用の危険性について、若年層を中心に周知して
いきます。

医療安全相談窓口を運営するとともに、安全管理における事例や知
見を市内医療機関へ共有する等、各医療機関における医療安全の確
保に取り組みます。

Ⅲ （５） 医療安全対策の推進

年度
2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

年間相談件数(件) 4,563 4,396 4,215 4,302 4,135

1日平均（件） 18.7 18.3 17.3 17.7 17.0
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第Ⅳ章

主要な疾病ごとの切れ目ない
保健医療連携体制の構築

▶ １ がん

▶ ２ 脳血管疾患・心疾患

▶ ３ 糖尿病

▶ ４ 精神疾患



食事を通して栄養を摂取することや、治療の合併症予防及びその病状軽
減は重要であり、がん患者に対する口腔の管理に、歯科医師や歯科衛生
士等の口腔ケアチーム、また、適切な栄養管理に、医師、看護師、管理
栄養士、言語聴覚士等の栄養サポートチームと連携しつつ対応すること
が求められています。本市では、横浜市歯科医師会・横浜市立大学との
３者による周術期口腔機能管理の推進に向けた包括連携に関する協定を
締結して、体制整備を推進するとともに市民啓発等を実施しています。

〇

現状と課題

国が指定する「都道府県がん診療連携拠点病院」「地域がん診療連携拠
点病院」、神奈川県が指定する「神奈川県がん診療連携指定病院」とし
て市内13病院が指定され、質の高いがん医療や相談支援を提供していま
す。
また、横浜市では独自に乳がん連携病院や小児がん連携病院を指定し、
医療の質の向上や支援の充実に取り組んでいます。

〇
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〇 がんと診断された時から緩和ケアが提供されるよう、がん診療連携拠点
病院等において専門的な緩和ケアを提供しています。また、横浜市では
病院と連携して緩和ケア医の育成に取り組んでいます。地域全体で、が
んにおける緩和ケアを提供できる連携体制が求められています。

〇 患者の療養生活が多様化する中で、患者や家族のQOL （生活の質）の
向上のためには、相談支援へのアクセスのしやすさや、治療に伴う苦痛
の軽減などが求められます。

〇 がんによる死亡率の減少のためには、予防・早期発見・医療の各段階で、
市民の適切な行動につながるような情報提供と、がんになる前からの市
民のがんへの理解を進めることが大切です。

〇 がん検診の受診率は、国の目標が50％から60％に引き上げられました。
令和４年国民生活基礎調査の結果では、本市の受診率は胃がん、乳がん
は50％台でしたが、60%には達しておらず、より効果的な受診勧奨の検
討が必要です。また、精密検査受診率は、中期計画の目標を90％として
いますが、目標に達しておらず、効果的な未受診対策や医療機関からの
結果報告の把握体制を充実させる必要があります。

〇 全国と比べて年齢調整死亡率の高い乳がんや、がん検診受診率の低い子
宮頸がんについて、早期発見の行動につながるよう、検診の受診・予
防・治療に関するがん教育、情報提供を強化する必要があります。

市民

ヘルス
リテラ
シー

予防

治療共生

コミュ
ニティ

新たながん対策よこはまモデルイメージ図
横浜市が実施するがん検診では、胃、肺、大腸がん検診の受診は、70代
前半の方が多い状況です。（年齢5歳階級）

〇 がんになっても安心して生活できる地域社会の実現には、全ての市民が
正しい知識を身につけ、予防行動や適切な医療へつながり、支えあう施
策を展開する必要があります。

Ⅳ－１ がん
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横浜市は死亡数を横浜市衛生研究所、人口を横浜市統計ポータルサイト
より独自算出
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横浜市は、死亡数を横浜市衛生研究所、人口を横浜市統計ポータルサイトより独自算出）
※算出には昭和60年モデル人口を用いている



目指す姿

指標 現状 2029

がんの75歳未満年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）の減少（①）
124

（2021）
100

（2028）

がん患者のQOLの向上
（現在自分らしい日常生活を送れていると
感じるがん患者の割合）（②）

全国 70.5％
（2018） 増加

30

施策の方向性
【取組①】

指標 現状 2026 2029

①

20歳以上の喫煙率 13.1％
（2022）

12.6％
（2025）

12.2％
（2028）

がん検診受診率
（胃、肺、大腸、子宮、乳がん）

胃 50.2％、肺 49.2％、
大腸 48.6％、

子宮頸 43.6％、乳 50.5％
（2022）

60%
（2025）

60%
（2028）

がん検診の精密検査受診率
（胃、肺、大腸、子宮、乳がん）

胃77％、肺66％、大腸49％、
子宮頸43％、乳84％

（2020）
90%

（2024）
90%

（2027）

指標 現状 2026 2029

②

身体的な苦痛を抱える
がん患者の割合

全国 34.7％
（2018） 減少 減少

精神心理的な苦痛を抱える
がん患者の割合

全国 24.0％
（2018） 減少 減少

がん患者が復職し、
１年以上継続して就労する割合

65.1％
（2022） 68% 70%

がんのり患に備えることにより、自身や身近な人ががんと診断され
た際に、適切な医療を受け、支えあい、安心して生活できる地域社
会の実現を目指します。

全ての市民ががんに関する正しい知識を持つことにより、予防行動
やがん検診受診、適切な医療につなげることで、がんによる死亡率
の減少を目指します。

※1 75歳未満年齢調整死亡率：高齢化が進んだことなどによる年齢構成の違いの影響をな
くし、75歳以上の死亡を除くことで壮年期死亡の減少を評価できるように計算した死亡率。
算出には平成27年モデル人口を用いている。

市民のがんへの理解が深まり、生活習慣の改善及びがん検診受診などの
予防行動や、適切な医療機関の受診につながるよう、普及啓発に取り組
みます。

がん患者やその家族等に対する相談支援・情報へのアクセスを容易にす
るとともに、治療と生活・仕事の両立支援を推進し、がん患者が自分ら
しく生活を送れるよう、支援を行います。

がん診療連携拠点病院等のがん診療の機能・連携強化等を図り、適切な
治療の推進やがん患者の苦痛軽減に取り組みます。

【取組②】

Ⅳ－１ がん



◎主な施策
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施策 指標 現状 2026 2029 取組

（３） がんとの共生

⑧ 相談支援及び情報提供の充実

新たな情報提供の
環境整備【再掲】 検討 運用 運用 ②

がん相談支援セン
ター認知度

2023年
算出
データ

増加 50% ②

⑨ アピアランスケア※2

アピアランス支援に
取り組む病院数
（市内におけるアピ
アランス啓発資料配
付病院数）

13施設
（2022） 15施設 17施設 ②

⑩ 仕事と治療の両立支援の推進
治療と仕事の両立支
援に取り組んでいる
と回答する事業所の
割合

47.3%
（2022） 50% 60% ②

⑪
小児・AYA世代※3がんの理解促
進・患者支援

連携病院へのチャイ
ルドライフスペシャ
リストなどの配置

2人
（2022） 3人 3人 ②

（４） がんになっても安心な社会づくりの基盤構築

⑫
学習指導要領に基づく「がん教
育」の実施

学習指導要領に基づ
く「がん教育」の実
施率

100％ 100％ 100％ ①

⑬
調査結果や統計を活用した政策
検討（EBPM）

現状把握に向けた調
査の実施

1回
（2022） 1回 1回 ①

施策 指標 現状 2026 2029 取組

（１） がん予防に向けた取組

① 市民への情報提供の充実 新たな情報提供の
環境整備 検討 運用 運用 ②

② 禁煙・受動喫煙防止の推進
禁煙・受動喫煙防止
の推進に係る実施事
業数

150
事業

（2022）

150
事業

150
事業 ①

③ がん検診再勧奨の実施 再勧奨実施対象者数 4.2万人 15万人 30万人 ①

④ 精密検査受診状況の把握 受診状況の集計と
結果報告の督促回数 年１回 年２回 年３回 ①

⑤ 乳がんに関する理解の促進 「横浜市乳がん情報
提供サイト」閲覧数

35,671
件※1

前年度
より増

前年度
より増 ①

（２） がん医療の取組

⑥
がん診療連携拠点病院等との
連携の推進

がん診療連携拠点病
院等との会議開催数

5回
（2022） 5回 5回 ②

⑦ 緩和ケアの推進 緩和医療専門医育成
数（累計）

1人
（2022） 2人 3人 ②

• 課題に応じたがんの早期発見に向けた取組の検討
• 乳がんや子宮頸がんといった女性特有のがんの早期発見に向け、区における健康づくり関連講座や研修のほか、SNSの活用、各種「けんしん」やイベント等のあらゆる機会を捉えて、

がん検診受診の勧奨や正しいがんの知識の普及啓発に取り組みます。
• 市内のがん診療連携拠点病院・乳がん連携業院・小児がん連携病院等との連携を通じて市内のがん医療の質の向上に引き続き取り組みます。
• 治療の合併症予防及びその病状軽減のため、拠点病院等と地域の歯科医師等の医科歯科連携によるがん患者の口腔管理の推進に向けて、普及啓発に取り組みます。
• 治療と仕事の両立支援について、患者への相談支援に加えて、市内事業所を対象としたセミナー開催や情報発信など、市内企業への働きかけを強化します。
• 長期的な支援や配慮が必要である小児・AYA世代のがん患者について、将来のライフステージを見据えた支援を検討します。

指標以外の主な取組

※2 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因する
がん患者の苦痛を軽減するケア

※3 Adolescent and Young Adultの略。15 歳から 39 歳の思春期・若年成人の世代を指す

※1「横浜市乳がん情報提供サイト」を令和4年12月7日開設。現状値は開設日から246日分の実績。
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心疾患の再発予防に効果のあると言われている入院・外来心臓リハビリテーション実
施件数が、全国平均より下回っています。
市内の心大血管リハビリテーション料算定施設は26施設ありますが、更なる体制整備
が必要です。

〇
＜心疾患＞

〇
＜脳血管疾患＞

脳血管疾患は再発率が高く、また再発時は重い後遺症リスクが特徴であることから、
一度発症した患者への二次予防の取組が必要です。

〇

＜脳血管疾患・心疾患＞
〇 神奈川県循環器病対策推進計画の動向を注視しながら、対策を推進する必要がありま

す。

〇 日常生活の場において発症や再発を予防するために、生活習慣についての理解を広め
る取組が求められており、病院とかかりつけ医とのシームレスな連携も必要です。

〇 「医師の働き方改革」開始後も持続可能な救急医療体制の構築が必要です。（「横浜
市脳血管疾患救急医療体制」および「横浜市急性心疾患救急医療体制」の参加基準と、
病院の受入能力に応じた機能分担の検討）

〇 回復期・維持期の患者に関してはQOL（生活の質）の向上のために、専門診療科だけ
でなく、診療科を超えた多職種の地域連携が必要です。

〇 手術前後（周術期）の口腔ケアによって誤嚥性肺炎の予防や入院日数の短縮など治療
成績が向上するとされており、本市・横浜市歯科医師会・横浜市立大学の三者による
周術期口腔機能管理の推進に向けた包括連携に関する協定を締結し、連携して周術期
口腔ケアの推進に取り組んでいます。

摂食嚥下障害のある患者に対しては、誤嚥性肺炎を予防するため摂食嚥下リハビリ
テーションが重要です。

〇

高齢化が進むことにより、脳卒中や心筋梗塞といった脳血管疾患と心疾患の患者数の
増加が予想されています。

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患

813 884 912 850 749 693 

1,129 994 1,081 1,288 1,418 1,315 

3,151 3,771 3,957 3,977 4,188 4,608 
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75歳以上 65歳以上の割合

（人）

出典：[受療率]
患者調査（H29年）「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別」
[人口] 横浜市「今後の人口見通し推計（令和３年度）」
※上記を基に、医療局が作成
※二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとし
て、将来の人口推計を用いて算出。

905 977 1,000 930 822 765 

1,149 1,009 1,096 1,306 1,440 1,337 
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脳血管疾患患者数推計

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満
75歳以上 65歳以上の割合

（人）

出典：[受療率]
患者調査（H29年）「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別」
[人口] 横浜市「今後の人口見通し推計（令和３年度）」
※上記を基に、医療局が作成
※二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとし
て、将来の人口推計を用いて算出。
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脳卒中の専用病室（SCU）を有する病院数・病床数

病院数:人口10万対 病床数:人口10万対

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
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脳神経内科:医師数 181 388 5,758

脳神経外科:医師数 200 440 7,349

横浜市 神奈川県 全国

脳卒中のSCUを有する病院数 10 18 193

脳卒中のSCUを有する病床数数 73 117 1,577
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心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院数・病床数

病院数:人口10万対 病床数:人口10万対
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出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）

横浜市 神奈川県 全国

心筋梗塞のCCUを有する病院数 4 12 258

心筋梗塞のCCUを有する病床数数 26 85 1,584

3,608 3,686 3,891 3,922 
3,452 3,605 

279 279 279 275 263 270 

7.7% 7.6%
7.2% 7.0%

7.6% 7.5%

0.0

3.0

6.0

9.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

脳疾患における急病搬送人員数推移（全国）

急病搬送人員総数 脳疾患急病搬送数 脳疾患における急病搬送割合

（千人）
（％）

出典：平成29年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁）
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ら総患者数の算出方法が変更となっている



目指す姿

脳血管疾患・心疾患の発症時における速やかな救命処置・搬送体制
の確保、治療水準を維持するとともに、治療後の日常生活の場にお
いても質の高い生活を送ることができる社会を目指します。

施策の方向性

脳血管疾患、心筋梗塞等の心血管疾患
の発症予防

再発や再入院防止・長期予後改善のためのリハビリテーションを必要
な方が受けられるよう、多職種の地域連携を進め、支援体制を整備し
ます。
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「医師の働き方改革」実施後も適切な観察・判断等に基づいた医療機
関搬送を維持するため、持続可能な救急医療体制を構築します。

脳血管疾患、心疾患の発症予防・再発予防のため、生活習慣改善等の
取組を行います。

＜心疾患＞

＜脳血管疾患＞

＜脳血管疾患・心疾患＞

指標 現状 2026 2029

20歳以上の喫煙率 【再掲】 13.1％
（2022）

12.6％
（2025）

12.2％
（2028）

特定健診で収縮期血圧
140mmHg以上の者の割合

14.9%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

特定健診でLDLコレステロール
140mg/dL以上の者の割合

32.9%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

特定健診でBMI 25kg/㎡以上の者の割合 29.1%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

脳卒中疑いの救急搬送患者のうち
市体制参加医療機関への搬送割合

約87%
（直近3年の
平均値）

維持 維持

入院心血管疾患リハビリテーション実施件数 130,643件 増加 増加

外来心血管疾患リハビリテーション実施件数 36,579件 増加 増加

保険診療終了後の心血管疾患再発予防を目的
とした生活習慣獲得を支援する施設数※2 93施設 128施設 163施設

一度発症した患者の在宅復帰までのサポートや再発予防の理解を深め
るための取組を推進します。

指標 現状 2029

脳血管疾患の年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）
62.3

（2021）
減少

(2027)

心疾患の年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）
144.8

（2021）
減少

(2027)

※1 年齢調整死亡率は、死亡数（横浜市人口動態統計資料）、推計人口（横
浜市統計情報ポータル）、平成27年モデル人口を用いて算出

※2 地域における心臓リハビリテーション連携運動施設、介護サービス事業所等

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患



◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（１） 発症予防

① 生活習慣の改善を通じた予防
生活習慣病に関する
生活習慣改善相談及び
訪問指導件数

2,157件
（2022） 2,800件 2,800件

（２） 急性期の適切な医療体制の構築

②
救急搬送、緊急治療が可能となる
救急医療体制（参加基準等）の検討

救急医療機関連絡会の
開催回数

１回／年
以上

１回／年
以上

１回／年
以上

③
救急搬送基準の必要に応じた
見直しと適正な運用

最新の救急搬送基準に
準じた医療機関搬送 実施 実施 実施

④ 治癒実績等の必要な情報公表 情報更新回数 １回／年 １回／年 １回／年

（３） 合併症や再発の予防、在宅復帰支援

⑤
脳血管疾患ケアサポートガイ
ド（医療・介護連携ケアパス）を
活用した、脳血管疾患患者への啓発

市内医療機関等への
パンフレットの配布 実施 継続 継続

⑥
心血管疾患リハビリテーションが
実施できる体制の整備

心大血管疾患リハビリ
テーション料ⅠⅡ
算定施設数

26施設 28施設 30施設

⑦
維持期における心臓リハビリテー
ションの多職種協働による支援体制
の構築

心臓リハビリテーション
連携施設認定を目的とし
た研修の実施

検討 運用 運用
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心疾患医療提供体制

脳血管疾患医療連携体制

予防

身近な地域の診療所
一般の病院（かかりつけ医）

生活習慣病の予防・治療
●日常の健康管理、健康診査、保健指導
●主治医としての治療
●病院等との連携

再発予防管理
●基礎疾患の治療
●再発防止のための治療・管理

急性期

横浜市脳血管疾患
救急医療体制
参加医療機関

近くにいる人
適切な通報

救急隊
救急救命士

適切な判断
応急措置

迅速な搬送

発
症

回復期

回復期リハビリテーション病棟を
有する病院など

維持期

療養病床
介護老人保健施設等

身体機能回復・摂食嚥下のための
集中的リハビリテーション

口腔ケア

生活機能維持のための
リハビリテーション
在宅療養に必要な

医療介護サービスとの連携・調整

転
院
・転
棟

急性期及び回復期
に対応可能な病院

患者・家族
在宅療養・介護

退院 退院・退所

訪問・往診

訪問看護
ステーション

在宅療養支援診療所

継続的な療養管理・指導
24時間阿智性の在宅療養支援など

居宅介護サービス
事業者

身近な地域の
歯科診療所

身近な地域の
薬局

など

予防

かかりつけ医
かかりつけ歯科医

かかりつけ薬剤師・薬局

●日常の健康管理、健康診査、
保健指導

●主治医の治療
●病院等との連携
●再発予防のための治療・管理

急性期

横浜市急性心疾患
救急医療体制参加

医療機関

近くにいる人
適切な通報
応急処置

AEDの使用

救急隊
救急救命士
適切な判断
応急措置

迅速な搬送
（12誘導心電図

の活用）

発
症

入院

●疾患や重症度に
応じた急性期治療

●急性期リハビリ
テーション

前期回復期

急性期病院等

●急性期治療
●退院に向けた疾病管理

としての入院回復期
リハビリテーション

後期回復期

回復期病棟のある
病院等

●疾患管理としての
外来回復期
リハビリテーション

病院

●疾患管理としての外来回復期
リハビリテーション

後期回復期

病院、かかりつけ医等

●維持期治療
●疾病管理としての維持期

リハビリテーション
●連携運動施設等における

運動継続

維持期

外来

社会生活

●自己疾病管理（再発防止）
●連携運動施設等における運動継続

在宅生活 在宅医療・介護サービス

●社会生活のサポート
●自己疾病管理（再発防止）
●施設等における運動継続



現状と課題
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〇

「糖尿病が強く疑われる者」は、全国で約1,000万人であり、過去４か年
（2012～2016年）で50万人増加し、今後も増加することが予測されてい
ます。

糖尿病で継続的に医療を受けている人は、 2017年度時点で約330万人です。

糖尿病は神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発し、心筋梗
塞や脳卒中等の心血管疾患のリスク因子となるだけでなく、がん・転倒・認
知症等のリスクも高めます。また、歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼし
ます。

〇

〇

〇

糖尿病性腎症による新規透析導入患者数は2021年で15,271人であり、糖尿
病は現在、新規透析導入の最大の原因疾患であるとともに、成人の中途失
明の主要な要因でもあります。

糖尿病は、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼす
ことから適切な対策が必要です。

糖尿病、糖尿病性腎症の重症化を予防し、人工透析導入者を減少させるため、
横浜市国民健康保険の特定健康診査等の結果を用いて、主治医とも連携
を図りながら保健指導（服薬管理、食事療法、運動療法等）を行っています。

壮年期から高齢期まで、糖尿病の早期発見、適切な受療継続、良好な生活習
慣の継続には、医療と保健指導、療養指導、日常生活支援及び介護との連携
が重要となっています。

〇

〇

〇

〇

糖尿病の重症化予防及び合併症の早期発見には、内科や糖尿病内科のかかり
つけ医を持ち、眼科での網膜症の検査、歯科での歯周病のチェックを定期的
に受け、適切な治療につながることが重要であり、そのための医療の連携が
必要です。本市では横浜市医師会と横浜市歯科医師会が「糖尿病・歯周病予
防のための横浜市医科歯科連携協定」を締結し、連携して治療にあたる取組
が進められています。

Ⅳ－３ 糖尿病

（万人）

出典：平成28年国民健康・栄養調査
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「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」
の推計人数の年次推移（20 歳以上、男女計、全国値）
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出典：2021年末わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会）

（人）

コラム 疾患別医療・介護連携事業

糖尿病の早期発見、適切な受療継続、良好な生活習慣の継続には、医療と保健指
導、療養指導、日常生活支援及び介護との連携が必要です。
横浜市では、疾患別医療・介護連携事業の取組のひとつとして、区ごとに糖尿病

の保健・医療・介護のネットワークの構築を進めています。

全国原疾患別新規人工透析導入患者数 （人）

原疾患
2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｒ1）

2020
（Ｒ2）

2021
（Ｒ3）

糖尿病性腎症 16,103 16,492 16,122 16,019 15,690 15,271

慢性糸球体腎炎 6,186 6,327 5,963 5,755 5,764 5,394

腎硬化症 5,285 5,689 5,951 6,330 6,737 6,905

その他 9,678 10,278 10,111 10,453 10,358 10,382

合計 37,252 38,786 38,147 38,557 38,549 37,952

出典：2016～2021年末 わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会）



目指す姿 施策の方向性

糖尿病の発症予防及び重症化予防のため、保健指導に取り組みます。

38

患者に対するケアレベルを向上させるため、医療職、介護職等の支
援者の人材育成を行う他、多職種からなる支援者による相談支援の
充実を図ります。

生活習慣の改善や、患者の治療継続、生活支援に取り組み、これ
らに関わる地域の保健・医療・介護の連携強化を図ることにより、
糖尿病の発症予防、重症化予防を目指します。

指標 現状 2029

特定健診でHbA1c※1

8.0 ％以上の者の割合
1.25％
（2020）

減少
（2025）

※1 HbA1c （ヘモグロビンエーワンシー）とは
赤血球の中に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結合し

たもので、過去１～２か月の平均的な血糖の状態を知るこ
とができる指標です。血糖値と異なり、飲食によって変動
しないという利点があります。

糖が結合したヘモグロビン
ＨｂＡ１ｃ＝

すべてのヘモグロビン量

指標 現状 2026 2029

糖尿病と診断された人の
治療継続者の割合

67.4％
（2020） 調査予定なし 72.5％

（2028）

HbA1cの名称とその意味を
知っている人の割合 今後把握 調査予定なし 今後検討

在宅医療連携拠点に寄せられた
糖尿病に関する相談件数

91件
（2022） 110件 120件

尿中アルブミン（定量）検査※2

の実施件数(レセプト件数)
73,658件
（2022） 増加 増加

糖尿病患者（投薬等治療あり）で
歯科に通院している人の割合 増加 増加

HbA1c コントロール目標

6.0未満 正常化の目標

7.0未満 合併症予防のための目標

8.0未満 治療強化が困難な際の目標

データを収
集後、年内
に集計

内科や糖尿病内科のかかりつけ医と眼科、腎臓内科、歯科、薬局
等の医療連携と、生活を支える地域の多職種の連携を進め、糖尿
病の合併症の早期発見や治療中断を防ぎます。

Ⅳ－３ 糖尿病

※2 尿中アルブミンは、尿蛋白の主成分で、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症では尿
中アルブミン排泄量が増加するため、腎機能の検査として行われます。



◎主な施策
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施策 指標 現状 2026 2029

（１） 糖尿病の発症予防及び重症化予防

①
糖尿病の発症予防及び重症化予防
のための保健指導に取り組む

糖尿病の発症予防及び重
症化予防に向けた生活習
慣改善のための個別指導

173人
（2022） 180人 180人

説明会や講座等による糖
尿病の予防に関する普及
啓発

延べ
15,347人
（2022）

全区で
実施

全区で
実施

②
横浜市国民健康保険被保険者の糖
尿病重症化予防のための保健指導
等に取り組む

国保特定健診でHbA1cが
6.4～6.9％だった人への
受診勧奨や個別指導等を
案内するダイレクトメー
ル

4,232通 全区で
実施

全区で
実施

国保特定健診でHbA1cが
7.0％以上等を対象とし
た糖尿病性腎症重症化予
防事業参加者数

46人
（2021）

50人
（2025）

50人
（2028）

糖尿病治療中の歯科未受
診者への受診勧奨後の歯
科受診率

13％ 15％ 15％

（2） 医療・介護連携の推進

③
高齢者等の糖尿病の重症化予防に
関して支援者向けの啓発に取り組
む

職域別研修(回数) 2回
（2022） 2回 2回

職域別研修(参加者数) 160人
（2022） 160人 160人

④
高齢者等に関わる支援者間の相互
理解・課題共有と解決策の検討に
取り組む

疾患別医療・介護連携事
業（糖尿病）に取組む区
の数

２区
※モデル
実施

（2022）
８区 18区

コラム 妊娠糖尿病パンフレットをリニューアルしました

「妊娠糖尿病」とは、妊娠中に初めて発見・発症された糖尿病に至っていない
糖代謝異常です。妊娠中は血糖が高くなりますが、出産後は速やかに血糖が正常
化します。
「妊娠糖尿病」と診断された方は、正常な状態で出産を

迎えた方と比べて約7.43倍糖尿病を発症する危険度が高まる
と海外では報告されています。
糖尿病は治癒することなく、将来にわたって上手に

お付き合いしていくことが必要になります。
そのため、罹っている期間が長くなると、網膜症や

腎症、神経障害などの、様々な合併症を起こして
しまいます。
将来、糖尿病にならないためにできる工夫のポイ

ントなど、さらに見やすいパンフレットになりました。

改訂中

※2023年中改訂に向けた検討を行っています。



現状と課題

〇

〇

依存症は本人に自覚が少ないことが多く、治療や支援につながりにく
いことが課題であり、治療や支援が必要な人やその周囲の人たちが、
依存症に関する正しい知識を得て、相談や支援を受けやすくする環境
を整備することが必要です。

〇

〇

＜精神疾患の全体認識＞

＜精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築＞

＜自殺＞

＜依存症＞
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＜精神科救急＞
〇 神奈川県、川崎市、相模原市との４県市協調による精神科救急システ

ムが運用されており、対象患者数は増加しています。患者像の多様化
に合わせて、専門的治療につなげることや退院後の地域移行に向けた
視点が重要視されています。

コロナ禍等による社会環境や人間関係の変化により、抑うつや不安が
広がるなど、精神科医療を必要とする人が増えています。一方で、受
診に抵抗を感じる人や、精神疾患を否認する人も多いため、医療につ
ながりにくく、入院が必要な期間も長くなりがちです。地域で支える
仕組みが少ないとの指摘もあります。

区域の協議の場を全区に設置し、取組を進めています。医療機関と福
祉関係者等との連携が十分とは言えず、連携に向けた取組が求められ
ています。

本市の自殺者数は、2019年以降増加しており、特に女性の自殺者の増
加が目立っています。自殺を考えている人のサインに早く気づき、見
守り、つなぐ人が増えるよう、広報・教育活動等に取り組んでいくこ
とが必要です。

〇

＜措置入院者の退院後支援＞
措置入院となった人は、複雑多岐にわたる問題を抱えていることも多
く、退院後もその人らしい生活を送るためには、地域での支援が必要
です。

Ⅳ－４ 精神疾患
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コラム 横浜市自殺対策計画

「第２期自殺対策計画」は、新型コロナウィルス感染症等により顕在化した
新たな社会的な課題を踏まえ、更なる自殺対策の推進を図ることを目的に策定
しています。（計画期間：2024年度から2028年度まで）

本計画では、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向け、
「自殺する人を減らす」だけでなく、「自殺に追い込まれる人を減らす」とい
う２点の視点から、最終目標の指標に、「自殺死亡率の減少」、「自殺したい
と思ったことがある人の減少」と「自殺未遂の経験がある人の減少」の３つの
指標を設定しました。
また、自殺の背景には、様々な要因があることを踏まえ、各相談窓口の周知

のほか、人材育成策を体系的に設計し、自殺を考えている人のサインに気づき、
見守り、つなぐ役割を担うゲートキーパーの養成を、様々な分野に拡大するこ
となどを推進します。
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※現在、第２期自殺対策計画（計画期間：2024～2028年度）策定に向けた検討を行って
います。



目指す姿

指標 現状 2029

精神病床退院患者における
地域平均生活日数

331.7日
（2019） 長期化

施策の方向性

こころの健康を維持する人の増加に向けて、メンタルヘルスに関す
る普及啓発や専門職の人材育成に取り組みます。

医療機関や福祉・保健関係者の連携強化を推進し、精神障害にも対
応した地域包括ケアシステムを構築します。

精神科救急体制を充実させ、良質かつ適切な医療を提供します。

指標 現状 2026 2029

悩みやストレスについて、
誰にも相談できない人の割合

5.5％
（2022） - 5.5％以下

（2027）

精神科や心療内科を受診すること
に抵抗を感じる人の割合

33.6％
（2022） - 33.6％以下

（2027）

精神科訪問看護指示料を算定した
患者数

5,966人
（2021） - 7,000人

精神科病院に入院する患者のうち、
１年以上の長期入院患者の割合

54.8％
（2022） 減少 減少

通報受理から措置診察開始までの
時間（搬送時間の短縮）

6時間5分
（2022） 6時間 5時間55分

精神科救急における横浜市民専用
病床の活用状況
①活用の頻度：当該病床稼働率
②地域移行に向けた後方病院への
移行期間：当該病床の在院日数

①44.5％
②25日
（2022）

①47％
②23日

①50％
②20日
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市民が疾患に対する正しい知識を持つとともに、精神障害者が、
地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができる
社会の実現を目指します。

適切な医療につなげることで入院の長期化を少なくするとともに、
退院後も地域で安心して生活できるような支援体制の構築を目指
します。

コラム 横浜市依存症対策地域支援計画

アルコール・薬物・ギャンブル等依存症をはじめとした依存症全般を対象とし、
依存症に関する支援の方向性を幅広い支援者の皆様と共有することで、包括的な
支援の提供を目指すため、横浜市依存症対策地域支援計画を令和３年10月に策定
しました。

本計画は、「依存症の本人や家族等が自分らしく健康
的に暮らすための支援に向け、関係者がそれぞれの強み
を生かしながら、連携して施策を推進すること」を基本
方針として、一次支援（予防・普及啓発）、二次支援
（早期発見・早期支援）、三次支援（回復支援）という
３つのフェーズごとに、各依存症の予防及び回復支援に
着目した重点施策を設定しています。この基本方針の実
現に向けて、本市関係部署と専門的な医療機関、民間支
援団体等が連携し、関係者が一体となって依存症対策の
取組を進めています。

Ⅳ－４ 精神疾患



◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（１） こころの健康を維持する人の増加

①
メンタルヘルス普及啓発、専門職の
スキルアップ

支援者向け人材育成研修
受講者数

946
人/年

（2021）
延べ

4,125人
延べ

6,600人

うつ病対応力向上研修の
終了者

延べ
1,192人
（2022）

延べ
1,512人

延べ
1,752人

依存症支援者向け研修の
受講者数

689
人/年

（2021）
延べ

1,250人
延べ

2,000人

（２） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

②
医療機関と福祉・保健関係者の
協議の推進

区における協議の場に参
加する医療機関数

51施設
（2022） 拡大 拡大

③
精神障害者の地域移行・地域定着
支援の推進

退院サポート事業利用者
数

189人
（2022） 210人 240人

④ 措置入院患者に対する退院後の支援 対象者に対する実施割合 60%
（2022） 65% 70%

（３） 精神科救急体制の充実

⑤ 救急医療体制の構築

３次救急における市内病
院への入院割合
（措置診察を実施したも
ののうち、市内医療機関
につないだ者の割合）

87.1％
（2022） 90％ 95％

ソフト救急経由における
市内病院への紹介割合
（横浜市民の紹介案件の
うち市内医療機関を紹介
した者の割合）

78.6％
（2022） 80％ 85％
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横浜市の精神科救急医療体制（四県市協調体制） 令和５年度 
 

 
   
 

    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期・二次・三次救急の受入体制 
 

区分 
 
曜 
日 

昼間 
8:30 ～ 17:00 

夜間 
17:00  ～ 22:00 

深夜 
22:00  ～ 翌 8:30 

 
初期救急 

平 診療所等の通常診療 
輪番病院（1床/日） 

 
なし 

休 初期救急医療施設 
（土曜日は 13:00  ～17:00） 

二次救急 平 病院の通常診療  
 
 

輪番病院（1床/日） 
+ 

基幹病院 

 
 

輪番病院 
（１床/日） 

+ 
基幹病院 
（当番制） 

 
休 

輪番病院（全県４床／日） 
※土日は 4 床のうち 1 床は 14:00～20:00 

＋ 
基幹病院 

 

 

三次救急 
（措置診察） 

 

平 輪番病院（全県８床／日） 
 

 

 

 

 

平日受入体制強化事業 横浜市内病院週 3日 15:30～19:00 

法に基づく移送 家族等の同行による搬送 
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第Ⅴ章

主要な事業ごとの
医療体制の充実・強化

▶ １ 救急医療

▶ ２ 災害時における医療

▶ ３ 周産期医療・小児医療

▶ ４ 新興感染症医療
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現状と課題

〇

〇

一連の救急活動にアナログとデジタルの業務が混在しており、病院到
着後の引継ぎが書面で行われています。

二次救急医療機関に多くの初期救急患者が直接受診することにより、
二次救急医療機関が担うべき救急医療に支障をきたすことが指摘され
ています。

〇

〇 救急隊が現場で把握した患者情報を電子データとして病院に引継ぎが
できていません。（電子カルテとの連携）

〇 病院情報を集約するYMIS（横浜市救急医療情報システム）の構築から
10年余が経過し、老朽化していることから、再構築の時期がきています。

＜救急医療DX＞

＜救急医療体制＞ ＜適切な受療行動の推進＞

限られた医療資源を最大限に活用するためには、救急相談センター
（＃7119）※1の更なる活用を含め、重症度に応じた適切な受療行動に
ついて認識を深める必要があります。

〇

超高齢社会が進展するなか、人生の最終段階においてどのような医
療 ・ケアを望むかについて日頃から話し合うことの重要性が高まって
います。

〇

〇 超高齢社会の進展により、救急需要の更なる増加が見込まれています。

〇

〇 新興感染症や異常気象などによる救急需要の急激な変化が生じるリス
クへの対策が必要です。
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〇

2024年度から施行される「医師の働き方改革」により、医師が不足し
医療提供体制を維持することが難しくなる懸念があります。

疾患ごとの救急医療体制について、需要の変化を踏まえつつ、最適化
に向けた検討が必要です。

プレホスピタルケア（病院前救護）における救急医療体制の更なる充
実に向けた検討が必要です。

※1 急な病気やけがのときに、受診の相談ができる24時間365日利用できる電話相談
サービス（医療機関案内、救急電話相談）

Ⅴ－１ 救急医療
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横浜市救急医療体系図 横浜市独自の取組
令和5年4月1日時点

初
期
救
急

【休日】 休日急患診療所 18区

【夜間（準夜帯） 】 夜間急病センター ３か所

二
次
救
急

一般救急医療 小児・周産期救急医療

小児科三次救急対応病院
県周産期医療システム基幹病院

３病院

三
次
救
急

救命救急センター

９病院

重症外傷
センター
２病院

二次救急
拠点病院

内科・外科
二次輪番

病院

疾患別
救急

医療体制

21病院
（10病院で
は、深夜帯
に、初期救
急患者を受
入）

毎夜間
1～2病院

市内
25病院

脳疾患
31病院

心疾患
23病院

外傷
（脳外、整形）

33病院

小児救急
拠点病院

７病院
（深夜帯は、
初期救急患
者を受入）

毎夜間
1～2病院

市内
７病院

周産期
救急連携

病院

小児科
二次輪番

病院

８病院
産科
拠点
病院
３病院

単位：人

【夜間・休日】 歯科保健医療センター

医
科

歯
科

三次救急 … 主に生命に危険のある「重症・重篤患者」に高度な医療を行います。
二次救急 … 主に入院治療が必要な「中等症・重症患者」の医療を行います。
初期救急 … 外来診療により帰宅可能な「軽症患者」の医療を行います。

横浜市二次救急医療体制 患者受入数（2018年度～2022年度）
（二次救急拠点AB病院※1 、輪番病院（内科・外科、小児）、小児救急拠点病院）

出典：横浜市救急医療体制参加医療機関からの報告数値（夜間、休日昼間の患者受入実績）
※１ A病院…重症度の高い患者の受入を行う

B病院…比較的重症度の低い患者の受入を行う

救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数

合計 137,157 49,574 87,583 11 130,089 49,828 80,261 11 90,311 42,765 47,546 11

一病院あたり平均 12,469 4,507 7,962 11,826 4,530 7,296 8,210 3,888 4,322

合計 89,224 35,311 53,913 13 82,150 34,939 47,211 12 55,030 27,321 27,709 11

一病院あたり平均 6,863 2,716 4,147 6,846 2,912 3,934 5,003 2,484 2,519

合計 49,995 11,484 38,511 21 48,482 12,399 36,083 23 37,087 13,983 23,104 24

一病院あたり平均 2,381 547 1,834 2,108 539 1,569 1,546 583 963

合計 7,901 1,433 6,468 9 6,983 1,539 5,444 8 2,585 761 1,824 7

一病院あたり平均 878 159 719 873 192 681 370 109 261

合計 31,731 6,429 25,302 7 29,467 7,017 22,450 7 11,821 3,841 7,980 7

一病院あたり平均 4,533 918 3,615 4,210 1,002 3,207 1,689 549 1,140

輪番
（小児）

小児
拠点

2020年度
(R2)

A病院

B病院

輪番
（内･外）

2018年度
(H30)

2019年度
(R元)

救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数

合計 104,559 50,343 54,216 11 114,191 56,490 57,701 11

一病院あたり平均 9,506 4,577 4,929 10,381 5,135 5,246

合計 58,901 29,162 29,739 11 62,594 32,038 30,556 11

一病院あたり平均 5,355 2,651 2,704 5,690 2,913 2,778

合計 40,836 15,458 25,378 24 41,447 15,887 25,560 24

一病院あたり平均 1,701 644 1,057 1,727 662 1,065

合計 4,147 1,309 2,838 7 4,740 1,532 3,208 7

一病院あたり平均 592 187 405 677 219 458

合計 18,957 6,554 12,403 7 25,594 9,560 16,034 7

一病院あたり平均 2,708 936 1,772 3,656 1,366 2,291

輪番
（小児）

小児
拠点

2021年度
(R3)

2022年度
(R4)

A病院

B病院

輪番
（内･外）


JMAR分図表

		３～６章　掲載データ（案） ショウ ケイサイ アン

								※青字はよこはま保健医療プラン2018にも掲載あり アオジ ホケンイリョウ ケイサイ

		№		章 ショウ		題 ダイ		図表名 ズヒョウ メイ		出典 シュッテン

		7		3		 (3)高齢者を支える地域包括ケアの推進 コウレイシャ ササ チイキ ホウカツ スイシン		死亡場所別死亡者数		人口動態 ジンコウドウタイ				死亡場所別死亡者数																						(人) ニン

																総数 ソウスウ		病院 ビョウイン				診療所 シンリョウジョ				施設 シセツ				自宅 ジタク				その他 タ

																				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ						病院 ビョウイン		診療所 シンリョウジョ		施設 シセツ		自宅 ジタク		その他 タ

														横浜市 ヨコハマシ		35,921		20,317		56.6%		236		0.7%		6,252		17.4%		8,368		23.3%		748		2.1%				横浜市
(35,921人) ヒト		56.6%		0.7%		17.4%		23.3%		2.1%

														神奈川県 カナガワケン		89,701		52,483		58.5%		641		0.7%		14,723		16.4%		20,184		22.5%		1,670		1.9%				神奈川県
(89,701人) ヒト		58.5%		0.7%		16.4%		22.5%		1.9%

														全国 ゼンコク		1,439,856		949,403		65.9%		21,529		1.5%		194,703		13.5%		247,896		17.2%		26,325		1.8%				全国
(1,439,856人) ヒト		65.9%		1.5%		13.5%		17.2%		1.8%

														出典：令和3年人口動態統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ

														注）施設は介護老人保健施設と老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム)と助産所の合計を示す





		11		3		 (3)高齢者を支える地域包括ケアの推進 コウレイシャ ササ チイキ ホウカツ スイシン		市民意識調査の結果（問18：人生の最期を迎えたい場所）		医療に関する意識調査 イリョウ カン イシキチョウサ



																																						自宅 ジタク		35.0%

																																						病院 ビョウイン		18.6%

																																						施設（特別養護老人ホーム等） シセツ トクベツヨウゴロウジン ナド		5.2%

																																						その他 タ		3.1%

																																						分からない、これまで考えたことがない ワ カンガ		35.1%

																																						無回答 ムカイトウ		0.3%





		14		3		(5)医療安全対策の推進

														年度 ネンド		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														年間相談件数(件) ネンカン ソウダン ケンスウ ケン		4,563		4,396		4,215		4,302		4,135

														1日平均（件） ニチ ヘイキン ケン		18.7		18.3		17.3		17.7		17.0





		19		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患総患者数推移 ノウケッカン シッカン シンシッカン シッカン ソウ カンジャ スウ スイイ		患者調査 カンジャ チョウサ				脳血管疾患の総患者数 ノウ ケッカン シッカン ソウ カンジャスウ								（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		75		103		63		80

														全国 ゼンコク		2,012		1,988		1,950		1,742

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている レイワ ネン

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



														心疾患（高血圧性のものを除く）の総患者数 シンシッカン コウケツアツセイ ノゾ ソウ カンジャスウ

																						（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		72		98		120		196

														全国 ゼンコク		2,791		3,046		3,173		3,055

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		20		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患の急病搬送人員推移 ノウケッカン シッカン シンシッカン シッカン キュウビョウ ハンソウ ジンイン スイイ		救急・救助の現況（消防局） キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウ キョク				脳疾患における急病搬送人員数推移（全国） ノウ シッカン キュウビョウ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（千人） セン ニン				1000

																		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)				9/4単位を千人に変更 タンイ センニン ヘンコウ

														総数 ソウスウ				3,077		3,227		3,297		3,370		3,420		3,491		3,608		3,686		3,891		3,922		3,452		3,605				急病搬送人員総数 ソウスウ

														うち脳疾患人数 ノウ シッカン ニンズウ				307		312		319		294		289		282		279		279		279		275		263		270				脳疾患急病搬送数 ノウ シッカン キュウビョウ ハンソウ スウ

														（割合（%）） ワリアイ				10.0		9.7		9.7		8.7		8.4		8.1		7.7		7.6		7.2		7		7.6		7.5				脳疾患における急病搬送割合 ノウシッカン キュウビョウハンソウワリアイ

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														脳疾患における急病年齢区分別搬送人員数推移（全国） ノウ シッカン キュウビョウ ネンレイ クブン ベツ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（人） ニン

																		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)						H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R元		R2		R3

														総数 ソウスウ				307,080		311,938		318,730		294,053		289,286		281,703		278,738		279,267		278,960		274,668		263,325		269,577				新生児 シンセイジ		0.01%		0.01%		0.01%		0.005%		0.003%		0.01%		0.004%		0.004%		0.004%		0.005%		0.003%		0.002%

														うち新生児 シンセイジ				27		22		41		14		10		17		11		10		10		14		7		5				乳幼児 ニュウヨウジ		1.1%		1.1%		1.2%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.5%		0.6%

														うち乳幼児 ニュウヨウジ				3,279		3,316		3,922		2,773		2,717		2,419		2,580		2,275		2,022		1,955		1,261		1,618				少年 ショウネン		0.9%		1.0%		1.0%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.6%

														うち少年 ショウネン				2,900		3,025		3,285		2,438		2,365		2,237		2,415		2,172		2,098		2,086		1,739		1,740				成人 セイジン		26.6%		26.1%		26.2%		24.7%		23.9%		23.8%		23.0%		22.4%		22.1%		21.9%		21.6%		21.4%

														うち成人 セイジン				81,632		81,561		83,474		72,716		69,254		66,952		64,069		62,595		61,778		60,041		56,759		57,623				高齢者 コウレイシャ		71.4%		71.8%		71.5%		73.5%		74.3%		74.6%		75.2%		76.0%		76.4%		76.7%		77.3%		77.4%

														うち高齢者 コウレイシャ				219,242		224,014		228,008		216,112		214,940		210,078		209,663		212,215		213,052		210,572		203,559		208,591

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														心疾患等における急病搬送人員数推移（全国） シンシッカン トウ キュウビョウ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（人） ニン				1000

																		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)								9/4単位を千人に変更 タンイ センニン ヘンコウ

														総数 ソウスウ				3,297		3,370		3,420		3,491		3,608		3,686		3,891		3,922		3,452		3,605								急病搬送人員総数 ソウスウ

														うち心疾患等人数 シン シッカン トウ ニンズウ				282		303		303		302		309		317		331		317		298		322								心疾患急病搬送数 ココロ シッカン キュウビョウ ハンソウ スウ

														（割合（%）） ワリアイ				8.6		9.0		8.9		8.6		8.6		8.6		8.5		8.1		8.6		8.9								心疾患における急病搬送割合 シンシッカン キュウビョウハンソウワリアイ

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド ド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														心疾患等における急病年齢区分別搬送人員数推移（全国） シンシッカン トウ キュウビョウ ネンレイ クブン ベツ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																				（人） ニン

																2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														総数 ソウスウ		282,408		303,149		303,283		302,081		309,401		317,268		330,511		316,726		298,198		322,117

														うち新生児 シンセイジ		16		19		14		19		16		14		26		21		18		25

														うち乳幼児 ニュウヨウジ		432		347		385		363		677		671		376		412		312		390

														うち少年 ショウネン		838		929		910		903		1,364		1,314		1,102		1,006		796		1,108

														うち成人 セイジン		67,623		70,512		67,325		65,328		68,565		67,491		66,770		61,800		58,790		62,733

														うち高齢者 コウレイシャ		213,499		231,342		234,649		235,468		238,779		247,778		262,237		253,487		238,282		257,861

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



		22		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患死亡数・年齢調整死亡率 ノウ ケッカン シッカン シンシッカン シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ		人口動態 ジンコウドウタイ				図表Ⅳ-2-4　脳血管疾患の死亡数、年齢調整死亡率 ズヒョウ ノウ ケッカン シッカン シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ

																死亡数（人） シボウスウ ニン								年齢調整死亡率（人口10万対）

																								総数 ソウスウ

																総数 ソウスウ		脳梗塞		脳出血　		くも膜下出血						脳梗塞				脳出血　				くも膜下出血

																								男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

														横浜市 ヨコハマシ		2,285		1,164		820		248		34.5		18.8		16.0		7.7		14.4		6.7		3.7		4.3

														神奈川県 カナガワケン		5,992		3,131		2,076		674		36.6		19.0		16.1		8.1		14.7		6.7		4.4		4.3

														全国 ゼンコク		104,595		58,489		32,208		10,947		93.7		55.1		52.8		28.9		31.4		16.1		7.0		8.5				←		R３に修正しましたが、R元年度（8/21中村） シュウセイ ガンネンド ナカムラ

														注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

														出典：死亡数　令和3年人口動態統計（厚生労働省） シュッテン シボウスウ レイワ ネン ジンコウ

														　　　年齢調整死亡率　平成27年都道府県別年齢調整死亡率（厚生労働省） ネンレイ チョウセイ シボウリツ ヘイセイ

																												脳神経内科 ノウ シンケイ ナイカ		脳神経外科		脳神経内科 ノウ シンケイ ナイカ		脳神経外科

		25		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳神経内科医師・脳神経外科医師数 ノウ スウ		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ				神経内科医師・脳神経外科医師数								（人） ニン						医師数		医師数		人口10万対		人口10万対

								脳神経内科医師数 ノウ シンケイ ナイカ イシ スウ

菱井 理加: 菱井 理加:
診療科変更あり。
「２）令和２年より「神経内科」を「脳神経内科」として把握している。」
								脳神経内科医師数 ノウ シンケイ ナイカ イシ スウ				脳神経外科医師数 ゲカ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						脳神経内科:医師数		脳神経外科:医師数		脳神経内科:人口10万対		脳神経外科:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		181		4.9		200		5.4				横浜市 ヨコハマシ		181		200		4.92664471		5.4438063094						3,673,900				脳神経内科:医師数		181		388		5,758

														神奈川県 カナガワケン		388		4.3		440		4.9				神奈川県 カナガワケン		388		440		4.3079481199		4.8853019916						9,006,608				脳神経外科:医師数		200		440		7,349

														全国 ゼンコク		5,758		4.7		7,349		6.0				全国 ゼンコク		5758		7349		4.6661656684		5.9554795931						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン ヘイネン トウケイ コウセイ ロウドウショウ

																																病院数 ビョウインスウ		病床数 ビョウショウスウ

		26		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳卒中の専用病室（SCU）を有する病院数・病床数		医療施設調査 イリョウ シセツ チョウサ				脳卒中の専用病室（SCU）を有する病院数・病床数																		人口10万対		人口10万対

																病院数（か所） ビョウイン スウ ショ				病床数（床） ビョウショウスウ トコ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						脳卒中のSCUを有する病院数		脳卒中のSCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		病院数:人口10万対		病床数:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		10		0.3		73		2.0				横浜市 ヨコハマシ		10		73		0.2721903155		1.9869893029						3,673,900				脳卒中のSCUを有する病院数		10		18		193

														神奈川県 カナガワケン		18		0.2		117		1.3				神奈川県 カナガワケン		18		117		0.1998532633		1.2990462114						9,006,608				脳卒中のSCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		73		117		1,577

														全国 ゼンコク		193		0.2		1,577		1.3				全国 ゼンコク		193		1577		0.1564032605		1.2779686105						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		28		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		循環器内科医師数・心臓血管外科医師数		医師・歯科医師・薬剤師統計 イシ シカ イシ ヤクザイシ トウケイ				図表Ⅳ-3-10　循環器内科医師数・心臓血管外科医師数 ズヒョウ ジュンカンキ ナイカ イシ スウ シンゾウ ケッカン ゲカ イシ スウ														循環器内科		心臓血管外科		循環器内科		心臓血管外科

																						（人） ニン						医師数		医師数		人口10万対		人口10万対

																循環器内科医師数 ジュンカンキ ナイカ イシ カズ				心臓血管外科医師数 シンゾウ ケッカン ゲカ イシ カズ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						循環器内科:医師数		心臓血管外科:医師数		循環器内科:人口10万対		心臓血管外科:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		316		8.6		77		2.1				横浜市 ヨコハマシ		316		77		8.6012139688		2.0958654291						3,673,900				循環器内科:医師数		316		766		13,026

														神奈川県 カナガワケン		766		8.5		193		2.1				神奈川県 カナガワケン		766		193		8.504866649		2.1428711009						9,006,608				心臓血管外科:医師数		77		193		3,222

														全国 ゼンコク		13,026		10.6		3,222		2.6				全国 ゼンコク		13026		3222		10.5560045149		2.6110430329						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン トウケイ コウセイ ロウドウショウ



		29		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院数・病床数		医療施設調査 イリョウ シセツチョウサ				心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院数・病床数 シンキン コウソク センヨウ ビョウシツ ユウ ビョウイン スウ ビョウショウスウ																		病院数 ビョウインスウ		病床数 ビョウショウスウ

																病院数（か所） ビョウイン スウ ショ				病床数（床） ビョウショウスウ トコ												人口10万対		人口10万対

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ

														横浜市 ヨコハマシ		4		0.1		26		0.7						心筋梗塞のCCUを有する病院数		心筋梗塞のCCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		病院数:人口10万対		病床数:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														神奈川県 カナガワケン		12		0.1		85		0.9				横浜市 ヨコハマシ		4		26		0.1088761262		0.7076948202						3,673,900				心筋梗塞のCCUを有する病院数		4		12		258

														全国 ゼンコク		258		0.2		1,584		1.3				神奈川県 カナガワケン		12		85		0.1332355089		0.9437515211						9,006,608				心筋梗塞のCCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		26		85		1,584

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ												全国 ゼンコク		258		1584		0.2090779337		1.2836412676						123,398,962

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		30		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		冠動脈造影検査・治療及び大動脈バルーンパンピング法が実施可能な病院数						探したもののありませんでしたため、図表・グラフなし サガ ズヒョウ



		34		4		糖尿病 トウニョウビョウ		「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計人数の年次推移（20 歳以上、男女計）								1997
(H9) 		2002
(H14)		2007
(H19)		2012
(H24)		2016
(H28)

														糖尿病が強く疑われる者 トウニョウビョウ ツヨ ウタガ シャ		690		740		690		950		1,000

														糖尿病の可能性が否定できない者 トウニョウビョウ カノウセイ ヒテイ モノ		680		880		1,320		1,100		1,000

														糖尿病が強く疑われる者と糖尿病の可能性を否定できない者 トウニョウビョウ ツヨ ウタガ シャ トウニョウビョウ カノウセイ ヒテイ シャ		1,370		1,620		2,210		2,050		2,000



		35		4		糖尿病 トウニョウビョウ		HbA1c8.0以上の割合						HbA1c8.0以上の割合

																		2018
(R30)		2019
(R1)		2020
(R2)

																横浜市		1.13		1.11		1.25

																全国		1.30		1.32		1.45





		36		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病の総患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				糖尿病の総患者数 トウニョウビョウ ソウ カンジャスウ								（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		210		196		165		435

														全国 ゼンコク		4,468		5,278		5,649		5,791

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている レイワ ネン

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		37		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病の死亡数、年齢調整死亡率		人口動態 ジンコウ ドウタイ				糖尿病の死亡数、年齢調整死亡率 トウニョウビョウ シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ								（人）								年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ		年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ

																死亡数
（人） シボウスウ ニン				年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ		年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ								男 オトコ		女 オンナ

																				男 オトコ		女 オンナ								男:年齢調整死亡率
（人口10万対）		女:年齢調整死亡率
（人口10万対）		死亡数 シボウスウ

														横浜市 ヨコハマシ		275				3.3		1.6						横浜市 ヨコハマシ		3.3		1.6		275

														神奈川県 カナガワケン		784				3.8		1.9						神奈川県 カナガワケン		3.8		1.9		784

														全国 ゼンコク		14,356				13.3		10.1						全国 ゼンコク		13.3		10.1		14356

														注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

														出典：死亡数　令和3年人口動態統計（厚生労働省）

														　　　年齢調整死亡率　平成27年都道府県別年齢調整死亡率（厚生労働省） ネンレイ チョウセイ シボウリツ ヘイセイ



																2005
（R17)		2010
（R22)		2015
（R27)

														男 オトコ		5.1		4.0		3.3

														女 オンナ		3.6		2.3		1.6



		38		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病内科（代謝内科）の医師数		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ								（人） ニン

																医師数 イシスウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ								医師数 イシスウ		人口10万対 ジンコウ マン タイ												R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ

														横浜市 ヨコハマシ		177		4.8						横浜市 ヨコハマシ		177		4.8177685838												3,673,900

														神奈川県 カナガワケン		392		4.4						神奈川県 カナガワケン		392		4.3523599562												9,006,608

														全国 ゼンコク		5630		4.6						全国 ゼンコク		5630		4.5624370811												123,398,962

														注）主たる診療科が糖尿病内科（代謝内科）の医師数

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン トウケイ コウセイ ロウドウショウ



		39		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病内科（代謝内科）を標榜する医療機関数		医療施設調査 イリョウ シセツ チョウサ				図表Ⅳ-4-9　糖尿病内科（代謝内科）を標榜する医療機関数 ズヒョウ トウニョウビョウ ナイカ タイシャ ナイカ ヒョウボウ イリョウ キカン スウ																				一般診療所数		病院数 ビョウインスウ

																						（か所） ショ												人口10万対		人口10万対

																一般診療所数 イッパン シンリョウジョ スウ				病院数 ビョウイン スウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ								一般診療所数		病院数 ビョウインスウ		一般診療所数:人口10万対		病院数:人口10万対				R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ

														横浜市 ヨコハマシ		16		0.1		39		0.7						横浜市 ヨコハマシ		4		26		0.1088761262		0.7076948202				3,673,900

														神奈川県 カナガワケン		61		0.1		96		0.9						神奈川県 カナガワケン		12		85		0.1332355089		0.9437515211				9,006,608

														全国 ゼンコク		598		0.2		1,596		1.3						全国 ゼンコク		258		1584		0.2090779337		1.2836412676				123,398,962

														注 1）人口 10 万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 

														注 2）主たる診療科目が糖尿病内科（代謝内科）である医療機関数 チュウ シュ シンリョウ カモク トウニョウビョウ ナイカ タイシャ ナイカ イリョウ キカン スウ

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ

		40		4		糖尿病 トウニョウビョウ		新規透析導入患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				新規透析導入患者数

																								年 ネン		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)

																								原疾患に記入があった
患者数		37,252		38,786		38,147		38,544		38,549		37,952

																								糖尿病性腎症数 スウ		16,103		16,492		16,122		16,019		15,690		15,271



		41		4		糖尿病 トウニョウビョウ		慢性人工透析患者数の推移		2020年末わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会 ネン マツ クニ マンセイ トウセキ リョウホウ ゲンキョウ シャ ニホン トウセキ イガクカイ				図表Ⅳ-4-4　慢性人工透析患者数の推移

																2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														神奈川県		16,846		17,463		18,224		18,621		18,881		19,149		19,993		20,454		20,850		21,156		21,664		21,979		22,209		22,489

														全国		283,421		290,661		298,252		304,592		309,946		314,180		320,448		324,986		329,609		334,505		339,841		344,640		347,671		349,700

														出典：2021年末わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会）



		43		4		精神疾患 セイシン シッカン		自立支援医療支給認定件数 ケンスウ		福祉行政報告例 フクシ ギョウセイホウコクレイ				自立支援医療支給認定件数												単位：件 タンイ ケン

																2016年度
(H28) ネンド		2017年度
(H29) ネンド		2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元) ネンド		2020年度
(R2) ネンド		2021年度
(R3) ネンド

														総数		57,166		59,626		62,023		62,972		73,199		69,160

														生活保護		14,122		14,583		14,917		14,907		16,947		15,901

														低所得１		11,542		11,813		12,195		12,312		14,333		13,099

														低所得２		4,487		4,974		5,454		5,843		6,599		6,777

														中間所得Ⅰ		692		765		712		764		1,038		1,000

														中間所得Ⅱ		･		･		･		･		･		･

														重度かつ継続　(中間所得１)		6,539		6,573		6,938		6,920		8,042		7,494

														重度かつ継続　(中間所得２)		15,541		16,650		17,251		17,430		20,581		19,566

														重度かつ継続　(一定所得以上)		4,243		4,268		4,556		4,796		5,659		5,323

														福祉行政報告例 フクシ ギョウセイ ホウコクレイ



		44		4		精神疾患 セイシン シッカン		精神障害者保健福祉手帳　等級別推移		横浜市統計ポータルサイト ヨコハマシ トウケイ						2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														1級 キュウ		2,694		2,870		2,994		3,118		3,308		3,457		3,673		3,809		4,033		4,278

														2級 キュウ		13,399		14,497		15,477		16,623		17,844		19,313		20,731		22,264		23,177		25,113

														3級 キュウ		8,445		9,108		9,814		10,484		11,097		11,808		12,497		13,159		13,644		14,376

														計 ケイ		24,538		26,475		28,285		30,225		32,249		34,578		36,901		39,232		40,854		43,767

														出典：横浜市統計ポータルサイト「社会福祉」等（横浜市） シュッテン ヨコハマシ トウケイ シャカイフクシ ナド ヨコハマシ																		各年3月末時点（人）←ポータルサイトは年度時点（第7次は3月末） ネンド ジテン ダイ ジ ガツ マツ



		45		4		精神疾患 セイシン シッカン		措置入院者数の推移 ソチ ニュウインシャ スウ スイイ		市資料から シシリョウ						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														措置入院者数の推移 ソチ ニュウイン シャ スウ スイイ		371		355		325		287		209

																								（単位：人） タンイ ニン



		46		4		精神疾患 セイシン シッカン		精神科救急情報窓口対応件数、通報件数		市資料から シシリョウ						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														精神科救急情報窓口相談件数 セイシンカキュウキュウジョウホウマドグチ ソウダン ケンスウ		3,556		3,442		3,512		3,914		3,470

														通報・申請件数
（精神保健福祉法第22条～26条の３） ツウホウ シンセイ ケンスウ セイシンホケンフクシホウ ダイ ジョウ ジョウ		982		951		839		888		759

														合計 ゴウケイ		4,538		4,393		4,351		4,351		4,229

																										（単位：件） タンイ ケン





		47		4		精神疾患 セイシン シッカン		自殺死亡数、死亡率		人口動態 ジンコウドウタイ

																死亡数 シボウスウ																		人口10万対死亡率 ジンコウ マン タイ シボウリツ

																2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														横浜市 ヨコハマシ		622		595		564		550		495		484		490		550		574		16.8		16.0		15.4		14.7		13.3		12.9		13.1		15.0		15.2

														神奈川県 カナガワケン		1,606		1,552		1,509		1,309		1,354		1,293		1,210		1,402		1,369		17.9		17.3		16.8		14.6		15.1		14.4		13.4		15.6		15.2

														全国 ゼンコク		26,063		24,417		23,152		21,021		20,468		20,031		19,425		20,243		20,291		20.7		19.5		18.5		16.8		16.4		16.1		15.7		16.4		16.5

														出典：平成25年～令和3年人口動態統計（厚生労働省） レイワ ネン ジンコウ																																				（人） ニン



														男女別の自殺者数の年次推移 ダンジョ ベツ ジサツシャ スウ ネンジ スイイ		2005
(H17)		2006
(H18)		２００７
（H19）		2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														全体 ゼンタイ		654		645		690		764		761		788		745		621		622		595		564		550		495		484		490		550		574

														女性 ジョセイ		181		198		222		252		210		224		259		187		185		196		197		167		172		168		151		204		201

														男性 ダンセイ		473		447		468		512		551		564		486		434		437		399		367		383		323		316		339		346		373



														男女別の自殺死亡率の年次推移 ダンジョ ベツ ジサツ シボウリツ ネンジ スイイ		2005
(H17)		2006
(H18)		２００７
（H19）		2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														全体 ゼンタイ		18.3		17.9		19.0		20.9		20.7		21.4		20.2		16.8		16.8		16.0		15.1		14.7		13.3		12.9		13.1		14.6		15.2

														女性 ジョセイ		10.2		11.1		12.3		13.9		11.5		12.2		14.0		10.1		10.0		10.5		10.5		8.9		9.2		8.9		8.0		10.7		10.5

														男性 ダンセイ		26.2		24.7		25.7		27.9		29.9		30.5		26.3		23.5		23.6		21.6		19.8		20.6		17.4		17.0		18.2		18.5		20.0



		57		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急搬送件数（年齢別・性別）		市資料等から シ シリョウ ナド				救急搬送件数

																		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		増減
(H25年対R4年比)						2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

																新生児 シンセイジ		368		424		392		408		403		432		103		399		424		431		63				新生児・乳幼児 シンセイジ ニュウヨウジ		9,000		9,226		8,760		11,196		11,279		11,388		12,826		8,824		10,984		14,116

																乳幼児 ニュウヨウジ		8,632		8,802		8,368		10,788		10,876		10,956		12,723		8,425		10,560		13,685		5,053				少年 ショウネン		5,521		5,420		5,149		5,867		6,068		6,069		6,678		4,887		5,383		7,129

																少年 ショウネン		5,521		5,420		5,149		5,867		6,068		6,069		6,678		4,887		5,383		7,129		1,608				成人 セイジン		57,441		55,980		55,365		57,522		56,912		59,358		60,526		56,349		58,953		62,632

																成人 セイジン		57,441		55,980		55,365		57,522		56,912		59,358		60,526		56,349		58,953		62,632		5,191				高齢者 コウレイシャ		79,448		82,804		85,934		89,227		94,256		99,257		102,616		94,024		95,701		108,296

																高齢者 コウレイシャ		79,448		82,804		85,934		89,227		94,256		99,257		102,616		94,024		95,701		108,296		28,848				合計		151,410		153,430		155,208		163,812		168,515		176,072		182,646		164,084		171,021		192,173

																合計		151,410		153,430		155,208		163,812		168,515		176,072		182,646		164,084		171,021		192,173		40,763				65歳以上の搬送割合		52%		54%		55%		54%		56%		56%		56%		57%		56%		56%

																65歳以上の搬送割合		52%		54%		55%		54%		56%		56%		56%		57%		56%		56%		-



		58		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		搬送先医療機関の平均照会件数（割合）の推移		市資料等から シ シリョウ ナド						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														搬送医療機関決定までの
照会回数３回以下の割合 ハンソウ イリョウ キカン ケッテイ ショウカイ カイスウ カイ イカ ワリアイ		98.5		98.4		97.5		96.1		93.2





		59		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急隊数、救急救命士数		市資料等から シ シリョウ ナド						救急救命士数 キュウキュウ キュウメイシ スウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				R３人口 ジンコウ

														横浜市 ヨコハマシ		746		19.8				3,775,000				不明（ない） フメイ

														神奈川県 カナガワケン		1,638		18.2				9,007,000				P11有資格者 ユウシカクシャ

新具　利恵: P11は、R4年4月1現在の数字
なので、
P9も、R4年4月1日現在の数字に揃えています。

人口はR3年の数字です。



														全国 ゼンコク		31,762		25.9				122,780,487				P9

														出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁） シュッテン カナガワケン ゼンコク レイワ ネンバン バン ショウボウチョウ

														横浜市は横浜市消防局調べ ヨコハマシ

														注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出 チュウ ジンコウ マンツイ ジンコウドウタイトウケイ モト サンシュツ



																救急隊数（隊） キュウキュウタイ スウ タイ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				R３人口 ジンコウ

														横浜市 ヨコハマシ		83		2.2				3,775,000

														神奈川県 カナガワケン		251		2.8				9,007,000

														全国 ゼンコク		5,328		4.3				122,780,487

														出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁） シュッテン カナガワケン ゼンコク レイワ ネンバン バン ショウボウチョウ

														横浜市は横浜市消防局調べ ヨコハマシ

														注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出 チュウ ジンコウ マンツイ ジンコウドウタイトウケイ モト サンシュツ



		60		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		二次救急　患者受入数（A、B、輪番、内科、外科、小児、救急車、ウォークイン別）		市資料等から シ シリョウ ナド

																																																						単位：人



																2018年度
(H30) ネンド								2019年度
(R元) ガン								2020年度
(R2)								2021年度
(R3)								2022年度
(R4)



																		救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ

												A病院 ビョウイン		合計 ゴウケイ		137,157		49,574		87,583		11		130,089		49,828		80,261		11		90,311		42,765		47,546		11		104,559		50,343		54,216		11		114,191		56,490		57,701		11

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		12,469		4,507		7,962				11,826		4,530		7,296				8,210		3,888		4,322				9,506		4,577		4,929				10,381		5,135		5,246

												B病院 ビョウイン		合計 ゴウケイ		89,224		35,311		53,913		13		82,150		34,939		47,211		12		55,030		27,321		27,709		11		58,901		29,162		29,739		11		62,594		32,038		30,556		11

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		6,863		2,716		4,147				6,846		2,912		3,934				5,003		2,484		2,519				5,355		2,651		2,704				5,690		2,913		2,778

												輪番
（内･外） リンバン ナイ ガイ		合計 ゴウケイ		49,995		11,484		38,511		21		48,482		12,399		36,083		23		37,087		13,983		23,104		24		40,836		15,458		25,378		24		41,447		15,887		25,560		24

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		2,381		547		1,834				2,108		539		1,569				1,546		583		963				1,701		644		1,057				1,727		662		1,065

												輪番
（小児） リンバン ショウニ		合計 ゴウケイ		7,901		1,433		6,468		9		6,983		1,539		5,444		8		2,585		761		1,824		7		4,147		1,309		2,838		7		4,740		1,532		3,208		7

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		878		159		719				873		192		681				370		109		261				592		187		405				677		219		458

												小児
拠点 ショウニ キョテン		合計 ゴウケイ		31,731		6,429		25,302		7		29,467		7,017		22,450		7		11,821		3,841		7,980		7		18,957		6,554		12,403		7		25,594		9,560		16,034		7

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		4,533		918		3,615				4,210		1,002		3,207				1,689		549		1,140				2,708		936		1,772				3,656		1,366		2,291



		61		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急相談センター利用件数の推移		市資料等から シ シリョウ ナド				救急相談センター利用件数の推移						（件） ケン

														年度 ネンド		総数 ソウスウ		医療機関案内 イリョウキカン アンナイ		救急電話相談 キュウキュウデンワ ソウダン

														2016年度
(H28) ネンド		281,109		155,107		126,002

														2017年度
(H29)		350,281		180,983		169,298

														2018年度
(H30)		360,877		185,295		175,582

														2019年度
(R元) モト		323,096		170,874		152,222

														2020年度
(R2)		247,548		123,679		123,869

														2021年度
(R3)		262,974		133,107		129,867

														2020年度
(R4)		313,017		161,905		151,112





		64		5		周産期医療・小児医療		出生数		人口動態 ジンコウドウタイ				図表V-3-1　出生数および初産年齢(再掲） ズヒョウ シュッショウスウ ウイザン ネンレイ サイケイ

																		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)						2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														出生数
(人) シュッショウスウ ニン		横浜市 ヨコハマシ		30,181		30,149		30,022		28,889		27,763		27,170		25,561		24,828		24,133				横浜市 ヨコハマシ		28,889		27,763		27,170		25,561		24,828		24,133

																神奈川県 カナガワケン		74,320		72,996		73,475		70,648		68,131		66,564		63,035		60,865		58,836				神奈川県 カナガワケン		70,648		68,131		66,564		63,035		60,865		58,836

																全国 ゼンコク		1,029,816		1,003,539		1,005,677		976,978		946,065		918,400		865,239		840,835		811,622				全国 ゼンコク		977		946		918		865		841		812		千人 センニン		1000

														第1子出生時の母の
平均年齢(歳) ダイ シ シュッショウ ジ ハハ ヘイキン ネンレイ サイ		横浜市 ヨコハマシ		31.6		31.8		31.7		31.7		31.7		31.6		31.6		31.4		31.7						2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

																神奈川県 カナガワケン		31.3		31.5		31.5		31.5		31.4		31.4		31.4		31.3		31.5				横浜市 ヨコハマシ		31.7		31.7		31.6		31.6		31.4		31.7

																全国 ゼンコク		30.4		30.6		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.9				神奈川県 カナガワケン		31.5		31.4		31.4		31.4		31.3		31.5

														注）出生数は各年1月1日から12月31日までの数																								全国 ゼンコク		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.9

														出典：平成25年～令和3年人口動態統計(厚生労働省) レイワ





		65		5		周産期医療・小児医療		小児人口		人口動態にないため、横浜市の年齢別人口から算出（住民基本台帳） ジンコウドウタイ ヨコハマ シ ネンレイベツ ジンコウ サンシュツ ジュウミンキホンダイチョウ				探したもののありませんでしたため、図表・グラフなし サガ ズヒョウ

												7歳～14歳 サイ サイ				2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														小児人口 ショウニジンコウ		257,726		255,867		254,327		252,925		252,501		251,200		250,148



												0歳～14歳 サイ サイ				2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														小児人口 ショウニジンコウ		474,232		467,963		462,902		457,315		452,073		445,677		437,927









		66		5		周産期医療・小児医療		産科医及び産婦人科医、助産師の数・推移 ジョサンシ スイイ		衛生行政報告例ほか エイセイ ギョウセイ ホウコク レイ				図表Ⅴ-3-5 　産科医及び産婦人科医の数 サンカ イ オヨ サンフジンカ イ カズ

																		（人） ニン

																2016
(H28)				2018
(H30)				202０
（R2）						出生数

																		出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ				2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）						医師数 イシスウ		出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ		2016
(H28)		2018
(H30)		2022
（R2）														2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		359		12.4		329		12.1		360		14.5				28890		27170		24,828				横浜市 ヨコハマシ		360		14.4997583374				横浜市 ヨコハマシ		12.4264451367		12.1089436879		14.4997583374												横浜市 ヨコハマシ		359		329		360

														神奈川県 カナガワケン		772		10.9		763		11.5		794		13.0				70649		66564		60,865				神奈川県 カナガワケン		794		13.0452641091				神奈川県 カナガワケン		10.9272601169		11.4626524848		13.0452641091												神奈川県 カナガワケン		772		763		794

														全国 ゼンコク		11,349		11.6		11,332		12.3		11,678		13.9				977242		918400		840,835				全国 ゼンコク		11678		13.8885750474				全国 ゼンコク		11.6132953762		12.3388501742		13.8885750474												全国 ゼンコク		11,349		11,332		11,678

														注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ シュッショウ タイ ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ モト サンシュツ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師調査（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン コウセイ ロウドウショウ



														図表Ⅴ-3-6 　助産師の数 ジョサンシ カズ

																		（人） ニン

																助産師数 ジョサン シ スウ

																		出生1,000対 シュッセイ タイ						R2出生数 シュッセイスウ						助産師 ジョサンシ		出生1,000対 シュッショウ タイ

														横浜市 ヨコハマシ		1,029		33.7						24,828				横浜市 ヨコハマシ		1029		33.749033581

														神奈川県 カナガワケン		2,384		39.2						60,865				神奈川県 カナガワケン		2384		39.1686519346

														全国 ゼンコク		37,940		45.1						840,835				全国 ゼンコク		37940		45.1218134355

														注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ シュッセイ タイ ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ モト サンシュツ

														出典：令和2年度衛生行政報告例（就業医療関係者）、神奈川県　看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の従事者数（令和2年12月） シュッテン レイワ ネン ド エイセイ ギョウセイ ホウコク レイ シュウギョウ イリョウ カンケイシャ カナガワ ケン カンゴ ショクイン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ オヨ ジュンカンゴシ ジュウジシャ スウ レイワ ネン ガツ



		67		5		周産期医療・小児医療		小児人口10万あたり小児科標榜勤務医師数						小児人口10万あたり小児科標榜勤務医師数

																2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）								小児科医 ショウニカイ		2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）				小児人口 ショウニ ジンコウ		2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		110.7		114.0		118.6								横浜市 ヨコハマシ		517		521		530				横浜市 ヨコハマシ		466,984		457,018		446,873

														神奈川県 カナガワケン		97.5		100.5		108.5								神奈川県 カナガワケン		1,109		1,123		1,187				神奈川県 カナガワケン		1,137,781		1,117,039		1,094,402

														全国 ゼンコク		105.4		111.3		118.7								全国 ゼンコク		16,937		17,321		17,997				全国 ゼンコク		16,075,000		15,557,000		15,160,000

														注）小児10万人対　：　横浜市年齢別の人口（推計人口による、各年１月１日現在）、神奈川県　神奈川県年齢別人口統計調査（各年1月1日現在）、全国　総務省統計局人口推計（各年10月1日）を元に算出 チュウ ショウニ マンニン タイ ヨコハマシ ネンレイ ベツ ジンコウ スイケイ ジンコウ カクネン ガツ ニチゲンザイ カナガワケン カクネン ガツ ニチ ゲンザイ ゼンコク ソウムショウ トウケイキョク ジンコウ スイケイ カクネン ガツ ニチ モト サンシュツ

														出典：医師･歯科医師･薬剤師調査（厚生労働省） シュッテン イシ コウセイ ロウドウショウ



		68		5		周産期医療・小児医療		小児患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				小児患者数



												年 ネン				2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

												神奈川県 カナガワケン		入院 ニュウイン		1.8		1.4		1.5		1.4

														外来 ガイライ		41.9		56.7		54.4		46.2

												全国 ゼンコク		入院 ニュウイン		29.4		28.1		26.8		22.2

														外来 ガイライ		789.7		738.5		707.2		719.8





		69		5		周産期医療・小児医療		産婦健診受診率 サンプ ケンシン ジュシン リツ						【 産婦健康診査受診率　】 サンプ ケンコウ シンサ ジュシンリツ

																実績 ジッセキ

																2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元)		2020年度
(R2)		2021年度
(R3)

														産婦健康診査受診率（１か月健診） ゲツ ケンシン		78.7%		83.4%		84.2%		85.4%



		追加 ツイカ		5		周産期医療・小児医療 シュウサンキイリョウ ショウニイリョウ		出生数に対する市内分娩件数の割合						出生数に対する市内分娩件数の割合

																2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元)		2020年度
(R2)		2021年度
(R3)

														出生数に対する市内分娩件数の割合		88.1%		88.3%		89.5%		90.9%		※分娩件数は、１月から12月までの件数とし、各年（１月から12月）中に
　開院した施設分の取扱数を含む。

																								※令和元年は未回答１診療所を除く。

		72		5		周産期医療・小児医療		一般小児医療を担う医療機関数						一般小児医療を担う医療機関数

																2017
(H29)								２０２０
（R2）

																一般診療所 イッパン シンリョウショ				病院 ビョウイン				一般診療所 イッパン シンリョウショ				病院 ビョウイン

																		小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ								小児人口 ショウニ ジンコウ		2017
（H29）		２０２０
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		199		43.0		43		9.3		188		42.1		37		8.3								横浜市 ヨコハマシ		462,690		446,873

														神奈川県 カナガワケン		456		40.4		109		9.7		460		42.0		102		9.3								神奈川県 カナガワケン		1,128,426		1,094,402

														全国 ゼンコク		5,426		34.5		2,592		16.5		5,411		35.7		2,523		16.6								全国 ゼンコク		15,738,000		15,160,000

														注）小児10万人対　：　横浜市年齢別の人口（推計人口による、各年１月１日現在）、神奈川県　神奈川県年齢別人口統計調査（各年1月1日現在）、全国　総務省統計局人口推計（各年1月1日）を元に算出 チュウ ショウニ マンニン タイ ヨコハマシ ネンレイ ベツ ジンコウ スイケイ ジンコウ カクネン ガツ ニチゲンザイ カナガワケン カクネン ガツ ニチ ゲンザイ ゼンコク ソウムショウ トウケイキョク ジンコウ スイケイ カクネン ガツ ニチ モト サンシュツ

														出典：医療機関調査（厚生労働省） シュッテン イリョウ キカン チョウサ コウセイ ロウドウショウ





		83		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		横浜市在住の重症心身障害児・者把握数						重症心身障害児（者）数の推移 スイイ

																		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														18歳未満 サイ ミマン		在宅 ザイタク		531		544		528		511		534

																入所等 ニュウショ ナド		80		87		91		77		77

																計 ケイ		611		631		619		588		611

														18歳以上 サイ イジョウ		在宅 ザイタク		495		500		531		543		561

																入所等 ニュウショ ナド		277		294		304		314		329

																計 ケイ		772		794		835		857		890

														合計 ゴウケイ		在宅 ザイタク		1,026		1,044		1,059		1,054		1,095

																入所等 ニュウショ ナド		357		381		395		391		406

																計 ケイ		1,383		1,425		1,454		1,445		1,501





		84		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		多機能型拠点の一覧						多機能型拠点の一覧

														整備順		施設名		運営法人 ウンエイホウジン		住所 ジュウショ		開所 カイショ



														１館目		　郷		（福）訪問の家 イエ		　栄区桂台中2-1		平成24年10月



														２館目		　つづきの家		（福）キャマラード		　都筑区佐江戸町509-6		平成25年10月 ツキ



														３館目		　こまち		（福）横浜市社会事業協会 キョウカイ		　瀬谷区二ツ橋町489-45		平成29年４月



														４館目		　北東部方面多機能型拠点		（福）横浜共生会 ヨコハマ キョウセイカイ		　港北区菊名四丁目		令和６年４月 ガツ

																　（仮称）						（予定）





		85		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		重症心身障害児・者施設の一覧						重症心身障害児・者施設の一覧

														施設名 シセツメイ		所在地 ショザイチ		定員 テイイン		運営法人 ウンエイホウジン

														横浜療育医療センター ヨコハマ リョウイク イリョウ		旭区市沢町557-2 アサヒク シ ザワ マチ		95人 ヒト		社会福祉法人十愛療育会 シャカイ フクシ ホウジン ジュウ アイ リョウイク カイ

														重症心身障害児施設
「サルビア」 ジュウショウシンシンショウガイ ジシセツ		鶴見区下末吉3-6-1		40人 ヒト		社会福祉法人
恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 シャカイフクシホウジン

														横浜医療福祉センター港南 ヨコハマ イリョウ フクシ コウナン		港南区港南台4-6-20 コウナンク コウナンダイ		160人 ヒト		社会福祉法人十愛療育会 シャカイフクシホウジン ジュウアイリョウイクカイ

														県立こども医療センター
重症心身障害児施設 ケンリツ イリョウ ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ		南区六ッ川2-138-4 ミナミク ムツカワ		40人 ヒト		地方独立行政法人
神奈川県立医療機構 チホウドクリツ ギョウセイホウジン カナガワ ケンリツ イリョウ キコウ






































JMAR分図表

		３～６章　掲載データ（案） ショウ ケイサイ アン

								※青字はよこはま保健医療プラン2018にも掲載あり アオジ ホケンイリョウ ケイサイ

		№		章 ショウ		題 ダイ		図表名 ズヒョウ メイ		出典 シュッテン

		7		3		 (3)高齢者を支える地域包括ケアの推進 コウレイシャ ササ チイキ ホウカツ スイシン		死亡場所別死亡者数		人口動態 ジンコウドウタイ				死亡場所別死亡者数																						(人) ニン

																総数 ソウスウ		病院 ビョウイン				診療所 シンリョウジョ				施設 シセツ				自宅 ジタク				その他 タ

																				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ				割合 ワリアイ						病院 ビョウイン		診療所 シンリョウジョ		施設 シセツ		自宅 ジタク		その他 タ

														横浜市 ヨコハマシ		35,921		20,317		56.6%		236		0.7%		6,252		17.4%		8,368		23.3%		748		2.1%				横浜市
(35,921人) ヒト		56.6%		0.7%		17.4%		23.3%		2.1%

														神奈川県 カナガワケン		89,701		52,483		58.5%		641		0.7%		14,723		16.4%		20,184		22.5%		1,670		1.9%				神奈川県
(89,701人) ヒト		58.5%		0.7%		16.4%		22.5%		1.9%

														全国 ゼンコク		1,439,856		949,403		65.9%		21,529		1.5%		194,703		13.5%		247,896		17.2%		26,325		1.8%				全国
(1,439,856人) ヒト		65.9%		1.5%		13.5%		17.2%		1.8%

														出典：令和3年人口動態統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ

														注）施設は介護老人保健施設と老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム)と助産所の合計を示す





		11		3		 (3)高齢者を支える地域包括ケアの推進 コウレイシャ ササ チイキ ホウカツ スイシン		市民意識調査の結果（問18：人生の最期を迎えたい場所）		医療に関する意識調査 イリョウ カン イシキチョウサ



																																						自宅 ジタク		35.0%

																																						病院 ビョウイン		18.6%

																																						施設（特別養護老人ホーム等） シセツ トクベツヨウゴロウジン ナド		5.2%

																																						その他 タ		3.1%

																																						分からない、これまで考えたことがない ワ カンガ		35.1%

																																						無回答 ムカイトウ		0.3%





		14		3		(5)医療安全対策の推進

														年度 ネンド		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														年間相談件数(件) ネンカン ソウダン ケンスウ ケン		4,563		4,396		4,215		4,302		4,135

														1日平均（件） ニチ ヘイキン ケン		18.7		18.3		17.3		17.7		17.0





		19		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患総患者数推移 ノウケッカン シッカン シンシッカン シッカン ソウ カンジャ スウ スイイ		患者調査 カンジャ チョウサ				脳血管疾患の総患者数 ノウ ケッカン シッカン ソウ カンジャスウ								（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		75		103		63		80

														全国 ゼンコク		2,012		1,988		1,950		1,742

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている レイワ ネン

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



														心疾患（高血圧性のものを除く）の総患者数 シンシッカン コウケツアツセイ ノゾ ソウ カンジャスウ

																						（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		72		98		120		196

														全国 ゼンコク		2,791		3,046		3,173		3,055

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		20		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患の急病搬送人員推移 ノウケッカン シッカン シンシッカン シッカン キュウビョウ ハンソウ ジンイン スイイ		救急・救助の現況（消防局） キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウ キョク				脳疾患における急病搬送人員数推移（全国） ノウ シッカン キュウビョウ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（千人） セン ニン				1000

																		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)				9/4単位を千人に変更 タンイ センニン ヘンコウ

														総数 ソウスウ				3,077		3,227		3,297		3,370		3,420		3,491		3,608		3,686		3,891		3,922		3,452		3,605				急病搬送人員総数 ソウスウ

														うち脳疾患人数 ノウ シッカン ニンズウ				307		312		319		294		289		282		279		279		279		275		263		270				脳疾患急病搬送数 ノウ シッカン キュウビョウ ハンソウ スウ

														（割合（%）） ワリアイ				10.0		9.7		9.7		8.7		8.4		8.1		7.7		7.6		7.2		7		7.6		7.5				脳疾患における急病搬送割合 ノウシッカン キュウビョウハンソウワリアイ

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														脳疾患における急病年齢区分別搬送人員数推移（全国） ノウ シッカン キュウビョウ ネンレイ クブン ベツ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（人） ニン

																		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)						H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R元		R2		R3

														総数 ソウスウ				307,080		311,938		318,730		294,053		289,286		281,703		278,738		279,267		278,960		274,668		263,325		269,577				新生児 シンセイジ		0.01%		0.01%		0.01%		0.005%		0.003%		0.01%		0.004%		0.004%		0.004%		0.005%		0.003%		0.002%

														うち新生児 シンセイジ				27		22		41		14		10		17		11		10		10		14		7		5				乳幼児 ニュウヨウジ		1.1%		1.1%		1.2%		0.9%		0.9%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.5%		0.6%

														うち乳幼児 ニュウヨウジ				3,279		3,316		3,922		2,773		2,717		2,419		2,580		2,275		2,022		1,955		1,261		1,618				少年 ショウネン		0.9%		1.0%		1.0%		0.8%		0.8%		0.8%		0.9%		0.8%		0.8%		0.8%		0.7%		0.6%

														うち少年 ショウネン				2,900		3,025		3,285		2,438		2,365		2,237		2,415		2,172		2,098		2,086		1,739		1,740				成人 セイジン		26.6%		26.1%		26.2%		24.7%		23.9%		23.8%		23.0%		22.4%		22.1%		21.9%		21.6%		21.4%

														うち成人 セイジン				81,632		81,561		83,474		72,716		69,254		66,952		64,069		62,595		61,778		60,041		56,759		57,623				高齢者 コウレイシャ		71.4%		71.8%		71.5%		73.5%		74.3%		74.6%		75.2%		76.0%		76.4%		76.7%		77.3%		77.4%

														うち高齢者 コウレイシャ				219,242		224,014		228,008		216,112		214,940		210,078		209,663		212,215		213,052		210,572		203,559		208,591

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														心疾患等における急病搬送人員数推移（全国） シンシッカン トウ キュウビョウ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																						（人） ニン				1000

																		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)								9/4単位を千人に変更 タンイ センニン ヘンコウ

														総数 ソウスウ				3,297		3,370		3,420		3,491		3,608		3,686		3,891		3,922		3,452		3,605								急病搬送人員総数 ソウスウ

														うち心疾患等人数 シン シッカン トウ ニンズウ				282		303		303		302		309		317		331		317		298		322								心疾患急病搬送数 ココロ シッカン キュウビョウ ハンソウ スウ

														（割合（%）） ワリアイ				8.6		9.0		8.9		8.6		8.6		8.6		8.5		8.1		8.6		8.9								心疾患における急病搬送割合 シンシッカン キュウビョウハンソウワリアイ

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド ド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



														心疾患等における急病年齢区分別搬送人員数推移（全国） シンシッカン トウ キュウビョウ ネンレイ クブン ベツ ハンソウ ジンイン スウ スイイ ゼンコク																				（人） ニン

																2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														総数 ソウスウ		282,408		303,149		303,283		302,081		309,401		317,268		330,511		316,726		298,198		322,117

														うち新生児 シンセイジ		16		19		14		19		16		14		26		21		18		25

														うち乳幼児 ニュウヨウジ		432		347		385		363		677		671		376		412		312		390

														うち少年 ショウネン		838		929		910		903		1,364		1,314		1,102		1,006		796		1,108

														うち成人 セイジン		67,623		70,512		67,325		65,328		68,565		67,491		66,770		61,800		58,790		62,733

														うち高齢者 コウレイシャ		213,499		231,342		234,649		235,468		238,779		247,778		262,237		253,487		238,282		257,861

														出典：平成23年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁） シュッテン ヘイセイ ネンド レイワ ネンド バン キュウキュウ キュウジョ ゲンキョウ ショウボウチョウ



		22		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳血管疾患・心疾患死亡数・年齢調整死亡率 ノウ ケッカン シッカン シンシッカン シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ		人口動態 ジンコウドウタイ				図表Ⅳ-2-4　脳血管疾患の死亡数、年齢調整死亡率 ズヒョウ ノウ ケッカン シッカン シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ

																死亡数（人） シボウスウ ニン								年齢調整死亡率（人口10万対）

																								総数 ソウスウ

																総数 ソウスウ		脳梗塞		脳出血　		くも膜下出血						脳梗塞				脳出血　				くも膜下出血

																								男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

														横浜市 ヨコハマシ		2,285		1,164		820		248		34.5		18.8		16.0		7.7		14.4		6.7		3.7		4.3

														神奈川県 カナガワケン		5,992		3,131		2,076		674		36.6		19.0		16.1		8.1		14.7		6.7		4.4		4.3

														全国 ゼンコク		104,595		58,489		32,208		10,947		93.7		55.1		52.8		28.9		31.4		16.1		7.0		8.5				←		R３に修正しましたが、R元年度（8/21中村） シュウセイ ガンネンド ナカムラ

														注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

														出典：死亡数　令和3年人口動態統計（厚生労働省） シュッテン シボウスウ レイワ ネン ジンコウ

														　　　年齢調整死亡率　平成27年都道府県別年齢調整死亡率（厚生労働省） ネンレイ チョウセイ シボウリツ ヘイセイ

																												脳神経内科 ノウ シンケイ ナイカ		脳神経外科		脳神経内科 ノウ シンケイ ナイカ		脳神経外科

		25		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳神経内科医師・脳神経外科医師数 ノウ スウ		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ				神経内科医師・脳神経外科医師数								（人） ニン						医師数		医師数		人口10万対		人口10万対

								脳神経内科医師数 ノウ シンケイ ナイカ イシ スウ

菱井 理加: 菱井 理加:
診療科変更あり。
「２）令和２年より「神経内科」を「脳神経内科」として把握している。」
								脳神経内科医師数 ノウ シンケイ ナイカ イシ スウ				脳神経外科医師数 ゲカ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						脳神経内科:医師数		脳神経外科:医師数		脳神経内科:人口10万対		脳神経外科:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		181		4.9		200		5.4				横浜市 ヨコハマシ		181		200		4.92664471		5.4438063094						3,673,900				脳神経内科:医師数		181		388		5,758

														神奈川県 カナガワケン		388		4.3		440		4.9				神奈川県 カナガワケン		388		440		4.3079481199		4.8853019916						9,006,608				脳神経外科:医師数		200		440		7,349

														全国 ゼンコク		5,758		4.7		7,349		6.0				全国 ゼンコク		5758		7349		4.6661656684		5.9554795931						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン ヘイネン トウケイ コウセイ ロウドウショウ

																																病院数 ビョウインスウ		病床数 ビョウショウスウ

		26		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		脳卒中の専用病室（SCU）を有する病院数・病床数		医療施設調査 イリョウ シセツ チョウサ				脳卒中の専用病室（SCU）を有する病院数・病床数																		人口10万対		人口10万対

																病院数（か所） ビョウイン スウ ショ				病床数（床） ビョウショウスウ トコ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						脳卒中のSCUを有する病院数		脳卒中のSCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		病院数:人口10万対		病床数:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		10		0.3		73		2.0				横浜市 ヨコハマシ		10		73		0.2721903155		1.9869893029						3,673,900				脳卒中のSCUを有する病院数		10		18		193

														神奈川県 カナガワケン		18		0.2		117		1.3				神奈川県 カナガワケン		18		117		0.1998532633		1.2990462114						9,006,608				脳卒中のSCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		73		117		1,577

														全国 ゼンコク		193		0.2		1,577		1.3				全国 ゼンコク		193		1577		0.1564032605		1.2779686105						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		28		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		循環器内科医師数・心臓血管外科医師数		医師・歯科医師・薬剤師統計 イシ シカ イシ ヤクザイシ トウケイ				図表Ⅳ-3-10　循環器内科医師数・心臓血管外科医師数 ズヒョウ ジュンカンキ ナイカ イシ スウ シンゾウ ケッカン ゲカ イシ スウ														循環器内科		心臓血管外科		循環器内科		心臓血管外科

																						（人） ニン						医師数		医師数		人口10万対		人口10万対

																循環器内科医師数 ジュンカンキ ナイカ イシ カズ				心臓血管外科医師数 シンゾウ ケッカン ゲカ イシ カズ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ						循環器内科:医師数		心臓血管外科:医師数		循環器内科:人口10万対		心臓血管外科:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														横浜市 ヨコハマシ		316		8.6		77		2.1				横浜市 ヨコハマシ		316		77		8.6012139688		2.0958654291						3,673,900				循環器内科:医師数		316		766		13,026

														神奈川県 カナガワケン		766		8.5		193		2.1				神奈川県 カナガワケン		766		193		8.504866649		2.1428711009						9,006,608				心臓血管外科:医師数		77		193		3,222

														全国 ゼンコク		13,026		10.6		3,222		2.6				全国 ゼンコク		13026		3222		10.5560045149		2.6110430329						123,398,962

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン トウケイ コウセイ ロウドウショウ



		29		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院数・病床数		医療施設調査 イリョウ シセツチョウサ				心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院数・病床数 シンキン コウソク センヨウ ビョウシツ ユウ ビョウイン スウ ビョウショウスウ																		病院数 ビョウインスウ		病床数 ビョウショウスウ

																病院数（か所） ビョウイン スウ ショ				病床数（床） ビョウショウスウ トコ												人口10万対		人口10万対

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ

														横浜市 ヨコハマシ		4		0.1		26		0.7						心筋梗塞のCCUを有する病院数		心筋梗塞のCCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		病院数:人口10万対		病床数:人口10万対						R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ						横浜市 ヨコハマシ		神奈川県 カナガワケン		全国 ゼンコク

														神奈川県 カナガワケン		12		0.1		85		0.9				横浜市 ヨコハマシ		4		26		0.1088761262		0.7076948202						3,673,900				心筋梗塞のCCUを有する病院数		4		12		258

														全国 ゼンコク		258		0.2		1,584		1.3				神奈川県 カナガワケン		12		85		0.1332355089		0.9437515211						9,006,608				心筋梗塞のCCUを有する病床数数 ビョウショウスウ		26		85		1,584

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ												全国 ゼンコク		258		1584		0.2090779337		1.2836412676						123,398,962

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		30		4		脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患		冠動脈造影検査・治療及び大動脈バルーンパンピング法が実施可能な病院数						探したもののありませんでしたため、図表・グラフなし サガ ズヒョウ



		34		4		糖尿病 トウニョウビョウ		「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計人数の年次推移（20 歳以上、男女計）								1997
(H9) 		2002
(H14)		2007
(H19)		2012
(H24)		2016
(H28)

														糖尿病が強く疑われる者 トウニョウビョウ ツヨ ウタガ シャ		690		740		690		950		1,000

														糖尿病の可能性が否定できない者 トウニョウビョウ カノウセイ ヒテイ モノ		680		880		1,320		1,100		1,000

														糖尿病が強く疑われる者と糖尿病の可能性を否定できない者 トウニョウビョウ ツヨ ウタガ シャ トウニョウビョウ カノウセイ ヒテイ シャ		1,370		1,620		2,210		2,050		2,000



		35		4		糖尿病 トウニョウビョウ		HbA1c8.0以上の割合						HbA1c8.0以上の割合

																		2018
(R30)		2019
(R1)		2020
(R2)

																横浜市		1.13		1.11		1.25

																全国		1.30		1.32		1.45





		36		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病の総患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				糖尿病の総患者数 トウニョウビョウ ソウ カンジャスウ								（千人） セン ニン

																2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

														神奈川県 カナガワケン		210		196		165		435

														全国 ゼンコク		4,468		5,278		5,649		5,791

														注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値

														神奈川県において令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている レイワ ネン

														出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省） シュッテン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン レイワ ネン カンジャ チョウサ コウセイ ロウドウショウ



		37		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病の死亡数、年齢調整死亡率		人口動態 ジンコウ ドウタイ				糖尿病の死亡数、年齢調整死亡率 トウニョウビョウ シボウスウ ネンレイ チョウセイ シボウリツ								（人）								年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ		年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ

																死亡数
（人） シボウスウ ニン				年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ		年齢調整死亡率
（人口10万対） ネンレイ チョウセイ シボウリツ								男 オトコ		女 オンナ

																				男 オトコ		女 オンナ								男:年齢調整死亡率
（人口10万対）		女:年齢調整死亡率
（人口10万対）		死亡数 シボウスウ

														横浜市 ヨコハマシ		275				3.3		1.6						横浜市 ヨコハマシ		3.3		1.6		275

														神奈川県 カナガワケン		784				3.8		1.9						神奈川県 カナガワケン		3.8		1.9		784

														全国 ゼンコク		14,356				13.3		10.1						全国 ゼンコク		13.3		10.1		14356

														注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

														出典：死亡数　令和3年人口動態統計（厚生労働省）

														　　　年齢調整死亡率　平成27年都道府県別年齢調整死亡率（厚生労働省） ネンレイ チョウセイ シボウリツ ヘイセイ



																2005
（R17)		2010
（R22)		2015
（R27)

														男 オトコ		5.1		4.0		3.3

														女 オンナ		3.6		2.3		1.6



		38		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病内科（代謝内科）の医師数		医師・歯科医師・薬剤師調査 イシ シカイシ ヤクザイシ チョウサ								（人） ニン

																医師数 イシスウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ								医師数 イシスウ		人口10万対 ジンコウ マン タイ												R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ

														横浜市 ヨコハマシ		177		4.8						横浜市 ヨコハマシ		177		4.8177685838												3,673,900

														神奈川県 カナガワケン		392		4.4						神奈川県 カナガワケン		392		4.3523599562												9,006,608

														全国 ゼンコク		5630		4.6						全国 ゼンコク		5630		4.5624370811												123,398,962

														注）主たる診療科が糖尿病内科（代謝内科）の医師数

														注）人口10万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン トウケイ コウセイ ロウドウショウ



		39		4		糖尿病 トウニョウビョウ		糖尿病内科（代謝内科）を標榜する医療機関数		医療施設調査 イリョウ シセツ チョウサ				図表Ⅳ-4-9　糖尿病内科（代謝内科）を標榜する医療機関数 ズヒョウ トウニョウビョウ ナイカ タイシャ ナイカ ヒョウボウ イリョウ キカン スウ																				一般診療所数		病院数 ビョウインスウ

																						（か所） ショ												人口10万対		人口10万対

																一般診療所数 イッパン シンリョウジョ スウ				病院数 ビョウイン スウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				人口10万対 ジンコウ マン タイ								一般診療所数		病院数 ビョウインスウ		一般診療所数:人口10万対		病院数:人口10万対				R2人口（人口動態統計） ジンコウ ジンコウ ドウタイ トウケイ

														横浜市 ヨコハマシ		16		0.1		39		0.7						横浜市 ヨコハマシ		4		26		0.1088761262		0.7076948202				3,673,900

														神奈川県 カナガワケン		61		0.1		96		0.9						神奈川県 カナガワケン		12		85		0.1332355089		0.9437515211				9,006,608

														全国 ゼンコク		598		0.2		1,596		1.3						全国 ゼンコク		258		1584		0.2090779337		1.2836412676				123,398,962

														注 1）人口 10 万対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 

														注 2）主たる診療科目が糖尿病内科（代謝内科）である医療機関数 チュウ シュ シンリョウ カモク トウニョウビョウ ナイカ タイシャ ナイカ イリョウ キカン スウ

														出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン イリョウ シセツ チョウサ コウセイ ロウドウショウ

		40		4		糖尿病 トウニョウビョウ		新規透析導入患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				新規透析導入患者数

																								年 ネン		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)

																								原疾患に記入があった
患者数		37,252		38,786		38,147		38,544		38,549		37,952

																								糖尿病性腎症数 スウ		16,103		16,492		16,122		16,019		15,690		15,271



		41		4		糖尿病 トウニョウビョウ		慢性人工透析患者数の推移		2020年末わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会 ネン マツ クニ マンセイ トウセキ リョウホウ ゲンキョウ シャ ニホン トウセキ イガクカイ				図表Ⅳ-4-4　慢性人工透析患者数の推移

																2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														神奈川県		16,846		17,463		18,224		18,621		18,881		19,149		19,993		20,454		20,850		21,156		21,664		21,979		22,209		22,489

														全国		283,421		290,661		298,252		304,592		309,946		314,180		320,448		324,986		329,609		334,505		339,841		344,640		347,671		349,700

														出典：2021年末わが国の慢性透析療法の現況（（社）日本透析医学会）



		43		4		精神疾患 セイシン シッカン		自立支援医療支給認定件数 ケンスウ		福祉行政報告例 フクシ ギョウセイホウコクレイ				自立支援医療支給認定件数												単位：件 タンイ ケン

																2016年度
(H28) ネンド		2017年度
(H29) ネンド		2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元) ネンド		2020年度
(R2) ネンド		2021年度
(R3) ネンド

														総数		57,166		59,626		62,023		62,972		73,199		69,160

														生活保護		14,122		14,583		14,917		14,907		16,947		15,901

														低所得１		11,542		11,813		12,195		12,312		14,333		13,099

														低所得２		4,487		4,974		5,454		5,843		6,599		6,777

														中間所得Ⅰ		692		765		712		764		1,038		1,000

														中間所得Ⅱ		･		･		･		･		･		･

														重度かつ継続　(中間所得１)		6,539		6,573		6,938		6,920		8,042		7,494

														重度かつ継続　(中間所得２)		15,541		16,650		17,251		17,430		20,581		19,566

														重度かつ継続　(一定所得以上)		4,243		4,268		4,556		4,796		5,659		5,323

														福祉行政報告例 フクシ ギョウセイ ホウコクレイ



		44		4		精神疾患 セイシン シッカン		精神障害者保健福祉手帳　等級別推移		横浜市統計ポータルサイト ヨコハマシ トウケイ						2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														1級 キュウ		2,694		2,870		2,994		3,118		3,308		3,457		3,673		3,809		4,033		4,278

														2級 キュウ		13,399		14,497		15,477		16,623		17,844		19,313		20,731		22,264		23,177		25,113

														3級 キュウ		8,445		9,108		9,814		10,484		11,097		11,808		12,497		13,159		13,644		14,376

														計 ケイ		24,538		26,475		28,285		30,225		32,249		34,578		36,901		39,232		40,854		43,767

														出典：横浜市統計ポータルサイト「社会福祉」等（横浜市） シュッテン ヨコハマシ トウケイ シャカイフクシ ナド ヨコハマシ																		各年3月末時点（人）←ポータルサイトは年度時点（第7次は3月末） ネンド ジテン ダイ ジ ガツ マツ



		45		4		精神疾患 セイシン シッカン		措置入院者数の推移 ソチ ニュウインシャ スウ スイイ		市資料から シシリョウ						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														措置入院者数の推移 ソチ ニュウイン シャ スウ スイイ		371		355		325		287		209

																								（単位：人） タンイ ニン



		46		4		精神疾患 セイシン シッカン		精神科救急情報窓口対応件数、通報件数		市資料から シシリョウ						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														精神科救急情報窓口相談件数 セイシンカキュウキュウジョウホウマドグチ ソウダン ケンスウ		3,556		3,442		3,512		3,914		3,470

														通報・申請件数
（精神保健福祉法第22条～26条の３） ツウホウ シンセイ ケンスウ セイシンホケンフクシホウ ダイ ジョウ ジョウ		982		951		839		888		759

														合計 ゴウケイ		4,538		4,393		4,351		4,351		4,229

																										（単位：件） タンイ ケン





		47		4		精神疾患 セイシン シッカン		自殺死亡数、死亡率		人口動態 ジンコウドウタイ

																死亡数 シボウスウ																		人口10万対死亡率 ジンコウ マン タイ シボウリツ

																2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														横浜市 ヨコハマシ		622		595		564		550		495		484		490		550		574		16.8		16.0		15.4		14.7		13.3		12.9		13.1		15.0		15.2

														神奈川県 カナガワケン		1,606		1,552		1,509		1,309		1,354		1,293		1,210		1,402		1,369		17.9		17.3		16.8		14.6		15.1		14.4		13.4		15.6		15.2

														全国 ゼンコク		26,063		24,417		23,152		21,021		20,468		20,031		19,425		20,243		20,291		20.7		19.5		18.5		16.8		16.4		16.1		15.7		16.4		16.5

														出典：平成25年～令和3年人口動態統計（厚生労働省） レイワ ネン ジンコウ																																				（人） ニン



														男女別の自殺者数の年次推移 ダンジョ ベツ ジサツシャ スウ ネンジ スイイ		2005
(H17)		2006
(H18)		２００７
（H19）		2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														全体 ゼンタイ		654		645		690		764		761		788		745		621		622		595		564		550		495		484		490		550		574

														女性 ジョセイ		181		198		222		252		210		224		259		187		185		196		197		167		172		168		151		204		201

														男性 ダンセイ		473		447		468		512		551		564		486		434		437		399		367		383		323		316		339		346		373



														男女別の自殺死亡率の年次推移 ダンジョ ベツ ジサツ シボウリツ ネンジ スイイ		2005
(H17)		2006
(H18)		２００７
（H19）		2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														全体 ゼンタイ		18.3		17.9		19.0		20.9		20.7		21.4		20.2		16.8		16.8		16.0		15.1		14.7		13.3		12.9		13.1		14.6		15.2

														女性 ジョセイ		10.2		11.1		12.3		13.9		11.5		12.2		14.0		10.1		10.0		10.5		10.5		8.9		9.2		8.9		8.0		10.7		10.5

														男性 ダンセイ		26.2		24.7		25.7		27.9		29.9		30.5		26.3		23.5		23.6		21.6		19.8		20.6		17.4		17.0		18.2		18.5		20.0



		57		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急搬送件数（年齢別・性別）		市資料等から シ シリョウ ナド				救急搬送件数

																		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		増減
(H25年対R4年比)						2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

																新生児 シンセイジ		368		424		392		408		403		432		103		399		424		431		63				新生児・乳幼児 シンセイジ ニュウヨウジ		9,000		9,226		8,760		11,196		11,279		11,388		12,826		8,824		10,984		14,116

																乳幼児 ニュウヨウジ		8,632		8,802		8,368		10,788		10,876		10,956		12,723		8,425		10,560		13,685		5,053				少年 ショウネン		5,521		5,420		5,149		5,867		6,068		6,069		6,678		4,887		5,383		7,129

																少年 ショウネン		5,521		5,420		5,149		5,867		6,068		6,069		6,678		4,887		5,383		7,129		1,608				成人 セイジン		57,441		55,980		55,365		57,522		56,912		59,358		60,526		56,349		58,953		62,632

																成人 セイジン		57,441		55,980		55,365		57,522		56,912		59,358		60,526		56,349		58,953		62,632		5,191				高齢者 コウレイシャ		79,448		82,804		85,934		89,227		94,256		99,257		102,616		94,024		95,701		108,296

																高齢者 コウレイシャ		79,448		82,804		85,934		89,227		94,256		99,257		102,616		94,024		95,701		108,296		28,848				合計		151,410		153,430		155,208		163,812		168,515		176,072		182,646		164,084		171,021		192,173

																合計		151,410		153,430		155,208		163,812		168,515		176,072		182,646		164,084		171,021		192,173		40,763				65歳以上の搬送割合		52%		54%		55%		54%		56%		56%		56%		57%		56%		56%

																65歳以上の搬送割合		52%		54%		55%		54%		56%		56%		56%		57%		56%		56%		-



		58		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		搬送先医療機関の平均照会件数（割合）の推移		市資料等から シ シリョウ ナド						2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														搬送医療機関決定までの
照会回数３回以下の割合 ハンソウ イリョウ キカン ケッテイ ショウカイ カイスウ カイ イカ ワリアイ		98.5		98.4		97.5		96.1		93.2





		59		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急隊数、救急救命士数		市資料等から シ シリョウ ナド						救急救命士数 キュウキュウ キュウメイシ スウ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				R３人口 ジンコウ

														横浜市 ヨコハマシ		746		19.8				3,775,000				不明（ない） フメイ

														神奈川県 カナガワケン		1,638		18.2				9,007,000				P11有資格者 ユウシカクシャ

新具　利恵: P11は、R4年4月1現在の数字
なので、
P9も、R4年4月1日現在の数字に揃えています。

人口はR3年の数字です。



														全国 ゼンコク		31,762		25.9				122,780,487				P9

														出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁） シュッテン カナガワケン ゼンコク レイワ ネンバン バン ショウボウチョウ

														横浜市は横浜市消防局調べ ヨコハマシ

														注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出 チュウ ジンコウ マンツイ ジンコウドウタイトウケイ モト サンシュツ



																救急隊数（隊） キュウキュウタイ スウ タイ

																		人口10万対 ジンコウ マン タイ				R３人口 ジンコウ

														横浜市 ヨコハマシ		83		2.2				3,775,000

														神奈川県 カナガワケン		251		2.8				9,007,000

														全国 ゼンコク		5,328		4.3				122,780,487

														出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁） シュッテン カナガワケン ゼンコク レイワ ネンバン バン ショウボウチョウ

														横浜市は横浜市消防局調べ ヨコハマシ

														注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出 チュウ ジンコウ マンツイ ジンコウドウタイトウケイ モト サンシュツ



		60		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		二次救急　患者受入数（A、B、輪番、内科、外科、小児、救急車、ウォークイン別）		市資料等から シ シリョウ ナド

																																																						単位：人



																2018年度
(H30) ネンド								2019年度
(R元) ガン								2020年度
(R2)								2021年度
(R3)								2022年度
(R4)



																		救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ				救急車
で来院 キュウキュウシャ ライイン		救急車以外
で来院 キュウキュウシャ イガイ ライイン		病院数 ビョウインスウ

												A病院 ビョウイン		合計 ゴウケイ		137,157		49,574		87,583		11		130,089		49,828		80,261		11		90,311		42,765		47,546		11		104,559		50,343		54,216		11		114,191		56,490		57,701		11

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		12,469		4,507		7,962				11,826		4,530		7,296				8,210		3,888		4,322				9,506		4,577		4,929				10,381		5,135		5,246

												B病院 ビョウイン		合計 ゴウケイ		89,224		35,311		53,913		13		82,150		34,939		47,211		12		55,030		27,321		27,709		11		58,901		29,162		29,739		11		62,594		32,038		30,556		11

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		6,863		2,716		4,147				6,846		2,912		3,934				5,003		2,484		2,519				5,355		2,651		2,704				5,690		2,913		2,778

												輪番
（内･外） リンバン ナイ ガイ		合計 ゴウケイ		49,995		11,484		38,511		21		48,482		12,399		36,083		23		37,087		13,983		23,104		24		40,836		15,458		25,378		24		41,447		15,887		25,560		24

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		2,381		547		1,834				2,108		539		1,569				1,546		583		963				1,701		644		1,057				1,727		662		1,065

												輪番
（小児） リンバン ショウニ		合計 ゴウケイ		7,901		1,433		6,468		9		6,983		1,539		5,444		8		2,585		761		1,824		7		4,147		1,309		2,838		7		4,740		1,532		3,208		7

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		878		159		719				873		192		681				370		109		261				592		187		405				677		219		458

												小児
拠点 ショウニ キョテン		合計 ゴウケイ		31,731		6,429		25,302		7		29,467		7,017		22,450		7		11,821		3,841		7,980		7		18,957		6,554		12,403		7		25,594		9,560		16,034		7

														一病院あたり平均 イチ ビョウイン ヘイキン		4,533		918		3,615				4,210		1,002		3,207				1,689		549		1,140				2,708		936		1,772				3,656		1,366		2,291



		61		5		救急医療 キュウキュウ イリョウ		救急相談センター利用件数の推移		市資料等から シ シリョウ ナド				救急相談センター利用件数の推移						（件） ケン

														年度 ネンド		総数 ソウスウ		医療機関案内 イリョウキカン アンナイ		救急電話相談 キュウキュウデンワ ソウダン

														2016年度
(H28) ネンド		281,109		155,107		126,002

														2017年度
(H29)		350,281		180,983		169,298

														2018年度
(H30)		360,877		185,295		175,582

														2019年度
(R元) モト		323,096		170,874		152,222

														2020年度
(R2)		247,548		123,679		123,869

														2021年度
(R3)		262,974		133,107		129,867

														2020年度
(R4)		313,017		161,905		151,112





		64		5		周産期医療・小児医療		出生数		人口動態 ジンコウドウタイ				図表V-3-1　出生数および初産年齢(再掲） ズヒョウ シュッショウスウ ウイザン ネンレイ サイケイ

																		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)						2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

														出生数
(人) シュッショウスウ ニン		横浜市 ヨコハマシ		30,181		30,149		30,022		28,889		27,763		27,170		25,561		24,828		24,133				横浜市 ヨコハマシ		28,889		27,763		27,170		25,561		24,828		24,133

																神奈川県 カナガワケン		74,320		72,996		73,475		70,648		68,131		66,564		63,035		60,865		58,836				神奈川県 カナガワケン		70,648		68,131		66,564		63,035		60,865		58,836

																全国 ゼンコク		1,029,816		1,003,539		1,005,677		976,978		946,065		918,400		865,239		840,835		811,622				全国 ゼンコク		977		946		918		865		841		812		千人 センニン		1000

														第1子出生時の母の
平均年齢(歳) ダイ シ シュッショウ ジ ハハ ヘイキン ネンレイ サイ		横浜市 ヨコハマシ		31.6		31.8		31.7		31.7		31.7		31.6		31.6		31.4		31.7						2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)

																神奈川県 カナガワケン		31.3		31.5		31.5		31.5		31.4		31.4		31.4		31.3		31.5				横浜市 ヨコハマシ		31.7		31.7		31.6		31.6		31.4		31.7

																全国 ゼンコク		30.4		30.6		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.9				神奈川県 カナガワケン		31.5		31.4		31.4		31.4		31.3		31.5

														注）出生数は各年1月1日から12月31日までの数																								全国 ゼンコク		30.7		30.7		30.7		30.7		30.7		30.9

														出典：平成25年～令和3年人口動態統計(厚生労働省) レイワ





		65		5		周産期医療・小児医療		小児人口		人口動態にないため、横浜市の年齢別人口から算出（住民基本台帳） ジンコウドウタイ ヨコハマ シ ネンレイベツ ジンコウ サンシュツ ジュウミンキホンダイチョウ				探したもののありませんでしたため、図表・グラフなし サガ ズヒョウ

												7歳～14歳 サイ サイ				2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														小児人口 ショウニジンコウ		257,726		255,867		254,327		252,925		252,501		251,200		250,148



												0歳～14歳 サイ サイ				2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														小児人口 ショウニジンコウ		474,232		467,963		462,902		457,315		452,073		445,677		437,927









		66		5		周産期医療・小児医療		産科医及び産婦人科医、助産師の数・推移 ジョサンシ スイイ		衛生行政報告例ほか エイセイ ギョウセイ ホウコク レイ				図表Ⅴ-3-5 　産科医及び産婦人科医の数 サンカ イ オヨ サンフジンカ イ カズ

																		（人） ニン

																2016
(H28)				2018
(H30)				202０
（R2）						出生数

																		出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ				2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）						医師数 イシスウ		出生1,000対 シュッショウ タイ				出生1,000対 シュッショウ タイ		2016
(H28)		2018
(H30)		2022
（R2）														2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		359		12.4		329		12.1		360		14.5				28890		27170		24,828				横浜市 ヨコハマシ		360		14.4997583374				横浜市 ヨコハマシ		12.4264451367		12.1089436879		14.4997583374												横浜市 ヨコハマシ		359		329		360

														神奈川県 カナガワケン		772		10.9		763		11.5		794		13.0				70649		66564		60,865				神奈川県 カナガワケン		794		13.0452641091				神奈川県 カナガワケン		10.9272601169		11.4626524848		13.0452641091												神奈川県 カナガワケン		772		763		794

														全国 ゼンコク		11,349		11.6		11,332		12.3		11,678		13.9				977242		918400		840,835				全国 ゼンコク		11678		13.8885750474				全国 ゼンコク		11.6132953762		12.3388501742		13.8885750474												全国 ゼンコク		11,349		11,332		11,678

														注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ シュッショウ タイ ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ モト サンシュツ

														出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師調査（厚生労働省） シュッテン レイワ ネン コウセイ ロウドウショウ



														図表Ⅴ-3-6 　助産師の数 ジョサンシ カズ

																		（人） ニン

																助産師数 ジョサン シ スウ

																		出生1,000対 シュッセイ タイ						R2出生数 シュッセイスウ						助産師 ジョサンシ		出生1,000対 シュッショウ タイ

														横浜市 ヨコハマシ		1,029		33.7						24,828				横浜市 ヨコハマシ		1029		33.749033581

														神奈川県 カナガワケン		2,384		39.2						60,865				神奈川県 カナガワケン		2384		39.1686519346

														全国 ゼンコク		37,940		45.1						840,835				全国 ゼンコク		37940		45.1218134355

														注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）を基に算出 チュウ シュッセイ タイ ジンコウ ドウタイ トウケイ コウセイ ロウドウショウ モト サンシュツ

														出典：令和2年度衛生行政報告例（就業医療関係者）、神奈川県　看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の従事者数（令和2年12月） シュッテン レイワ ネン ド エイセイ ギョウセイ ホウコク レイ シュウギョウ イリョウ カンケイシャ カナガワ ケン カンゴ ショクイン ホケンシ ジョサンシ カンゴシ オヨ ジュンカンゴシ ジュウジシャ スウ レイワ ネン ガツ



		67		5		周産期医療・小児医療		小児人口10万あたり小児科標榜勤務医師数						小児人口10万あたり小児科標榜勤務医師数

																2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）								小児科医 ショウニカイ		2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）				小児人口 ショウニ ジンコウ		2016
(H28)		2018
(H30)		2020
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		110.7		114.0		118.6								横浜市 ヨコハマシ		517		521		530				横浜市 ヨコハマシ		466,984		457,018		446,873

														神奈川県 カナガワケン		97.5		100.5		108.5								神奈川県 カナガワケン		1,109		1,123		1,187				神奈川県 カナガワケン		1,137,781		1,117,039		1,094,402

														全国 ゼンコク		105.4		111.3		118.7								全国 ゼンコク		16,937		17,321		17,997				全国 ゼンコク		16,075,000		15,557,000		15,160,000

														注）小児10万人対　：　横浜市年齢別の人口（推計人口による、各年１月１日現在）、神奈川県　神奈川県年齢別人口統計調査（各年1月1日現在）、全国　総務省統計局人口推計（各年10月1日）を元に算出 チュウ ショウニ マンニン タイ ヨコハマシ ネンレイ ベツ ジンコウ スイケイ ジンコウ カクネン ガツ ニチゲンザイ カナガワケン カクネン ガツ ニチ ゲンザイ ゼンコク ソウムショウ トウケイキョク ジンコウ スイケイ カクネン ガツ ニチ モト サンシュツ

														出典：医師･歯科医師･薬剤師調査（厚生労働省） シュッテン イシ コウセイ ロウドウショウ



		68		5		周産期医療・小児医療		小児患者数		患者調査 カンジャ チョウサ				小児患者数



												年 ネン				2011
(H23)		2014
(H26)		2017
(H29)		2020
(R2)

												神奈川県 カナガワケン		入院 ニュウイン		1.8		1.4		1.5		1.4

														外来 ガイライ		41.9		56.7		54.4		46.2

												全国 ゼンコク		入院 ニュウイン		29.4		28.1		26.8		22.2

														外来 ガイライ		789.7		738.5		707.2		719.8





		69		5		周産期医療・小児医療		産婦健診受診率 サンプ ケンシン ジュシン リツ						【 産婦健康診査受診率　】 サンプ ケンコウ シンサ ジュシンリツ

																実績 ジッセキ

																2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元)		2020年度
(R2)		2021年度
(R3)

														産婦健康診査受診率（１か月健診） ゲツ ケンシン		78.7%		83.4%		84.2%		85.4%



		追加 ツイカ		5		周産期医療・小児医療 シュウサンキイリョウ ショウニイリョウ		出生数に対する市内分娩件数の割合						出生数に対する市内分娩件数の割合

																2018年度
(H30) ネンド		2019年度
(R元)		2020年度
(R2)		2021年度
(R3)

														出生数に対する市内分娩件数の割合		88.1%		88.3%		89.5%		90.9%		※分娩件数は、１月から12月までの件数とし、各年（１月から12月）中に
　開院した施設分の取扱数を含む。

																								※令和元年は未回答１診療所を除く。

		72		5		周産期医療・小児医療		一般小児医療を担う医療機関数						一般小児医療を担う医療機関数

																2017
(H29)								２０２０
（R2）

																一般診療所 イッパン シンリョウショ				病院 ビョウイン				一般診療所 イッパン シンリョウショ				病院 ビョウイン

																		小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ				小児10万人対 ショウニ マンニン タイ								小児人口 ショウニ ジンコウ		2017
（H29）		２０２０
（R2）

														横浜市 ヨコハマシ		199		43.0		43		9.3		188		42.1		37		8.3								横浜市 ヨコハマシ		462,690		446,873

														神奈川県 カナガワケン		456		40.4		109		9.7		460		42.0		102		9.3								神奈川県 カナガワケン		1,128,426		1,094,402

														全国 ゼンコク		5,426		34.5		2,592		16.5		5,411		35.7		2,523		16.6								全国 ゼンコク		15,738,000		15,160,000

														注）小児10万人対　：　横浜市年齢別の人口（推計人口による、各年１月１日現在）、神奈川県　神奈川県年齢別人口統計調査（各年1月1日現在）、全国　総務省統計局人口推計（各年1月1日）を元に算出 チュウ ショウニ マンニン タイ ヨコハマシ ネンレイ ベツ ジンコウ スイケイ ジンコウ カクネン ガツ ニチゲンザイ カナガワケン カクネン ガツ ニチ ゲンザイ ゼンコク ソウムショウ トウケイキョク ジンコウ スイケイ カクネン ガツ ニチ モト サンシュツ

														出典：医療機関調査（厚生労働省） シュッテン イリョウ キカン チョウサ コウセイ ロウドウショウ





		83		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		横浜市在住の重症心身障害児・者把握数						重症心身障害児（者）数の推移 スイイ

																		2018
(H30)		2019
(R元)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)

														18歳未満 サイ ミマン		在宅 ザイタク		531		544		528		511		534

																入所等 ニュウショ ナド		80		87		91		77		77

																計 ケイ		611		631		619		588		611

														18歳以上 サイ イジョウ		在宅 ザイタク		495		500		531		543		561

																入所等 ニュウショ ナド		277		294		304		314		329

																計 ケイ		772		794		835		857		890

														合計 ゴウケイ		在宅 ザイタク		1,026		1,044		1,059		1,054		1,095

																入所等 ニュウショ ナド		357		381		395		391		406

																計 ケイ		1,383		1,425		1,454		1,445		1,501





		84		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		多機能型拠点の一覧						多機能型拠点の一覧

														整備順		施設名		運営法人 ウンエイホウジン		住所 ジュウショ		開所 カイショ



														１館目		　郷		（福）訪問の家 イエ		　栄区桂台中2-1		平成24年10月



														２館目		　つづきの家		（福）キャマラード		　都筑区佐江戸町509-6		平成25年10月 ツキ



														３館目		　こまち		（福）横浜市社会事業協会 キョウカイ		　瀬谷区二ツ橋町489-45		平成29年４月



														４館目		　北東部方面多機能型拠点		（福）横浜共生会 ヨコハマ キョウセイカイ		　港北区菊名四丁目		令和６年４月 ガツ

																　（仮称）						（予定）





		85		6		重症心身障害児者及び医療的ケア児者における保健医療		重症心身障害児・者施設の一覧						重症心身障害児・者施設の一覧

														施設名 シセツメイ		所在地 ショザイチ		定員 テイイン		運営法人 ウンエイホウジン

														横浜療育医療センター ヨコハマ リョウイク イリョウ		旭区市沢町557-2 アサヒク シ ザワ マチ		95人 ヒト		社会福祉法人十愛療育会 シャカイ フクシ ホウジン ジュウ アイ リョウイク カイ

														重症心身障害児施設
「サルビア」 ジュウショウシンシンショウガイ ジシセツ		鶴見区下末吉3-6-1		40人 ヒト		社会福祉法人
恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 シャカイフクシホウジン

														横浜医療福祉センター港南 ヨコハマ イリョウ フクシ コウナン		港南区港南台4-6-20 コウナンク コウナンダイ		160人 ヒト		社会福祉法人十愛療育会 シャカイフクシホウジン ジュウアイリョウイクカイ

														県立こども医療センター
重症心身障害児施設 ケンリツ イリョウ ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ		南区六ッ川2-138-4 ミナミク ムツカワ		40人 ヒト		地方独立行政法人
神奈川県立医療機構 チホウドクリツ ギョウセイホウジン カナガワ ケンリツ イリョウ キコウ







































目指す姿

救急需要の増加に対し、緊急性の高い傷病者を確実に救急医療機関
へつなぐことができるよう、最適な医療提供体制の確保を目指しま
す。

指標 現状 2029

救急医療体制参画医療機関数 59施設 59施設

施策の方向性

本市における救急医療DXを実現し、救急隊が収集する現場の患者情報
を迅速かつ正確に医療機関に共有することで、救急活動の効率化と病
院内での事務負担軽減を図ります。

救急相談センター（＃7119）や「人生会議」の普及啓発を通じて、適
切な受療行動を推進します。

＜救急医療DX＞

＜救急医療体制＞

＜適切な受療行動の推進＞
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指標 現状 2026 2029

持続可能な救急医療体制の確立 検討 確立 維持

病院照会３回以内で決定する率
（2021年政令市平均93.4％） 95.6% 維持 維持

市内搬送割合 90.2％ 維持 維持

プレホスピタルケアにおける
医療提供体制の充実 検証・検討 運用 運用

傷病者情報の電子化（搬送前）
医療連携に係る事務処理の効率化 検討 拡充 維持

救急現場における心肺蘇生を
望まない傷病者への対応要領 検証 運用 運用

もしものときのことを話し合った
ことのある市民の割合【再掲】

23.5％
（2022） 推進 推進

「医師の働き方改革」等の影響を踏まえ、限りある医療資源を有効に
活用して、初期、二次、三次などの本市救急医療提供体制を適切に維
持するなど、より効率的な体制を検討します。また、ドクターカーシ
ステムのさらなる充実について検討します。

Ⅴ－１ 救急医療

281,109 

350,281 360,877 

323,096 

247,548 
262,974 

313,017 

155,107 
180,983 185,295 

170,874 

123,679 133,107 
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152,222 
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救急相談センター利用件数の推移

総数 医療機関案内 救急電話相談

（件）

出典：横浜市



◎主な施策
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施策 指標 現状 2026 2029

（1） 超高齢社会における救急医療提供体制の最適化

①
医師の働き方改革や少子高齢化の
進展への対応

医師の働き方改革や少子
高齢化の進展に対応した
救急医療体制の整備

調査
影響を踏
まえた体
制整備

特例水準
終了に向
けた再編

②
新たな新興感染症発生時の
救急搬送困難の緩和

新型コロナを踏まえた
医療体制の検討 振り返り 体制

づくり 体制維持

③ ドクターカーシステムの充実強化 協力医療機関 4病院 5病院 6病院

（2） ＤＸによる救急活動や医療連携の効率化

④ 救急医療DX 救急医療連携システム
（仮称）の整備 検討 運用 運用

（３） 適切な受療行動の推進のための啓発等

⑤
広報・啓発による適正な受療行動の
推進

救急医療の適切な受療行
動に係る広報 実施 実施 実施

⑥ 救急相談センターの周知等

救急相談センター
利用件数

313,017
件 維持 維持

相談手段の多角化 検討 運用 維持

⑦ 初期救急医療体制の維持 初期救急医療機関数 21施設 21施設 21施設

⑧
人生会議の普及による
人生の最終段階の適正な医療受診

「もしも手帳」の
累計配布部数

377,000
部

568,000
部

718,000
部

救急救命士数 救急隊数（隊）

出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁）
横浜市は横浜市消防局調べ（令和3年データ）
注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出

出典：神奈川県・全国は令和4年版救急救助の現況（消防庁）
横浜市は横浜市消防局調べ（令和3年データ）
注）人口１０万対は人口動態統計を基に算出

人口10万対

横浜市 746 19.8

神奈川県 1,638 18.2

全国 31,762 25.9

救急救命士数

人口10万対

横浜市 83 2.2

神奈川県 251 2.8

全国 5,328 4.3

救急隊数（隊）

単位：人 単位：隊
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搬送医療機関決定までの照会回数３回以下の割合

出典：横浜市
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現状と課題

〇

〇

大規模地震、異常気象に伴う自然災害、大規模な事故（都市災害）の
ほか、マスギャザリング※1における災害、さらには武力攻撃事態など、
大都市横浜ならではの様々なリスクがある中、万全な救急及び災害医
療体制が必要です。

〇 重症者の対応を担う災害拠点病院を有効に機能させるため、他の病院
や診療所の応需体制を整備するほか、市民にも適切な受療行動を周知
する必要があります。

〇

〇 通信基盤の老朽化が進んでいることから、再構築を検討していく必要
があります。
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〇

目指す姿

指標 現状 2029

災害時医療体制の維持・充実 維持 維持・充実

災害発生時の適切な受療行動に向けて、市民に対する災害時医療体
制の啓発を行います。

指標 現状 2026 2029

行政と関係機関が連携した
訓練の実施回数 １回/年 １回/年 １回/年

施策の方向性

災害時における神奈川県及び関係団体との連携強化を図るとともに、
DMAT ※2やモバイルファーマシー※3などの機動力を機能させるため、
継続的に訓練を実施していく必要があります。

医療救護隊については、資器材や医薬品等の適正な維持管理のほか、
医師会・薬剤師会・Yナース※4と連携した訓練や研修により人材を確
保していく必要があります。

大規模地震等の災害発生により、医療資源が制約を受ける中でも、
適切な医療を提供できる体制を目指します。

災害時通信体制の再構築や継続的な訓練の実施により、各区や医療
機関、関係団体等との情報受伝達体制を強化します。

発災直後だけではなく、長期間の避難生活による災害関連死を防ぐた
め、健康管理、口腔管理、こころのケアなどについても、関係機関と
連携強化を図っていく必要があります。

〇

神奈川県及び関係団体等と連携し、災害時医療体制の維持及び連携
強化を図ります。

Ⅴ－２ 災害時における医療

災害時に、市町村における保健医療活動の調整等を担う本部の構成員
に、「災害薬事コーディネーター※5」を加えることが国から示された
ため、神奈川県と連携して体制のあり方を検討していく必要がありま
す。

※1 大規模なイベントなどで一定期間、限定された地域において、同一目的で集合した多人数の集団
※2 災害の発生直後の急性期に活動を開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害

派遣医療チーム
※3 薬局機能を搭載し機動力を備えた、小型バスをベースとした災害対策医薬品供給車両
※4 避難所等で医療救護隊として活動する看護職
※5 災害時に薬事に関する課題解決のための調整等を行う薬剤師



◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（１） 行政と関係機関が連携した災害対応の検討と充実

①
災害医療アドバイザー※1との
連携強化

災害対策本部運営訓練
等を通じた連携強化 ２回/年 ２回/年 ２回/年

② 医療救護隊※2の充実

医療救護隊用備蓄医薬
品等の適正な維持・管
理

維持・
管理

維持・
管理

維持・
管理

横浜市災害支援ナース
研修の開催 ２回/年 ２回/年 ２回/年

医療救護隊訓練の実施 １回/年 １回/年 １回/年

③
マスギャザリングに係る
医療救護体制の強化

災害拠点病院と消防
（行政）が連携した訓
練の実施回数

１回/年 １回/年 １回/年

➃
災害時に医療的配慮を必要とする
市民（透析・在宅酸素・IVH※3等）
に対応する体制整備

災害時透析医療に携わ
る関係機関の役割の明
確化及び体制整備・維
持

マニュア
ルの策定

体制
整備・維

持
体制
維持

要配慮者に係る災害医
療体制の市民広報

周知・
広報

周知・
広報

周知・
広報

⑤
被災時における負傷者受入医療機
関への適切な受診行動についての
市民啓発

市民啓発活動回数 1回/年 1回/年 1回/年

⑥ 災害時通信基盤の再構築 災害時通信基盤の
再構築 検討 順次

更新
更新
完了

⑦
広域災害・救急医療情報システム
（EMIS※4）への施設情報の登録推
進

EMISの適切な運用 運用 維持 維持
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コラム

大規模震災時は、多数の負傷者が発生するほか、医療機関に入院中の人々
や慢性疾患を持つ人々も被災します。
治療すべき負傷者の数が急増する一方で、医療機関のインフラ被害等によ

り、医療提供の需給バランスが崩れるため、平時と同様の診療体制を維持す
ることや、医療救護活動ができなくなることが予想されます。
そのため、災害時の医療においては、市域で対応する保健・医療・福祉の

各所管局が横断的に連携するほか、県域で行う広域搬送や他県からの応援を
受け入れるため、神奈川県との連携を密にする必要があります。
さらには、医療関係団体と連携し、総力を挙げて対応する必要があります。

団体名 主な協力事項

横浜市医師会 医療救護隊への医師の派遣
診療所における診療

横浜市歯科医師会 避難所や診療所における歯科診療

横浜市薬剤師会 医薬品の備蓄・管理・調達

横浜市病院協会 災害時の傷病者受入態勢の確保

横浜在宅看護協議会 災害時のサービス利用者への巡回と情報の共有

神奈川県看護協会 Ｙナース研修ほか、災害に関する事業への協力

横浜薬科大学 医薬品の集積・管理・仕分け

横浜市柔道整復師会 地域防災拠点等における傷病者に対する応急救護

主な関係団体

災害医療に関わる関係機関

※1 市災害対策本部において災害医療に係る医学的見地からの助言、指示、調整等を行う医師
※2 避難所等で応急医療を行う医療チーム
※3 IVH（中心静脈栄養）

食事が口から摂れない患者が栄養輸液を体内の中心に近い太い静脈から継続的に入れる方法
※4 医療機関の被災状況など、災害医療に関する情報を集約し共有する全国ネットのシステム



現状と課題
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国において、不妊治療の保険適用や出産育児一時金の引き上げなど、妊娠・出産
に係る負担軽減を図る取組が広がりつつあります。あわせて、出産費用の保険適用
の導入や、陣痛の痛みを麻酔により和らげる無痛分娩の環境整備に向けた検討が進
められる予定です。
横浜市においても、誰もが安全・安心に出産や育児ができるよう関係機関としっ

かりと連携し、本プランに掲げた主な施策をはじめ、妊娠期からの切れ目のない支
援を充実させていきます。

コラム 妊娠・出産をめぐる昨今の動向

〇 産科拠点病院などにより、ハイリスク妊産婦、周産期救急の受入れや
NICUなど周産期病床の充実、地域連携の継続が必要です。

救急相談センター（＃7119）について、増加する入電件数に対応でき
るサービス提供体制を維持していくことが必要です。

〇

〇 『子育てしたいまち』の実現に向けた取組の一環として、病院・診療
所・助産所といった医療機関等での分娩取扱施設を確保・維持してい
くことが必要です。

〇 産婦人科、小児科医師の確保に向けた継続的な支援が必要です。また、
子育て等に配慮した職場環境の整備が求められています。

〇 小児救急拠点病院は７拠点24時間365日体制で運営されていますが、
少子化の進展による小児患者の減少も見込まれる中、安定的な医療提
供体制を維持していくことが必要です。

妊娠届出時から生後４か月頃までの継続した相談対応や母子保健サー
ビスの利用紹介等を行うことで、妊産婦の不安や負担の軽減を図る必
要があります。

〇

〇

産後うつの予防・早期発見・早期対応の支援を行うために、医療機関
との連携を推進する必要があります。

〇

医療機関は、児童虐待の早期発見、早期対応を求められています。ま
た、児童虐待予防の視点からも、要支援児童等の情報共有など、医療
機関と行政の連携を持続的に強化していく必要があります。

〇

妊娠期を健やかに過ごし、安全・安心な出産を迎えるため、妊産婦健
診及び妊婦歯科健診※1が極めて重要であることから、引き続き受診勧
奨を行う必要があります。

※1 重度の歯周病により、早産・低体重児出産の頻度が高まる可能性が報告されてお
り、妊娠期の歯周病対策に向けて、歯科健診の受診が必要です。

Ⅴ－３ 周産期医療・小児医療
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初
期
救
急 休日急患診療所 18区

夜間急病センター（準夜帯）３か所

三
次
救
急

二
次
救
急

周産期・小児救急医療

県周産期医療システム基幹病院
小児科三次救急対応病院

３病院

小児救急
拠点病院

７病院

（深夜帯は、
初期救急患者
を受入）

毎夜間
1～2病院

市内
７病院

周産期
救急連携病院

小児科
二次輪番病院

８病院
産科拠点

病院
３病院

横浜市独自の取組

横浜市では、横浜市立大学の協力を得て10人以上の産婦人科医師を配置し、
医師ひとりあたりの負担軽減を図る「産科拠点病院」を３か所指定していま
す（横浜労災病院、横浜市立市民病院、済生会横浜市南部病院）。多様な症
例を経験できるなど若い医師にとって魅力ある勤務環境により安定的な医師
確保を目指すとともに、ハイリスク分娩や産婦人科救急の受入など政策的医
療を提供しています。

コラム 産科拠点病院

産科及び産婦人科の医師数 単位：人

横浜市周産期・小児救急医療体系図

2016
(H28)

2018
(H30)

2020
（R2）

横浜市 359 329 360

神奈川県 772 763 794

全国 11,349 11,332 11,678
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出典：医師･歯科医師･薬剤師調査
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目指す姿

少子化が進展する中でも、誰もが安全・安心に出産や育児ができ
る環境を継続するため、妊産婦への相談支援、出産場所や救急医
療など、適切な周産期・小児分野の保健・医療提供体制の確保を
目指します。

指標 現状 2029

出生数に対する市内分娩件数の割合 90.9％
（2021）

同水準
を維持

小児医療機関数
（小児人口10万人対）

病院 8.4病院
診療所 42.6か所

同水準
を維持

施策の方向性

周産期病床の確保とともに、ハイリスク分娩への対応や、産科医の勤務環
境改善などにより、将来にわたり安定的に医師を確保し、より安全で安心
な出産ができる環境づくりを進めます。
小児救急拠点病院について、少子化により小児患者の減少が見込まれる中
でも、24時間365日体制を維持するため、需要動向を踏まえた検討を行い
ます。
小児の病気やケガの対応方法や救急相談センター（＃7119）について、
普及啓発を行います。

妊産婦メンタルヘルス連絡会を実施し、産科・小児科・精神科・助産師等
の連携を推進します。
産後うつ病等のメンタルヘルスの不調がある妊産婦とその家族に対する支
援を行う「おやこの心の相談」を段階的に拡充します。

児童虐待の早期発見・早期対応に向けて、医療機関と行政との連携を持続
的に強化します。
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指標 現状 2026 2029
出生1,000人あたりの
産科医及び産婦人科医師数

14.5人
（2020）

同水準
を維持

同水準
を維持

小児人口10万人あたりの
小児科医師数（医療機関）

118.6人
（2020）

同水準
を維持

同水準
を維持

#7119認知度
（子育て世代20～40代） 79.2% 同水準

を維持
同水準
を維持

小児救急患者の病院照会
３回以内で決定する率 98.8% 同水準

を維持
同水準
を維持

産婦健康診査受診率 86.1% 第３期子ども・子育て支援
事業計画で評価

産後の家庭訪問率
（第１子対象、看護職） 85.6％ 第３期子ども・子育て支援

事業計画で評価
こんにちは赤ちゃん訪問実施率 94.3% 第３期子ども・子育て支援

事業計画で評価

一般小児医療を担う医療機関数

出典：医療施設調査（厚生労働省）
注）小児10万人対について 横浜市年齢別の人口（推計人口による、各年1月1日現在）、神奈川県 神奈川県年齢別人

口統計調査（各年1月1日現在）、全国 総務省統計局人口推計（各年1月1日）を元に算出

Ⅴ－３ 周産期医療・小児医療

単位：か所

2017
(H29)

２０２０
（R2）

一般診療所 病院 一般診療所 病院

小児10万人対 小児10万人対 小児10万人対 小児10万人対

横浜市 199 43.0 43 9.3 188 42.1 37 8.3
神奈川県 456 40.4 109 9.7 460 42.0 102 9.3

全国 5,426 34.5 2,592 16.5 5,411 35.7 2,523 16.6
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出典：医師･歯科医師･薬剤師調査
注）小児10万人対について

横浜市：年齢別の人口（推計人口による、各年1月1日現在）、
神奈川県：神奈川県年齢別人口統計調査（各年1月1日現在）、
全国：総務省統計局人口推計（各年1月1日）を元に算出
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開院した施設分の取扱数を含む。令和元年は未回答１診療所を除く。
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施策 指標 現状 2026 2029

（１） 必要な時に必要な小児・周産期医療を受診できる環境づくり

① 政策的産科医療提供体制の確保 産科拠点病院数 ３施設 ３施設 ３施設

②
分娩を取り扱う医療機関の確保、
産科医師及び小児科医師の負担軽減

当直医師確保補助金
交付医療機関数 ４施設 ４施設 ４施設

③
分娩を取り扱う医療機関等の
負担軽減

分娩手当補助金
交付医療機関等数 11施設 11施設 11施設

④ 助産師のスキルアップ 助産師研修補助金
交付医療機関等数 ４施設 ４施設 ４施設

⑤ 周産期救急医療対策 周産期救急連携病院数 ８施設 ８施設 ８施設

➅
小児科医師の確保を行い、拠点病院
及び初期救急医療提供体制を安定的
に運用

小児救急拠点病院数 ７施設 ７施設 ７施設

初期救急医療機関数 21施設 21施設 21施設

⑦
小児医療の適切な受診を勧めるため、
小児医療に関する広報の実施

小児を対象とした救急
対応に関する普及啓発 検討 実施 実施

（２） 出産・育児に関する相談支援の充実

⑧
「子育て世代包括支援センター事
業」妊娠・出産・子育てマイカレン
ダーの作成支援を実施

マイカレンダー作成数 25,001部
第３期子ども・子
育て支援事業計画
で評価

⑨ 「おやこの心の相談事業」 実施区 ７区 18区 18区

⑩
児童虐待の早期発見・早期対応に向
けた連携強化

要保護児童対策地域協議
会の代表者会議と実務者
会議の年間開催数

20回
（内訳：代
表者会議２
回、実務者
会議各区１
回以上）

20回
（内訳：代
表者会議２
回、実務者
会議各区１
回以上）

20回
（内訳：代
表者会議２
回、実務者
会議各区１
回以上）

55

◎主な施策 コラム こどもホスピス

コラム 横浜市子ども・子育て支援事業計画
～子ども、みんなが主役！よこはま わくわくプラン～

2021年11月、横浜市金沢区に国内２例目の地
域コミュニティ型こどもホスピスとして「横浜こ
どもホスピス～うみとそらのおうち」が開所しま
した。成人を対象とした終末期の療養生活を支え
る医療施設（ホスピス緩和ケア病棟）とは異なり、
こどもホスピスは、いのちにかかわる病気や状況
（Life-threatening conditions : LTC）で療養・
治療中心の生活を送る子どもとその家族に対し、
遊びや学びの機会を提供する施設です。

＜施設内観（こどもホスピス提供）＞

本市の子ども・青少年施策に関する基本理念や各施策の目
標・方向性などを定めた「第２期横浜市子ども・子育て支援
事業計画（計画期間：令和２～６年度）」を策定しています。
乳幼児期の保育・教育の充実や若者の自立支援、母子の健

康の増進、地域における子育て支援、児童虐待防止対策の充
実など、生まれる前から青少年期までの切れ目のない総合的
な支援を推進しています。
なお、令和５年度から、子育て家庭の現状とニーズを把握

するためのアンケート調査を実施するなど、次期計画策定に
向けた準備を進めています。

【目指すべき姿】
未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや

可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温
かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よ
こはま」

医療技術の進展に伴い、小児がんや難病などを患う子どもの生命を救えるように
なった一方で、LTCの子どもが増え、その期間も長期化しています。自宅や医療施設
以外の「第二の我が家」となるこどもホスピス設立の動きが全国でも広まっていま
す。
横浜市では、運営団体に対し30年間の市有地の無償貸付と、スタートアップ期間

として開所後５年間の運営費の一部補助するなど支援を行っています。
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施策の方向性現状と課題

新興感染症発生時に機動的な対応ができるよう、平時から神奈川県、
医療機関や医療関係団体等の外部機関との連携体制を確立します。

新興感染症対策について、平時から市民への周知を行うとともに、
発生・まん延時は受診等に関する相談体制を速やかに構築します。

新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、新興感染症発生時に機
動的な対応が図れるよう、神奈川県をはじめ、医療機関や医療関係団体
と平時から連携を深めておく必要があります。

〇

全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症は、患者数の急増が想
定されることから、平時から、神奈川県と市内医療機関が締結した協定
に基づき、感染状況に応じた市内医療機関の役割分担を行い、入院・外
来体制や後方支援体制を迅速に確保できるようにしておく必要がありま
す。

〇

感染症対策の質の向上・人材育成に向けて、初動対応訓練や防護具着
脱訓練、研修等を定期的に実施する必要があります。

〇

感染症患者の迅速かつ適切な移送体制整備に努めるとともに、保健所
と消防機関等で適切に情報共有するなど連携を図り、患者移送に万全
を期す必要があります。

〇

新興感染症対策について、平時から、市民への周知を図る必要が
あります。

〇

感染が爆発的に拡大し、入院・転院調整が困難となった場合には、入
院・転院調整を行うための体制を整備する必要があります。

〇

個人防護具について、計画的かつ安定的に備蓄する必要があります。〇

継続的な訓練や研修等の実施により、市内感染症対策の質の向上・
人材育成を図るとともに、感染拡大時の移送体制の確保や備蓄など、
平時から体制整備を行います。

＜平時からの体制構築>

市民が検査・受診等について相談できる体制を迅速に整備するととも
に、当該感染症に関する正確な情報発信を的確なタイミングで行う必
要があります。

〇

＜新興感染症発生・まん延時の機動的な対応＞
神奈川県と市内医療機関が締結した協定に基づき、新興感染症の対応
が可能な医療機関を確保し、感染状況のフェーズに応じて、迅速に病
床や外来を稼働させる必要があります。

〇 ◎主な施策

感染が爆発的に拡大し、入院・転院調整が困難となった場合には、組
織横断的に調整を行う本部を設置し、病床使用状況の把握や判断基準
に基づいた入院・転院調整を行います。

Ⅴ－4 新興感染症医療

施策 指標 現状 2026 2029

①
新型インフルエンザ等対策
医療関係者連絡会の開催 開催回数 １回

／年
１回以上／

年
１回以上／

年

② 感染症対策研修・訓練の実施 実施回数 ５回 ５回 ５回

③ 個人防護具等の備蓄 個人防護具備蓄数 60,000
セット

60,000
セット

60,000
セット

④ 感染症患者専用移送車両の確保 感染症患者専用
移送車両数 2台 2台 2台

⑤ 協定締結医療機関の周知 協定締結医療機関
の周知 ー 推進 推進
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区分 指定数医療機関名
第一種感染症
指定医療機関

県 2 床
内、横浜市 2床

第二種感染症
指定医療機関

県 72    床
内、横浜市 24床

●感染症指定医療機関数 コラム 市民病院における新興感染症等の対応

県内唯一の第一種感染症指定医療機関として、市民病院は、専門医による質の
高い感染症診療や高精度な検査を行うとともに、多くの感染症症例に対応して得
た知識・経験を地域と共有することで、地域全体の感染症対応力の向上に貢献し
ます。
また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を生かし、診療や感染管理等に必

要な機器・備品の整備など、新たな新興感染症の流行に備えた準備を進めます。
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第Ⅵ章

主要な保健医療施策の推進

▶ １ 感染症対策

▶ ２ 難病対策

▶ ３ アレルギー疾患対策

▶ ４ 認知症疾患対策

▶ ５ 医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応

▶ ６ 歯科口腔保健・歯科医療

▶ ７ 健康横浜21の推進（生活習慣病予防）
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法第10条第14項に基づき、感染症基本指針及び県予防計画に即して策
定する、本市における感染症を予防するための施策の実施に関する計画
です。
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、感染症の発生及びま
ん延時には、地域の実情に応じて主体的・機動的に感染症対策に取り組
む必要があるため、今回新たに策定が義務付けられました。平時から県
下で連携を深め、引き続き感染症対策を推進していきます。

〇

「感染症予防計画」について

本計画での表記 正式名称・意味など

法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成10年法律第114号。令和６年４月１日
施行）

感染症基本指針 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な
指針（平成11年厚生省告示第115号）

県 神奈川県

予防計画 感染症予防計画

対策協議会 神奈川県感染症対策協議会

感染症予防計画の中では、以下の略称を使用します。

感染症法に基づく本市の「感染症予防計画」を策定し、市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある様々な感染症の発生及びまん延への
備えを進めます。

人権を尊重した感染症対策を推進し、市民に対し感染症の啓発及び知識の普及に努めます。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症対策に関する人材の養成及び資質の向上、保健所の体制の確保等を進めます。

＜記載項目＞

１．基本的な考え方

２．具体的な方策

(1) 発生の予防
(９) 外出自粛対象者の

療養生活の環境整備

(２) まん延の防止 (10) 対策物資等の確保

(３) 情報の収集、調査及び研究 (11) 啓発及び人権の尊重

(４) 検査体制及び能力の向上 (12) 人材の養成及び資質の向上

（５） 医療提供体制の確保 (1３) 保健所の体制の確保

(６) 患者の移送体制の確保 (1４) 緊急時の施策

(７) 体制の確保に係る目標 （1５） その他重要事項

(8) 宿泊施設の確保

３．特定の感染症対策

(1) 結核対策 (5) 新型インフルエンザ対策

（２） HIV/エイズ・性感染症対策 （６） 麻しん・風しん対策

（３） 感染症・食中毒対策 (7) 予防接種

(4) 輸入感染症対策

Ⅵ－１ 感染症対策

施策の方向性
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横浜は国際港を有し、国際空港からのアクセスもよく、企業の集積や
多くの国際会議・イベントの開催により海外との人と物の行き来が活
発です。また、就業、通学により、毎日多くの人が市域外と行き来し
ています。これらのことから国内外から感染症が持ち込まれるリスク
が高く、国や県との連携による水際対策や、まん延防止の取組が必要
不可欠です。

本市においては、１保健所18支所体制をとることで指揮命令系統を一
元化し、健康危機管理※１機能を強化することで、あらゆる感染症に的
確・迅速に対処します。

〇

※２ 感染症発生動向調査 感染症の予防とまん延防止の施策を講じるため、感染症
の発生状況に関する情報を迅速に医療機関から収集し、その内容を解析、評価、公
表すること。

※１ 健康危機管理 医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生
じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、
拡大防止、治療等のこと。

① 横浜市の状況と保健所体制

③ 市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に
重点を置いた対策
多くの感染症の予防・治療が可能になっているため、感染症情報の収集、
分析とその結果を市民へ公表するなど情報提供を進めつつ、「市民一人
ひとりが努める予防」及び「感染症の患者に対する良質かつ適切な医療
の提供を通じた早期治療の積み重ね」による社会全体の予防の推進を図
ります。

〇

④ 人権の尊重

〇 感染症予防と人権尊重の両立を基本とする観点から、患者個人の意思や
人権を尊重し、安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受
けられ、入院の措置がとられた場合には早期に社会に復帰できるよう環
境の整備を図ります。

個人情報の保護には十分留意し、差別や偏見を解消するため、報道機関
に協力を求める等、あらゆる機会を通じて感染症に関する正しい知識の
普及啓発に努めます。

感染症の発生は、周辺へまん延する可能性があり、市民の健康を守るた
めの健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応が求められます。
そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であり、感染症の
発生情報と病原体等に関する情報の収集、分析・提供を目的とした総合
的な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、国、県及び県内保健所設
置市※３や医師会等の医療関係団体と連携し、迅速かつ確実に対応できる
体制を整備します。

〇

１．基本的な考え方

⑤ 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

② 事前対応型行政の構築

〇

※３ 保健所設置市 地域保健法（昭和22年法律第101号）第５条第１項の規定によ
り、保健所を設置している指定都市、中核市及びその他の政令で定める市のこと。
神奈川県では本市のほか、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市。

本市における感染症対策は、感染症発生動向調査※２体制を充実した上
で、感染症基本指針、県予防計画、本計画及び特定感染症予防指針に
基づき、平時から感染症の発生及びまん延を防止することに重点を置
いた事前対応型行政を推進します。

県が設置する対策協議会を通じ、予防計画等について協議を行うとと
もに、取組状況を毎年報告し、関係者が一体となってPDCAサイクルに
基づく改善を図るよう努めます。

〇

〇

〇



市民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払
うとともに、差別や偏見をもって感染症の患者等の人権を損なわないよ
うに努めます。

〇

⑧ 市民の果たすべき役割

〇
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県、近隣自治体と相互に連携し感染症の発生予防及びまん延防止のため
の施策を講じます。また、正しい知識の普及、情報の収集、分析・提供、
研究の推進、人材の養成・確保・資質の向上及び迅速かつ正確な検査体
制の整備等、感染症対策の基盤整備を行います。この場合、国際的動向
を踏まえるとともに、感染症の患者等の人権を尊重します。

対策協議会にて、県、保健所設置市等その他の関係者と平時からの意思
疎通・情報共有・連携を進め、対策を行います。また、感染症基本指針
及び県予防計画に即して本市予防計画を策定します。

保健所は地域における感染症対策の中核的機関として、また、衛生研究
所は本市における感染症の技術的かつ専門的機関として、それぞれの役
割が十分に果たされるよう、本市は関係部門を含め全庁一丸となって取
り組むための体制整備や人材育成等の取組を計画的に行います。

〇

⑥ 市の果たすべき役割

〇

〇

⑦ 近隣自治体との相互協力

〇 本市は、広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、県等
と相互に協力しながら感染症対策を行います。

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間※において、県と協力して
対策が実行できるよう迅速に体制を移行します。

県が実施する施策への協力や感染状況等の情報提供、相談対応を通じて
市民に身近な立場から感染症の発生及びまん延の防止を図ります。

〇

〇

医師その他の医療関係者は、市民の果たすべき役割に加え、感染症の予
防に関し国、県及び本市の施策に協力し、その予防に寄与するよう努め
るとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、患者等に対する
適切な説明を行います。また、その理解の下に良質かつ適切な医療を提
供するよう努めます。

病院、診療所、検査機関及び社会福祉施設等の開設者及び管理者は、施
設における感染症の発生予防やまん延防止のために必要な措置を講ずる
よう努めます。

保険医療機関又は保険薬局は、感染症の入院患者の医療その他必要な医
療の実施について、国、県及び本市が講ずる措置に協力するものとしま
す。

〇

〇

〇

⑨ 医師等の果たすべき役割

１．基本的な考え方Ⅵ－１ 感染症対策

※ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間
法第36条の２に規定する、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公
表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった
旨の公表等が行われるまでの間のこと。
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⑩ 獣医師等の果たすべき役割

〇 獣医師その他の獣医療関係者は、市民の果たすべき役割に加え、感染症
の予防に関し国、県及び本市の施策に協力するとともに、その予防に寄
与するよう努めます。

動物等取扱業者※は、市民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動
物及びその死体等が感染症を人に感染させることがないように適切に管
理し、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、その他の必要な措置
を講ずるよう努めます。

予防接種は、感染予防、発病予防、重症化予防及び感染症のまん延防
止等を担う重要なものです。

本市は、国が行うワクチンの有効性及び安全性の評価を踏まえ、ワク
チンに関する正しい知識の普及を進め、市民の理解を得つつ、予防接
種法（昭和23年法律第68号）に基づき、積極的に予防接種を推進して
いきます。

〇

⑪ 予防接種

〇

〇

※ 動物等取扱業者 法第５条の２第２項に規定する動物又はその死体の輸入、保管、
貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場
する施設若しくは場所における展示を業として行う者
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＜感染症対策＞
本市は、国及び県と連携を図り、具体的な感染症対策の企画立案、実施
及び評価を行います。

感染症の発生を予防するための日常的な対策については、感染症発生動
向調査を中心として実施します。

平時における食品衛生対策、環境衛生対策、動物由来感染症対策及び感
染症の国内への侵入防止対策については、関係機関及び関係団体との連
携を図りながら適切に措置を講じます。

感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、病院、診療所、社
会福祉施設、学校、企業等の関係機関及び関係団体等と対策協議会等を
通じて連携します。

＜予防接種＞
予防接種による予防が可能であり、かつ、ワクチンの有効性及び安全性
が確認されている感染症については、予防接種法に基づき適切に予防接
種が行われることが重要です。

本市は、予防接種法に基づく定期予防接種の実施に当たり、医師会等と
十分な連携を図り、地域の実情に応じて個別接種の推進や対象者が予防
接種をより安心して受けられるよう実施体制を整備し、積極的に情報を
提供します。

〇① 基本的な考え方

(１) 発生の予防

② 感染症発生動向調査体制の整備

〇〇

2.具体的な方策

〇

〇

〇

〇

※感染症の類型・分類、勧告措置の一覧表は資料編に掲載

〇

〇

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策

＜体制整備＞
感染症発生動向調査は、感染症の有効かつ的確な予防・診断・治療に係
る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するための最も基
本的な施策です。

本市は医師会等の協力を得ながら、現場の医師に対して法第12条に基
づく医師の届出の義務と病原体の提出について周知を図り、発生動向の
適切な把握を行います。

定量的な感染症の種類ごとのり患率等の推定を含めて正確な把握ができ
るように、定点把握対象の感染症の指定届出機関を指定します。

＜適切な届出＞
法に基づき、健康診断等の措置及び患者に対する良質かつ適切な医療の
提供や病原体に汚染された場合の消毒、ねずみ族の駆除等の措置が迅速
かつ適切に行われる必要があることから、医師は法第12条に規定する
本市への届出を適切に行うよう努めます。
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＜動物等の感染症への対応＞
本市は、法第13条の規定による獣医師からの届出を受けた場合、当該届
出に係る動物又はその死体等が感染症を人に感染させることを防止する
ため、保健所、衛生研究所及び動物管理部門等が相互に連携しながら、
速やかに積極的疫学調査※の実施その他必要な措置を講ずるよう努めま
す。

＜病原体情報等の収集及び提供＞
本市は、感染症の病原体を迅速かつ正確に特定するため、医療機関等の
協力の下、衛生研究所等を中心に、病原体に関する情報を統一的に収集、
分析及び提供する体制を整備します。また、感染症情報センター等を中
心に、患者に関する情報の収集及び分析を行い、感染症発生動向調査体
制の強化に努めます。

本市は、国立感染症研究所をはじめ、関係機関から感染症情報の収集を
積極的に行い、迅速に医療機関、保健所及び市民等に情報を提供します。

本市は、水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生及
びまん延を予防するため、感染症対策部門と環境衛生部門が相互に連
携します。また、市民に対する正しい知識の普及、情報の提供及び関
係業種等への指導、感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等の駆除等を
行います。ただし、過剰な消毒及び駆除とならないよう配慮します。

④ 予防対策と環境衛生対策の連携

※ 積極的疫学調査 法第15条に基づき、患者、その家族及びその患者や家族を診察
した医療関係者等に対し、質問又は必要な調査を実施し、情報を収集し分析を行うこ
とにより、感染症の発生の状況及び動向、その原因を明らかにすること。

〇
〇

本市は、検疫所と連携し、海外における感染症発生情報等を収集し、
市民や医療機関等にその情報を積極的に提供します。

検疫法（昭和26年法律第201号）第26条の３の規定に基づく病原体保
有の通知を検疫所から受理した場合、保健所は、健康診断、就業制限
及び入院等必要な措置をとります。

検疫法第18条第３項の規定に基づく「健康状態に異状を生じた者に対
し指示した事項」等の通知を検疫所から受理した場合、保健所は、本
人その他関係者に質問又は必要な調査を行います。

⑤ 検疫所との連携

〇

〇

〇

〇

〇

本市は、食品媒介感染症の予防のため、食品衛生部門による他の食中毒
対策と併せて、食品の検査・監視を要する業種や給食施設への発生予防
の指導を行います。

発生予防に必要な情報の提供や指導については、感染症対策部門と食品
衛生部門が連携して行います。

③ 予防対策と食品衛生対策の連携

〇

〇
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② 健康診断、就業制限及び入院

(２) まん延の防止

＜感染症予防の推進＞
患者等の人権を尊重しつつ、迅速かつ的確にまん延防止対策を実施す
るためには、社会全体の感染症予防の推進が重要です。

本市は、感染症発生動向調査による情報の公表等を行い、患者等を含
めた市民、医療関係者等の理解と協力に基づいて、市民が自ら予防に
努め、健康を守ることができるよう支援します。

＜対人措置等における人権の尊重＞
本市は、対人措置※１及び対物措置※２を行うに当たり、疫学調査等によ
り収集した情報を適切に活用し、人権を尊重するとともに、その措置
については必要最小限となるよう努めます。

＜広域的な連携＞
本市は、特定の地域で集団発生した場合や広域的に発生した場合のま
ん延防止の観点から、医師会等の専門職能団体や社会福祉施設等関係
団体等との連携体制の整備に努めます。また、まん延が認められる緊
急事態にあっては、国、県及び関係自治体等と連携を図ります。

＜臨時の予防接種＞
本市は、予防接種法第６条に基づく指示があった場合、臨時の予防接
種を適切に行います。

① 基本的な考え方

保健所は、健康診断、就業制限及び入院措置を講ずるに当たっては、
感染症の発生及びまん延に関する情報を対象となる患者等に提供し、
その理解と協力を求めながら行うことを基本とするとともに、人権尊
重の観点からその措置は必要最小限のものとします。また、審査請求
に係る教示等の手続及び法第20条第６項に基づく患者等に対する意見
を述べる機会の付与を厳正に行います。

＜健康診断の勧告等＞
健康診断の勧告等の対象は、病原体の感染経路その他の事情を十分に
考慮した上で、科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足る理由
のある者とします。

法に基づく健康診断の勧告等以外にも、的確に情報の公表を行い、市
民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨する場合もあります。

＜就業制限＞
保健所は、就業制限に当たり、対象者その他の関係者に対し、対象者
の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の業務に一時的に
従事すること等の対応が図られるよう周知します。

＜入院勧告の手続等＞
保健所は、入院勧告を行うに際し、患者等に対し、入院の理由、退院
請求及び審査請求に関すること等、入院勧告の通知に記載する事項を
含め十分な説明を行うとともに、講じた措置の内容、提供された医療
の内容及び患者の病状等について記録票を作成します。

※１ 対人措置 法第４章に規定する就業制限や入院等の措置のこと。

※２ 対物措置 法第５章に規定する汚染場所の消毒等の措置のこと。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

2.具体的な方策Ⅵ－１ 感染症対策
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③ 積極的疫学調査

〇
＜入院中の苦情の申出等＞
入院勧告等に係る入院においては、医師から患者等に対する十分な説
明及び患者の同意に基づいた医療の提供を行います。

入院後も、法第24条の２に基づく処遇についての市長に対する苦情の
申出や、必要に応じて十分な説明及び相談を通じて、患者等の精神的
不安の軽減を図ります。

＜退院請求への対応＞
保健所は、入院勧告等に係る患者等が法第22条第３項に基づく退院請
求を行った場合には、当該患者が病原体を保有しているかの確認を速
やかに行った上で必要な措置を講じます。

＜協力要請及び支援＞
本市は、必要に応じて国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際
医療研究センター及び他の地方衛生研究所等に協力を求め、積極的疫
学調査を実施するとともに、協力の求めがあった場合には必要な支援
を積極的に行います。

＜緊急時の対応＞
本市は、国による積極的疫学調査が実施される場合には、国及び県と
連携を図るとともに必要な情報の収集及び提供を行います。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

＜積極的疫学調査の実施＞
本市は、法に基づき積極的疫学調査を的確に実施します。

積極的疫学調査の実施に当たっては、保健所、衛生研究所及び動物管
理部門等が密接な連携を図ることにより、地域における詳細な流行状
況の把握や感染源及び感染経路の究明を迅速に進めます。

積極的疫学調査については、その趣旨をよく説明し、対象者の理解を
得ることに努めます。また、正当な理由なく応じない場合に指示、罰
則の対象となる類型の感染症患者等に対しては、人権に配慮しつつ、
あらかじめ丁寧に説明するよう努めます。

〇

④ 感染症診査協議会

本市は、法第20条第１項の規定による入院勧告、同条第４項の規定に
よる入院期間の延長等に当たり、感染症診査協議会の意見を聴き、そ
の結果を踏まえ適切に対応します。

同協議会は、感染症のまん延防止の観点から、感染症に関する専門的
な判断を行います。

同協議会の委員の任命に当たっては、患者等への医療及び人権尊重の
視点も必要であるという趣旨を十分に考慮します。

〇

〇

〇
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〇 本市は、以下の措置を講ずるに当たり可能な限り関係者の理解を得ると
ともに、個人の権利に配慮しつつ必要最小限の対応を図るものとします。
・消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置
・建物への立入制限又は封鎖、交通の制限及び遮断等の措置

⑤ 消毒その他の措置

政令により指定感染症として対応することが定められた感染症と疑われ
る症例が医師から報告された場合には、本市は、法的な措置に基づき適
切な対応に努めます。

〇

⑥ 指定感染症への対応

＜ 原因の究明＞
食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、保健所長の指揮の
下、食品衛生部門、検査部門及び感染症対策部門が相互に連携を図りな
がら迅速な原因究明に取り組みます。

原因となった食品等の究明に当たり、必要に応じ衛生研究所等や国立試
験研究機関等との連携を図ります。

＜感染防止対策＞
病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合、食品衛生部門において
は、一次感染を防止するため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止
や営業停止等の行政処分を行うとともに、感染症対策部門においては、
必要に応じ消毒等を実施します。

＜二次感染防止対策＞
感染症対策部門と食品衛生部門が連携し、感染症に関する情報の提供等
の必要な措置をとることにより、二次感染による感染症のまん延防止を
図ります。

〇

⑧ まん延防止対策と食品衛生対策の連携

新感染症は、感染力やり患した場合の重篤性が極めて高い一類感染症と
同様の危険性を有する一方、病原体が不明という特徴を有するものです。

新感染症が疑われる症例が医師から報告された場合には、本市は、国か
らの指導助言に基づき適切な対応に努めます。

〇

⑦ 新感染症への対応

〇

〇

〇

〇

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延の防止のた
めの対策を講ずるに当たって、環境衛生部門と感染症対策部門が連携し
て原因究明や消毒等を実施します。

〇

⑨ まん延防止対策と環境衛生対策の連携

2.具体的な方策Ⅵ－１ 感染症対策
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本市は、感染症の発生状況や医学的知見など、市民が感染予防対策を講
じる上で有益な情報について、混乱を招かないように配慮しつつ、可能
な限り提供に努めます。

平時から報道機関と信頼関係の確立に努めるとともに、患者・家族等の
人権を尊重し、誤った情報や不適当な報道がなされないよう、的確な情
報提供に努めます。

〇

⑩ 情報の公表

エボラ出血熱等患者発生時対応訓練

〇 感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであること
から、本市は、国及び県との連携の下、調査及び研究を積極的に推進す
るよう努めます。

(３） 情報の収集、調査及び研究

① 基本的な考え方

保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、疫学的な調査
及び研究を衛生研究所等との連携の下に進めます。

衛生研究所は、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関として、
感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並びに感染症及び病原体等
に関する情報等の収集、分析及び公表を行います。また、その実施に当
たっては国立感染症研究所や他の地方衛生研究所等、検疫所、県、本市
の関係部門及び保健所と連携します。

本市における調査及び研究については、地域の環境や感染症の特性等に
応じた取組が重要であり、その取組に当たっては、疫学的な知識及び感
染症対策の経験を有する職員の活用に努めます。

② 感染症及び病原体等に関する調査及び研究

〇

〇

〇

〇 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、新興感染症※の対応を行
い、知見の収集及び分析を行います。

感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収
集するため、医師が届出等を行う場合には、電磁的方法によることが必
要です。また、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見
がある者が入院、退院又は死亡した場合も、電磁的方法で報告すること
が求められます。

〇

〇

※ 新興感染症 法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８
項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症のこと。
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〇 本市は、衛生研究所における病原体等の検査体制の充実を図るとともに、
医療機関及び民間の検査機関等における検査に対し、必要に応じ技術支
援及び精度管理等を実施します。

新興感染症のまん延が想定される感染症が発生した際に、検査が流行初
期の段階から円滑に実施されるよう、対策協議会等を活用し、関係者や
関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行います。また、民間の
検査機関等との連携を推進します。

（４) 検査体制及び能力の向上

① 基本的な考え方 衛生研究所は、新興感染症等の発生初期において検査を担うことを想
定し、以下の取組を行います。
・国立感染症研究所との情報交換を密にするとともに、平時からの

研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備及び検査試
薬等の物品の確保等を通じ、自らの試験検査機能の向上に努めま
す。

・地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、必要に応じ情
報の収集・提供及び技術的支援を行います。

・国立感染症研究所の検査手法を活用して検査実務を行うほか、保
健所や他の地方衛生研究所等と連携して、迅速かつ適確に検査を
実施します。

・国立感染症研究所等と連携して、新興感染症の病原体等について
迅速な検出が可能となるよう、人材の養成及び必要な資器材の整
備を行います。

〇

〇 本市は、感染症のまん延防止等のため、患者情報と病原体情報を迅速か
つ総合的に分析し、公表できるように体制を整備します。

③ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公
表のための体制の構築

項目

目標値

流行初期
（発生の公表後
１か月以内）

流行初期以降
（発生の公表後
６か月以内）

衛生研究所の検査実施能力（※）
衛生研究所の検査機器数

＜数値目標＞ 詳細については『(７) 体制の確保に係る目標』参照

（※）新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは
無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の
ある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑う
に足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力

2.具体的な方策

〇

〇 本市は、広域にわたり又は大規模に感染症が発生し、又はまん延した場
合を想定し、衛生研究所や保健所における病原体等の検査に係る役割分
担を明確にした上で連携を図ります。また、対策協議会等を活用し、あ
らかじめ県及び保健所設置市との協力体制について協議するよう努めま
す。

衛生研究所が十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の確
保や配置等、平時から検査体制の整備を行います。

② 病原体等の検査

〇

Ⅵ－１ 感染症対策

県と協議の上、県予防計画と整合
を図り設定予定
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〇① 基本的な考え方

(５) 医療提供体制の確保

〇

本市は、医療機関と協定締結等を行う県と平時から協議し、連携を図り
ます。

感染症指定医療機関や医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医
療関係団体等と緊密に連携します。

② 医療提供体制

〇

横浜市立市民病院
（第一種感染症指定医療機関）

新興感染症が発生した際に速やかに対応するため、県と市内医療機関
が協定締結等を行い、外来診療、入院、自宅療養者等への医療提供体
制を整備しています。また、対策協議会等を通じて関係者や関係機関
と協議の上、連携が図られるよう調整する必要があります。

各種感染症指定医療機関※１において、感染症のまん延防止のために
必要な措置を講じた上で、人権に配慮しつつ通常の医療と同等の療養
環境において医療が提供できるよう求めます。

〇

入院を勧告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送※２体制の
確保に当たっては、保健所のみでは対応が困難な場合において、本市組
織内における役割分担や連携、民間事業者等への業務委託等を図ります。

〇① 基本的な考え方

(６) 患者の移送体制の確保

患者発生時に保健所所有の移送専用車両で円滑な移送が行われるよう、
平時から消防部門等と連携し、情報を共有する枠組みや役割分担、人員
体制の整備を図るよう努めます。

措置勧告による入院及び転院をする患者等の発生に備え、平時から、関
係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に実施します。

② 移送体制の確保

〇

〇

〇

※２ 移送 法第21条（法第26条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）
又は法第47条の規定によるもの

消防部門が傷病者を搬送した後、当該傷病者が、法第12条第１項第１
号等に規定する患者等であると医療機関が判断した場合には、医療機関
から消防部門に対して、当該感染症等に関し適切に情報等を提供します。

③ 関係機関との連携

〇

※１ 各種感染症指定医療機関 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療
機関及び第一種協定指定医療機関を指す。

感染症患者移送専用車両

〇
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〇

① 基本的な考え方

(７) 体制の確保に係る目標

本市は、国が策定するガイドラインや県予防計画等を参考に、本計画に
おける数値目標を以下の項目について定めます。

② 目標の設定と検証

〇

体制の確保に当たり対象とする感染症は、法に定める新興感染症を基本
とします。本計画の策定に当たっては、感染症に関する国内外の最新の
知見を踏まえつつ、まずはこれまでの対応の教訓を生かすことができる
新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組みます。

実際に発生及びまん延した感染症が、「事前の想定とは大きく異なる事
態」であると国が判断した場合は、その感染症の特性に合わせて対策を
見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行います。

〇

本計画において定める数値目標の項目 掲載ページ

・検査の実施件数（実施能力）
・衛生研究所における検査機器の数 P70

・保健所職員等に対する研修及び訓練回数 P75

・保健所における流行開始から１か月間において想定
される業務量に対応する人員確保数

・IHEAT要員※確保数（IHEAT研修受講者数）
P76

※ IHEAT要員 IHEAT（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）と
は、都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンクを創設し、支援の要請があった
保健所等に対し潜在保健師等を派遣する仕組みのこと。IHEAT要員とは、IHEATに登録
し、その要請を受ける旨の承諾をした者

対策協議会にて本計画に基づく取組状況を毎年報告し、数値目標の達成
状況等について進捗確認を行うことで、関係者が一体となって、平時か
ら感染症の発生及びまん延を防止していくための取組の実施状況を検証
します。

有用な情報を共有することで連携の緊密化を図り、 PDCAサイクルに基
づく改善を図ります。

横浜市衛生研究所

〇

2.具体的な方策

〇

Ⅵ－１ 感染症対策
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〇

(８) 宿泊施設の確保

① 基本的な考え方

〇

② 宿泊施設の確保

新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行する
ことも想定されます。

自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制のひっ迫を防ぐ等の観点から、
新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況
を考慮しつつ、宿泊施設※１の体制を整備できるよう、平時から計画的な
準備を行うことが重要です。

本市は、平時から宿泊施設と協定を締結する県と協議を行い、連携を図
ります。

※１ 宿泊施設 法第44条の３第２項（法第44条の９第１項の規定に基づく政令に
よって準用される場合を含む。）又は法第50条の２第２項に規定する感染症のまん
延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たす宿泊施設の
こと。

〇

※２ 外出自粛対象者 新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の外出自粛対象者
（外出自粛に係る法の規定が適用される指定感染症にあっては、当該感染症の外出
自粛対象者）のこと。

外出自粛対象者※2については、体調悪化時等に適切な医療につなげるこ
とができる健康観察の体制を整備することが重要です。また、外出自粛
により生活上必要な物品等の物資の入手が困難になることが想定される
ため、当該対象者について生活上の支援を行うことが重要です。

外出自粛対象者が社会福祉施設等で過ごす場合は、施設内で感染がまん
延しないような環境を構築することが求められます。

〇

① 基本的な考え方

(９) 外出自粛対象者の療養生活の環境整備

② 療養生活の環境整備

〇

〇本市は、医療機関、医師会、薬剤師会及び看護協会等からの協力や、必
要に応じ民間事業者への委託等を活用し、外出自粛対象者の健康観察等
や診療、医薬品の支給等の体制を確保するため、平時から県と協議の上、
連携を図ります。また、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者
等とも連携します。

宿泊施設の運営体制や外出自粛対象者への食料品等の生活必需品等の支
給については、平時から対策協議会等を活用し、県等とあらかじめ役割
分担、費用負担のあり方等について協議しておきます。

社会福祉施設等において、医療機関と連携し、必要に応じてゾーニング
等の感染対策の助言を行うことができる体制を平時から確保しておき、
施設内における感染のまん延を防止します。

〇

〇
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① 基本的な考え方

(10) 対策物資等の確保

本市は、新型インフルエンザ等感染症等のまん延に備え、医療機関への
依頼や薬剤師会と協定締結等により、医薬品の供給や個人防護具等の備
蓄を適確に行います。

〇

② 対策物資の確保と供給

① 基本的な考え方

(11) 啓発及び人権の尊重

※３ リスクコミュニケーション
リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研
究者、その他の関係者の間で、情報及び意見を相互に交換すること。リスク評価の
結果及びリスク管理の決定事項の説明を含む。

2.具体的な方策

※２ 感染症対策物資等 法第53条の16第１項に規定する医薬品、医療機器、個人
防護具、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる
物資及び資材のこと。

※１ 個人防護具 エアロゾル、飛沫などの曝露のリスクを最小限にするためのバリ
アとして装着するマスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のこと。

医薬品や個人防護具※１等の感染症対策物資等※２は、感染症の予防及び
感染症の患者に対する診療において欠かせないものです。

特に新型インフルエンザ等感染症等の全国的かつ急速なまん延が想定さ
れる感染症が発生した際には、感染症対策物資等の急速な利用が見込ま
れるため、平時から不足しないよう対策することが重要です。

〇

〇

本市は、診療、就学、交通機関の利用等の場面において、正しい知識の
普及・啓発や患者等への差別や偏見の排除のため、必要な広報の実施に
努めます。特に、保健所は、感染症についての情報提供、相談等のリス
クコミュニケーション※３を行います。

患者情報の流出防止のため、個人情報の取扱いについては基準を定めて
厳重に管理します。

医師が感染症患者に関する届出を行った場合には、個人情報保護に配慮
しつつ、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実等を通知するように徹
底を図ります。

本市は報道担当部門を通じて、平時に報道機関とあらかじめ調整した基
準により、的確に情報を提供します。また、誤った情報や不適当な報道
がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、報道機関と
信頼関係の確立に努めます。

② 啓発及び人権の尊重

〇

〇

〇

〇

〇 本市は、感染症に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及に努める
とともに、感染症のまん延防止のための措置を行うに当たり、人権を尊
重し、感染症の患者やその家族等が差別を受けることがないよう適切な
対応を行います。

医師等は、患者等への十分な説明と同意に基づいた医療の提供に努めま
す。

市民は、感染症についての正しい知識の習得及び自ら感染症を予防する
とともに、患者等が差別を受けることがないよう配慮していくことに努
めます。

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策
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感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担
うことができる多様な人材の養成を行うことが重要です。
・新たな感染症対策に対応できる知見を有する医療現場で患者の

治療に当たる感染症の医療専門職
・社会福祉施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大

防止対策を行うための感染管理の専門家
・感染症の疫学情報を分析する専門家
・行政の中において感染症対策の政策立案を担う人材

〇

① 基本的な考え方

(12) 人材の養成及び資質の向上

③ 医師会等の方策

＜数値目標＞ 詳細については『(７) 体制の確保に係る目標』参照

項目 目標値

保健所職員等に対する研修及び訓練回数

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定
医療機関においては、新興感染症の発生を想定し、その勤務する医師及
び看護師等の資質向上のための研修等を実施します。

医師会等の医療関係団体においては、会員等に対して感染症に関する情
報提供及び研修の実施に努めます。

〇

〇

② 人材の養成及び資質の向上

本市は、保健所及び衛生研究所等の職員等の資質の向上・維持のため、
国立保健医療科学院及び国立感染症研究所等で行う感染症に関する研修
に職員を積極的に派遣します。

国立機関との人事交流を行い、感染症に関する知識を習得した者につい
ては、保健所及び衛生研究所等における活用等を図ります。

発生時における即応体制確保のため、定期的に関係機関等と患者移送・
受入等の訓練を行うとともに、専門職だけでなく広く職員向けの研修及
び訓練を実施します。

県と協力し、IHEAT要員の確保や研修、連絡体制の整備及びその所属機
関との連携の強化等を通じて、IHEAT要員による支援体制を確保します。

IHEAT要員の活用を想定し、平時から実践的な訓練の実施等の準備を行
います。

〇

〇

〇

〇

〇 県と協議の上、県予
防計画と整合を図り

設定予定
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① 基本的な考え方

(13) 保健所の体制の確保

〇

② 保健所の体制の確保

＜数値目標＞ 詳細については『(７) 体制の確保に係る目標』参照

項目 目標値

保健所における流行開始から１か月間において想定さ
れる業務量に対応する人員確保数
IHEAT要員確保数（IHEAT研修受講者数）

※ 濃厚接触者 新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者

感染症のまん延が長期間継続することも考慮し、必要となる保健所の人員数
を想定し、感染症発生時においてその体制に迅速に切り替えることができる
ようにします。

広域的な感染症のまん延の防止の観点から、感染経路の特定、濃厚接触者※

の把握等の専門的業務を十分に実施するために、保健所における人員体制等
を整備します。

体制の整備に当たっては、必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄をはじめ、
業務の一元化や外部委託、ICTの活用等を通じた業務の効率化を積極的に進
めるとともに、外部人材や応援体制を含めた人員体制及び受入体制の構築
（応援派遣要請のタイミングの想定も含む。）等を行い、本市組織内で共有
します。

地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐し、健康
危機管理を担う人材育成を含めた総合的なマネジメントを担う統括保健師を
配置します。

2.具体的な方策

保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法に基づき厚
生労働大臣が策定する基本指針とも整合性をとりながら、必要な情報の
収集、分析、適時適切な情報公開を行う機関です。感染拡大時にも健康
づくり等地域保健対策も継続実施できるよう関係機関等と連携します。

平時から有事の際に速やかに体制を切り替えることができる仕組みを構
築します。

本市は、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等につい
て、本市組織内の役割分担を明確化します。

感染症発生時に迅速に対応できるよう、１保健所18支所体制をとるこ
とで指揮命令系統を一元化し、責任者に対して感染症に関する情報を迅
速かつ適切に伝達します。

健康危機発生時に備えて、保健所の平時からの計画的な体制整備を行い
ます。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策

県と協議の上、県
予防計画と整合を
図り設定予定
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本市は、感染症の患者の発生予防、又はまん延防止のために緊急を要す
ると認めるときは、医師その他の医療関係者に対し、県と協力して当該
措置の実施に必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策を講じます。

市民の生命及び身体を保護するために、緊急に国から職員の派遣、その
他必要な協力の要請があった場合には、迅速かつ的確に対応するよう努
めます。

新感染症の患者の発生や生物兵器を用いたテロリストによる攻撃が想定
される場合など、本市に十分な知見が蓄積されていない場合には、国か
ら職員や専門家の派遣等必要な支援を受けます。

〇

① 緊急時における施策

(14) 緊急時の施策

③ 緊急時における県との連絡体制

緊急時においては、本市は感染症の患者の発生状況や医学的知見など市
民が感染予防等の対策を講じる上で有益な情報を、パニック防止と人権
尊重の観点を考慮しつつ、可能な限り市民に提供します。この場合には、
情報提供媒体を複数設定し、理解しやすい内容で情報提供を行うものと
します。

〇

④ 緊急時における情報提供

〇

〇

本市は、法第12条に規定する国への報告等を県を通じて確実に行うと
ともに、特に新感染症への対応を行う場合や、その他感染症について
の緊急対応が必要と認める場合には、迅速かつ確実な方法により、国
や県との緊密な連携を図るよう努めます。

検疫所から一類感染症等の患者等を発見した旨の情報提供を受けた場
合は、検疫所と連携し、同行者等の追跡調査その他必要と認める措置
を行います。

緊急時においては、国や県から対策を講じる上で有益な情報の提供を
受けるとともに、国や県に対しては地域における患者の発生状況等の
情報共有に努めます。

〇

② 緊急時における国との連絡体制

〇

〇

本市は県と緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況や緊急度等を勘案し、
必要に応じて相互に職員及び専門家の派遣等を行います。

複数の自治体にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するとき
は、県が提示する県内の統一的な対応方針等に基づき、感染の拡大防止
に努めます。

〇

〇



78

本市は、病院、診療所、社会福祉施設等において感染症の発生やまん延
を防止するため、最新の医学的知見を踏まえた施設内感染に関する情報
を適切に提供します。

医療機関における院内感染防止措置に関する情報を収集し、他の医療機
関に提供します。また、施設内感染に関する情報や研究の成果及び講習
会・研修に関する情報を、医師会等の関係団体等の協力を得て、病院、
診療所、社会福祉施設等の現場の関係者に普及し、活用を促します。

これらの施設の開設者又は管理者は、提供された情報に基づき、必要な
措置を講じ、医療機関においては院内感染対策委員会等を設置するなど
院内感染の防止に努めます。また、平時から施設内の患者・利用者及び
職員の健康管理を行い、感染症の早期発見に努めます。

〇

① 施設内感染の防止

(15) その他重要事項

③ 動物由来感染症対策

災害発生時の感染症の発生予防及びまん延の防止の措置は、生活環境
が悪化し、被災者の病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件下に
行われます。そのため、本市は、災害発生時において、横浜市防災計
画等に基づき迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症の発生及びま
ん延の防止に努めるとともに、保健衛生活動等を迅速に実施します。

〇

② 災害防疫

2.具体的な方策

〇

〇

〇
＜届出の周知等＞
本市は、動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに行えるよう、
獣医師等に対し、法第13条に規定する届出や狂犬病予防法（昭和25年
法律第247号）に規定する届出の義務について周知を行います。

ワンヘルス・アプローチに基づき、関係機関及び医師会、獣医師会など
の関係団体等と情報交換を行うこと等により連携を図り、市民への情報
提供を行います。

＜情報収集体制の構築＞
獣医師会、獣医学科を設置する大学、動物飼育施設、畜産関係者及び医
療機関等の協力を得て、動物由来感染症に関する幅広い情報を収集する
ための体制を構築します。

＜情報提供＞
ペット等の動物を飼育する市民が動物由来感染症に関する正しい知識を
持ち、その予防に必要な注意を払えるよう適切な情報の提供に努めます。

〇

〇

〇

＜病原体保有状況調査体制の構築＞
本市は、積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査により
広く情報を収集することが重要であるため、保健所、衛生研究所及び動
物管理部門等が連携を図りながら調査に必要な体制構築に努めます。

〇

Ⅵ－１ 感染症対策
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法は、市内に居住又は滞在する外国人についても一般市民と同様に適
用されるため、本市は、感染症対策を外国語で説明した広報を行う等、
外国人への情報提供に努めます。

〇

本市は、医療機関において、薬剤耐性の対策及び抗菌薬の適正使用が
行われるよう、適切な方策を講じます。

〇

＜感染症対策部門と動物管理部門の連携＞
動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策については、感染症の病
原体を媒介するおそれのある動物への対策や、動物等取扱業者への指導、
獣医師会との連携及び市民に対する正しい知識の普及等が必要であるこ
とから、感染症対策部門と動物管理部門が適切に連携して対策を講ずる
よう努めます。

〇

④ 外国人への情報提供

⑤ 薬剤耐性対策
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横浜市の結核り患率は減少傾向にあり、2022年のり患率（7.6）は全国
平均（8.2）より低いものの、各区のり患率、患者登録者数に差が認め
られます。また、新登録患者の半数以上が70歳以上の高齢者である一方、
20～30代では外国出生者の占める割合が増加傾向です。結核患者の高齢
化や留学、就労目的の入国者に対応した結核対策が課題となっています。

〇 結核の予防及びまん延の防止のため、健康診断と結核患者への適
切な医療の提供、患者管理・支援を行うとともに、市民への知識
の普及啓発をより効果的、総合的に推進します。目標値の達成状
況、結核の発生動向状況等の定期的な検証及び評価を踏まえ、結
核対策の取組を充実させます。

指標 現状 2026 2029

結核り患率（人口10万人
対）

7.6
（2022）

７以下 ４以下横浜市における結核対策

（１）結核発生動向調査の体制等の充実強化
（２）発病の予防及びまん延防止

・ハイリスク健診の実施、結核定期健康診断の受診の徹底
（３）結核に係る医療の提供

・早期の適切な医療の提供と合併症等に係る治療を含めた総合的な
治療への対応

（４）治療完遂への支援
・患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の推進

（５）人材の育成
・結核指定医療機関に対する研修の実施

（６）普及啓発及び人権の尊重
・結核に関する正しい知識の普及による結核患者への差別や偏見
の防止

（７）研究、調査の推進
（８）施設内感染の防止

・病院、学校、社会福祉施設等への結核に関する正しい知識の
普及

現状と課題
（１） 結核対策

施策の方向性

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①

確実な治療完遂と多剤耐性結核
の発生防止のためのDOTS（直
接服薬確認療法）実施体制の強
化

DOTS実施率 97.2%
(2021)

98%
以上

98%
以上

②

潜在性結核感染症や新たな発病
者の早期発見及び感染源・感染
経路の探求のための接触者健診
の実施

接触者健診実施率 95.6% 100% 100%

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策



（2） HIV/エイズ・性感染症対策
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2022年新たに横浜市に報告されたHIV/エイズ患者は16件で、2021年と
比較し減少しましたが、診断時にエイズを発症している割合は31.3％と
変わらず推移しています。2022年に横浜市に報告された梅毒患者は196
件で、最多の報告数となりました。梅毒等の性感染症は母子感染や妊娠
中の合併症を引き起こす危険因子となる場合があり、性感染症の予防と
早期発見・早期治療のための普及啓発が求められています。

〇 HIV/エイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓発について関
係機関と連携しながら、検査・相談体制を充実させ、感染の予防
及びまん延防止を図ります。また、HIV/エイズ患者等に対する人
権を尊重した良質かつ適切な医療の提供を推進します。

施策 指標 現状 2026 2029

①
HIV検査を受けやすい環境の整
備 HIV検査実施件数 1,677件

(2022)
2,000件
以上

2,000件
以上

②
市民や市職員を対象とした講
座・研修の実施 講座・研修実施回数 10回/年

以上
10回/年
以上

10回/年
以上

横浜市におけるエイズ対策

（１）HIV検査・相談体制の強化
・プライバシー保護に十分留意した、無料匿名、検査・相談事業

（２）市民への正しい知識等の普及啓発及び人権の尊重
・ホームページ等を活用した情報発信
・青少年やMSM・性産業従事者等の個別施策層に対し、NPOや
横浜AIDS市民活動センターと連携した啓発

（３）関係機関との連協強化
・市内２か所のエイズ中核拠点病院・５か所の拠点病院との連
携による医療サービス提供の向上

・HIV感染者やエイズ患者の支援のためのエイズ専門カウンセラー
派遣

・横浜市エイズ対策推進協議会の開催と、関係機関との相互の連
携・協力による総合的なエイズ対策の推進

現状と課題 施策の方向性

◎主な施策
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現状と課題

平時から感染症の発生状況について市内及び全国の情報を収集・分析し
ています。適切な予防対策の推進を図るため市民や医療機関等に効果的
な情報提供・啓発を実施する必要があります。また感染症・食中毒発生
時には拡大・まん延防止のため迅速かつ的確に対応することが求められ
ています。

〇

（３）感染症・食中毒対策

◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

①
医療機関、研究機関、近隣自治
体、国、関係団体等との連携、
迅速な情報共有

横浜市感染症発生動
向調査委員会の開催
回数

12回/年 12回/年 12回/年

②
市民や事業者等へ各種媒体を活
用した、感染症・食中毒の予防
に関する効果的な普及啓発

啓発回数 2回/年
以上

12回/年
以上

12回/年
以上

③
市職員や関係施設の職員等を対
象とした感染症・食中毒発生時
の知識・技術向上の研修実施

研修実施回数 10回/年
以上

10回/年
以上

10回/年
以上

施策の方向性

保健所及び18区保健所支所において、感染症や食中毒発生情報の
正確な把握・分析、速やかな情報提供及び状況に応じた的確な対
応を行います。また、医療機関や関係団体等との連携により、感
染症・食中毒の予防及びまん延防止を図ります。

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策

コラム 施設向け研修

保健所及び保健所支所では高齢者施設や保育施設内で感染症の発
生に備え、施設内の感染対策が適切に行われるように施設の従事者
に向けた研修会を行っています。
講義を通じて感染症の基礎知識を習得し、各施設で活用できるよ

う、おう吐物処理の実技演習を行うなど実践的な内容で実施してい
ます。
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海外への渡航者や海外からの入国者の増加に伴い、輸入感染症の発生や
感染拡大が予測されます。新興・再興感染症を含めた輸入感染症の予防
啓発及び発生時の早期対応を着実に進めていく必要があります。

〇

現状と課題

（４）輸入感染症対策

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
医療機関、研究機関、近隣自治
体、国、関係団体等との連携、
迅速な情報共有

横浜市感染症発生動
向調査委員会の開催
回数
【再掲】

12件/年 12件/年 12件/年

②
市民や事業者等へ各種媒体を活
用した、輸入感染症の予防に関
する効果的な普及啓発

啓発回数 2回/年
以上

2回/年
以上

2回/年
以上

施策の方向性

海外渡航者向けに市民、医療機関、関係団体等に時季をとらえて
啓発を行います。
輸入感染症発生の情報提供及び状況に応じた的確な対応や医療機
関等との連携を行います。

コラム 蚊媒介感染症対策

海外で問題になっている感染症（デング熱やジカウイルス感染症
など）を媒介する蚊の捕獲調査を行い、感染症の原因となるウイル
スの保有状況を調査しています。
また、蚊が媒介する感染症は蚊を増やさないことと蚊に刺されな

いことが重要であるため、各種媒体（インターネットなど）を用い
て市民向けに呼びかけています。

蚊の捕獲調査（人囮法） 蚊の対策を呼びかけるポスター
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医療機関等との連携強化を目的とした連絡会及びシミュレーション訓
練について、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて再構築
する必要があります。併せて備蓄計画を見直し、個人防護具や抗イン
フルエンザウイルス薬の適正な数の確保が必要です。

〇

現状と課題

（５）新型インフルエンザ対策

◎主な施策

施策の方向性

新型コロナウイルス感染症対応の経験を生かした感染拡大防止計
画・訓練の整備や個人防護具、抗インフルエンザウイルス薬等の
備蓄を計画的に行います。
また、「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、
関係機関と連携し、新型インフルエンザ対策を推進します。

施策 指標 現状 2026 2029

①
新型インフルエンザ等対策
医療関係者連絡会の開催 開催回数【再掲】 １回/年 1回/年

以上
1回/年
以上

② 個人防護具等の備蓄 個人防護具備蓄数
【再掲】

60,000
セット

60,000
セット

60,000
セット

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策

コラムコラム 新型インフルエンザ対応個人防護具

新型インフルエンザ等発生時に患者及び接
触者の調査に従事する職員等の感染防御を目
的として、個人防護具を着用します。

〇新型インフルエンザ対応個人防護具一式
・防護服
・ガウン
・キャップ
・フェイスシールド
・ゴーグル
・N95マスク
・ニトリル手袋
・シューカバー
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〇

現状と課題

（６）麻しん・風しん対策

◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

①
麻しん排除の維持と風しんの排
除に向けた麻しん風しん対策連
絡会の開催

「横浜市麻しん風し
ん対策連絡会」の開
催回数

１回/年 2回/年 2回/年

②
就学時等ライフイベントに合わ
せた重点的な麻しん風しん混合
(MR)ワクチンの接種勧奨

重点的な接種勧奨回
数 3回/年 3回/年

以上
3回/年
以上

施策の方向性

麻しんは2015年に排除認定されたものの、輸入感染症としての麻しんの
報告を認めます。風しんは2019年に全国的に患者が急増し、先天性風し
ん症候群の報告がありました。麻しん排除の継続と風しんの排除のため
には、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの高い接種率を維持する必要が
ありますが、2022年の麻しん風しん混合(MR)ワクチン２期の接種率は
89％まで低下しており、接種率向上に向けた対策が重要です。

麻しん・風しんに関する正しい知識の広報・啓発や医療機関等の
関係機関と連携した接種勧奨等を実施し、接種率の向上を図るこ
とにより麻しん排除達成の継続と風しん排除に向けた対策を図り
ます。

指標 現状 2026 2029

麻しん風しん混合(MR)
ワクチン２期 接種率

89％ 95％以上 95％以上

➀ 全庁連携した
正しい知識の

啓発

横浜市が目指す姿 ３本の柱

目標 「麻しん排除達成の継続」
「風しんの排除、先天性風しん症候群の発生予防」

➂ 迅速かつ
適切な

発生時対応

➁ 予防接種の
幅広い勧奨



86

定期予防接種の高い接種率を維持するため、予防接種の重要性や接種漏
れが生じやすいワクチンについて広報・案内などを行う必要があります。
また、直近10年間で新たに８つのワクチンが定期接種化され、制度が複
雑化しており、協力医療機関における予防接種事故の増加につながって
います。継続的に安全・適切な接種が実施されるよう、医療機関に向け
た研修等、事故防止の取組が必要です。

〇

施策 指標 現状 2026 2029

①

予防接種の重要性の周知と接種
率の維持・向上に向けた個別通
知を中心とした定期予防接種の
接種勧奨

接種勧奨回数 1回/年 2回/年
以上

2回/年
以上

②
医療機関、研究機関、近隣自治
体、国等との連携及び迅速な情
報共有

医療機関等への情報
提供回数

6回/年
以上

6回/年
以上

6回/年
以上

③
医療機関を対象とした安全・適
切な予防接種に関する研修の実
施

BCG・予防接種研修
等 2回/年 2回/年

以上
2回/年
以上

市民への予防接種の正しい知識の提供と接種機会を確保します。
関係機関等と連携して安全・適切な接種と副反応や予防接種事故
に対する相談体制を構築します。

施策の方向性

（7）予防接種

◎主な施策

３.特定の感染症対策

種類 感染症の分類 ワクチン名 予防できる感染症

定期
接種

集団予防を
目的とする
感染症
(A類疾病)

Hib(ヒブ)ワクチン
Hib(ヒブ)感染症
(細菌性髄膜炎、喉頭蓋炎等)

小児用肺炎球菌ワクチン
小児の肺炎球菌感染症
(細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎等)

B型肝炎ワクチン B型肝炎

ロタウイルスワクチン 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

4種混合ワクチン ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ

BCG 結核

麻しん風しん混合(MR)ワクチン 麻しん(はしか)、風しん

水痘(みずぼうそう)ワクチン 水痘(みずぼうそう)

日本脳炎ワクチン 日本脳炎

HPVワクチン HPV感染症(子宮頸がん)

個人予防を
目的とする
感染症
(B類疾病)

インフルエンザワクチン
(高齢者が対象)

インフルエンザ

成人用肺炎球菌ワクチン
(高齢者が対象)

成人の肺炎球菌感染症

日本で接種可能なワクチン（定期接種）

現状と課題

Ⅵ－１ 感染症対策



現状と課題

難病患者やその家族は、治療できる専門医や医療機関が少なく、必要な
情報を取得するのが困難な状況にあります。そのため、難病患者および
家族の状態に合わせた方法で、疾患についての学びや当事者間での情報
交換の機会をつくり、治療と仕事の両立等社会参加を支援する必要があ
ります。

〇

医療機器の進化により、常時医療的なケアを要する難病患者が在宅で療
養生活を送る機会が増えています。このため、在宅での医療・介護支援
や介護者の定期的な休養の機会の確保がより一層求められています。

〇

難病の希少性・多様性から、ケアマネジャーなど支援者の理解が不十分
な状況があります。このため、支援に関わる多職種に対する研修や事例
検討などにより支援者の質の向上をしていく必要があります。

〇
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施策の方向性

難病を患っても、住み慣れた地域において安定した療養生活が送
れ、それぞれに合った社会参加ができるよう、難病患者や家族が、
適切な時期に、療養や社会生活の両立に関する知識等を得ること
ができる環境を整えます。

難病患者の療養を支えるため、地域の実情に応じた支援ネット
ワークが広がるよう、福祉・保健・医療人材の資質の向上に取り
組みます。

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

（１） 難病患者への情報提供や相談支援、医療体制の充実

① 難病医療講演会・交流会の開催 参加者延べ人数 1,996人
（2022） 2,160人 2,290人

②
かながわ難病相談支援センターの
運営 相談支援件数 570件

（2022） 620件 650件

③ 難病患者一時入院事業の実施 利用延べ日数 460日
（2022） 500日 530日

（２）
難病患者の療養生活や社会参加を支える人材の質の向上、支援者同士のつながり
の充実

④ 支援者向け研修の開催 開催数 ２回
（2022） ２回 ２回

出典：横浜市健康福祉局健康推進課

Ⅵ－２ 難病対策
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施策 指標 現状 2026 2029

（１） アレルギーに関する情報提供・相談・医療体制の充実

①

横浜市立みなと赤十字病院
においてぜん息相談、人材
育成、アレルギー研修等の
啓発活動を実施

実施回数
①成人個別ぜん息

相談27名
②小児喘息相談

26名

①小児喘息・アレ
ルギー教室3回、
②リウマチ教室
5回、
③アレルギー市民
セミナー1回、
④市民向け講演会
1回
⑤医療者向けアレ
ルギー講習会1回

①小児喘息・アレ
ルギー教室3回、
②リウマチ教室
5回、
③アレルギー市民
セミナー1回、
④市民向け講演会
1回
⑤医療者向けアレ
ルギー講習会1回

② 市民向け講演会等の実施 講演会等の実施回数 年２回 年１回
以上

年１回
以上

（２） 学校、施設等における、アレルギー対応研修の徹底

③
保育所等職員を対象とした
アレルギー対応研修を実施

保育所等職員を対象
としたアレルギー対
応研修の実施回数

年４回 年４回
以上

年４回
以上

④
放課後児童健全育成事業所
等職員を対象としたアレル
ギー対応研修を実施

放課後児童健全育成
事業所等職員を対象
としたアレルギー対
応研修の実施回数

年２回
（内１回オンデマ

ンド方式）
年２回 年２回

➄
給食実施校を対象としたア
レルギー対応研修を実施

給食実施校を対象と
したアレルギー対応
研修の実施回数

年１回
以上

（参加人数
587人）

年１回
以上

（参加目標
600人）

年１回
以上

（参加目標
600人）

現状と課題

〇

アレルギー疾患対策には多様なアプローチ方法があり、給食等における
食材の除去、アナフィキラシーショックへの対処、皮膚疾患へのケアな
ど、関連する分野が多岐に渡ることから、様々な情報を一元的に把握で
きるようにする必要があります。

〇

アレルギー疾患は、食物やほこりなどの様々な要因により免疫が過剰に
反応することが原因で発症し、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎、気
管支ぜんそくなど多岐にわたります。対象となる年齢幅も広いことから、
学校現場の職員・給食提供に関わる職員・施設医療スタッフなどに対し、
切れ目のない人材育成が必要です。

〇
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市民が安心・安全に日常生活を送ることができるよう、アレルギー
疾患に対する正しい知識を得る機会を提供するとともに、専門医療
機関による相談体制の確保や人材育成に取り組みます。
学校・保育・施設等の利用者が、安心して学校生活、施設生活等を
送ることができるよう、職員が適切なアレルギー対策を実施します。

施策の方向性

◎主な施策
〇 神奈川県アレルギー疾患医療拠点病院として指定されている横浜市立み

なと赤十字病院については、引き続き、拠点病院として役割を発揮する
ことが求められています。高度で良質な専門医療の提供に加え、専門的
な知識及び技能を有する医師や医療従事者の育成、啓発など、本市全体
のアレルギー医療の向上に努めます。

Ⅵ－３ アレルギー疾患対策

アレルギー疾患患者に対する診療・管理ガイドラインに則った医療のさ
らなる普及を目指して2023年度に神奈川県アレルギー疾患対策推進計画
が改訂され、計画の趣旨を踏まえた施策の推進が求められています。
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現状と課題

認知症疾患医療センターの地域連携拠点機能の推進においては、引き続
き、情報共有・事例共有を行い、自己評価や外部評価を踏まえた地域連
携会議等の内容の充実が必要です。また、医療従事者等の認知症対応力
向上研修についても、引き続き実施します。

若年性認知症の人や家族への支援において、産業保健分野、障害分野、
医療機関等との連携が課題であり、各所管課等と連携して周知を進める
必要があります。また、企業への周知啓発が必要です。

〇

認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく暮らし続けられるよ
う、認知症に関する正しい知識の普及を進め、認知症への社会の理
解を深めます。

本人や家族、周囲が認知症に気付き、早期に適切な医療・介護につ
なげることにより、本人・家族がこれからの生活に備えることがで
きる環境を整えます。また、医療従事者や介護従事者等の対応力の
向上を図ります。

様々な課題を抱えていても、一人ひとりが尊重され、その本人に
合った形での社会参加が可能となる「地域共生社会」に向けた取組
を進めます。また、若年性認知症の人や介護者が相談でき、支援を
受けられる体制を更に推進します。

施策の方向性

◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

第９期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・
認知症施策推進計画の検討を踏まえて記載

認知症予防や早期発見・早期対応に向けて、引き続き、支援者や地域に
対して、認知症予防やMCI（軽度認知障害）の理解促進のための啓発が
必要です。

〇

コラム

Ⅵ－４ 認知症疾患対策

〇

認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、地域における認知症医療提供体制の拠点として

の役割を担う専門医療機関です。保健医療・介護機関等と連携を図りながら、
認知症疾患に関する鑑別診断、行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治
療、専門医療相談などを行っているほか、地域保健医療・介護関係者等への研
修を開催しています。

出典：横浜市



現状と課題

精神障害のある人が、安心して自分らしい暮らしを実現するため、入院
から地域への移行や地域定着に向けた支援等を推進し、地域での生活を
支える仕組みを充実させていくことが必要です。

一般の歯科医院では対応が困難な障害児・者や、通院が困難な障害児・
者がかかりつけ歯科医をもてるよう、障害児・者の歯科保健医療の充実
を図っていく必要があります。
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増加する医療的ケア児・者等に適切な医療を提供することとあわせ、福
祉・保健・医療・教育・保育等の連携を更に強化し、支援の充実に取り
組む必要があります。
常に医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等やその家族の地域での暮
らしを支援するため、相談支援、生活介護、訪問介護サービス及び短期
入所などを一体的に提供できる多機能型拠点の整備を引き続き進めてい
く必要があります。

近年、軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障
害の子どもは増加しています。また、個々のニーズは多様化しており、
それに適した療育を受けられるよう体制を強化する必要があります。

〇

高次脳機能障害※1に対する一層の周知と18区に設置された中途障害
者地域活動センターにおける相談支援の充実が必要です。

〇

障害児・者が身近な地域で適切な医療・看護を受けられる環境づくり
を推進するため、障害特性等を理解し適切な医療を提供できる医療機
関及び医療従事者を増やす必要があります。

多機能型拠点の一覧

重症心身障害児・者施設の一覧

心身障害児・者歯科診療協力医療機関において、障害児・者の歯科に係
る相談や治療に取り組んでいます。
横浜市歯科保健医療センターにおいて、一般の歯科診療所では対応が困
難な障害児・者に対して、疾患・障害・個人の特性に配慮したうえで、
日帰り全身麻酔、精神鎮静法、モニタリングなど全身管理下の歯科治療
を実施しています。

※1 脳出血、脳梗塞などの病気や、事故による頭部外傷、心肺停止による低酸素脳症など
で、脳に損傷を受けたことにより、記憶・注意・行動・言語・感情などの機能がうまく
働かなくなり、そのために日常生活や社会生活が困難になる障害のことを指します。

Ⅵ－5 医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応
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注）各年度10月1日時点

施設名 所在地 定員 運営法人

横浜療育医療センター 旭区市沢町557-2 95人 社会福祉法人十愛療育会

重症心身障害児施設
「サルビア」

鶴見区下末吉3-6-1 40人
社会福祉法人

恩賜財団済生会支部神奈川県済生会

横浜医療福祉センター港南 港南区港南台4-6-20 160人 社会福祉法人十愛療育会

県立こども医療センター
重症心身障害児施設

南区六ッ川2-138-4 40人
地方独立行政法人

神奈川県立医療機構

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　北東部方面多機能型拠点 令和６年４月

　（仮称） （予定）

住所 開所

１館目 　郷

４館目 （福）横浜共生会 　港北区菊名四丁目

３館目 　こまち （福）横浜市社会事業協会 　瀬谷区二ツ橋町489-45 平成29年４月

２館目 　つづきの家 （福）キャマラード 　都筑区佐江戸町509-6 平成25年10月

（福）訪問の家 　栄区桂台中2-1 平成24年10月

整備順 施設名 運営法人
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◎主な施策施策の方向性

受診が必要になったとき、障害児・者やその家族が、他の患者に気
兼ねすることなく、医療機関を受診しやすい環境を整えます。

発達障害児の増加や個々のニーズの多様化を踏まえ、療育の中核機
関である地域療育センターにおいて、利用申込後の初期支援や保育
所等への支援、集団療育等の充実を図ります。

施策 指標 現状 2026 2029

(1) 医療的ケア児・者等に関する施策

①
医療的ケア児・者等に対す
る関連分野の支援を調整す
るコーディネーターの配置

配置数 ６か所
10人

６か所
12人 推進

②
医療的ケア児サポート保育
園の認定の推進 認定園数 12園

次期横浜市
中期計画で

評価
推進

③
肢体不自由児特別支援学校
における学校看護師の配置
の推進

人数 40人 50人 推進

④
協力医療機関に入院するメ
ディカルショートステイ事
業の実施

実施か所/
連携強化の
ための会議等

11か所
会議等０回

11か所
会議等５回 推進

⑤ 多機能型拠点の整備 拠点数 3か所 6か所 6か所

⑥
身近な地域で相談できる場
所の充実 箇所数 － 推進 各区１か所

(2) 障害児・者に関する施策

①
知的障害者専門外来設置医
療機関への補助 病院数 ５病院 ６病院 ６病院

②
障害児・者の歯科保健医
療の充実 検討・実施 調査 推進 推進

③
18区中途障害者地域活動セ
ンターによる高次脳機能障
害専門相談事業

相談件数 418件
（2022） 430件 450件

④
地域療育センターが実施す
る初期支援「ひろば事業」
の実施

利用児童数 2,262人／
年

次期横浜市
中期計画で

評価
推進

横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターをはじめ、福祉・保
健・医療・教育・保育等の関係者が連携しながら、医療的ケア児・
者等のライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築し、地
域での受け入れ態勢の充実を図ります。

障害児・者の歯科診療の需要や応需体制等の実態を調査し、その結
果を踏まえて、障害児・者の歯科保健医療の推進に取り組みます。

コラム 第４期 横浜市障害者プラン

障害福祉施策に関わる中・長期的な計画として、障害者
基本法（障害者計画）及び障害者総合支援法・児童福祉
法（障害福祉計画・障害児福祉計画）の規定に基づき、
市町村が作成します。令和３年度から８年度までの６年
間を計画期間とし、障害のあるなしに分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら暮らすこ
とのできるまちを実現するための施策を推進しています。

［基本目標］
障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生
社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨ
コハマを目指す。

医療的ケア児・者等とその家族が身近な地域で相談できる場所を整
備し、医療的ケア児・者等の相談体制の充実を図ります。
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歯科口腔保健の推進

※現在、横浜市歯科口腔保健推進計画（計画期間：令和６（2024）年度
～令和17（2035）年度）策定に向けた検討を行っています。

「横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例」に基づき、横浜市歯科口腔保健
推進計画を、健康増進法に基づく「第３期健康横浜２１」と一体的に策定し、
健康で豊かな生活の実現に向け、歯と口の健康づくりに市民自らが取り組め
るよう、歯科口腔保健の推進に取り組みます。

生涯を自分の歯で過ごし、健康を維持していくために「生涯を通じて食事
や会話ができる」を基本目標とし、それを達成するため、歯科口腔保健にか
かる健康行動の中から２つの行動目標を設定します。
基本目標及び行動目標の達成度を測るため、ライフステージにあわせて設

定した12個の「指標」の変化を確認して評価します。

＜横浜市歯科口腔保健推進計画（素案）より＞

施策の方向性

口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科
口腔保健の推進、医科歯科連携による口腔機能管理などを通じ、歯
科口腔保健・歯科医療の充実を図ります。

【目標・指標とライフステージの関係】

障害児・者の歯科診療の需要や応需体制等の実態を調査し、その結
果を踏まえて、障害児・者の歯科保健医療の推進に取り組みます。

Ⅵ－6 歯科口腔保健・歯科医療



歯科医療の推進

＜多職種連携＞
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現状と課題 ◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（１） 歯科保健医療センター

① 休日・夜間の救急歯科診療

受診者数

2,809人

実施 実施② 通院困難者への訪問歯科診療 406人

③ 障害児・者への歯科診療 9,388人

（２） 障害児・者の歯科保健医療

④
障害児・者の歯科保健医療の充
実 検討・実施 調査 推進 推進＜周術期における口腔ケア＞

手術前後（周術期）の口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防や入院日数の短縮
など手術後の回復に好影響を与えるという研究結果が明らかになって
います。

〇

高度専門医療の提供・研究、教育機関である横浜市立大学、地域の歯
科医療を担う横浜市歯科医師会、横浜市の３者で周術期口腔機能管理
の推進に向けた包括連携に関する協定を締結し、周術期口腔ケアの推
進に取り組んでいます。

〇

＜歯科保健医療センター＞
地域の歯科医院休診時における歯科診療体制を維持するため、休日・夜
間の歯科診療を提供しています。
高齢者や障害児・者が在宅や施設で歯科診療が受けられるようにするた
め訪問歯科診療を実施しています。
一般の歯科診療所では対応が困難な障害児・者に対して、疾患・障害・
個人の特性に配慮したうえで、日帰り全身麻酔、精神鎮静法、モニタリ
ングなど全身管理下の歯科治療を実施しています。

〇

〇

〇

＜障害児・者の歯科診療＞
心身障害児・者歯科診療協力医療機関において、障害児・者の歯科に係
る相談や治療に取り組んでいます。

〇

糖尿病、嚥下機能障害、心疾患及び緩和ケアなど高齢期に多い疾患・
課題に関する研修や事例検討等を通じてさらなる在宅ケアの質の向上
とケアチームの連携強化を図り、疾病の重症化や介護の重度化を予防
します。

〇

年度
2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

休日・夜間 2,946 2,947 2,809

訪問診療 361 537 406

障害児・者 7,520 9,677 9,388

◎歯科保健医療センター実績（人）
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出典：令和５年７月13日開催「健康横浜２１推進会議」資料

※現在、第３期健康横浜２１（計画期間：令和6（2024）年度～
令和17（2035）年度）策定に向けた検討を行っています。

本市では、健康増進法に基づき、「健康横浜２１」を策定し、「健
康寿命の延伸」を基本目標として、生活習慣病に着目した健康づく
りの指針をまとめています。健康横浜２１と連携した生活習慣病予
防を推進していきます。

施策の方向性

Ⅵ－7 健康横浜２１（生活習慣病予防の推進）

基本理念「共に取り組む生涯を通じた健康づくり」
乳幼児期から高齢期まで継続した生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防や重症化予防、

健康に望ましい行動を取りやすくする環境づくりに、市民、関係機関・団体、行政が共に取
り組むことにより、誰もが健やかな生活を送ることができる都市を目指します。
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第Ⅶ章

計画の進行管理等



• 「よこはま保健医療プラン2024」で掲げた各項目について、PDCAサ
イクルの考え方を活用し、指標の種類に応じて、毎年、３年目、最終
年度である６年目の進捗状況等を確認し、総合的に評価を行います。
＜評価の頻度＞

• 計画を推進する上での情勢の変化等を考慮し、３年目の2026（令和
８）年度に中間振り返りを行い、必要に応じて見直しを図ってまいり
ます。

指標①（目指す姿） ６年に１度
指標②（施策の方向性） ３年に１度
指標③（主な施策） 年に１度

PDCAサイクル
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Ⅶ 計画の進行管理等

施策の体系化

「目指す姿」から逆算して各施策との関係に
論理的な矛盾がないように体系化し、策定しています。

目指す姿

施策の方向性
１

施策A

施策B

施策C

施策D

施策E

施策の方向性
２

～％

～％

～％

～回

～人

～回

~ｶ所

~件数

施策の実施結果（ストラクチャー、プ
ロセス・アウトプット）を確認

施策を実施したことによる効
果・成果を確認

指標②指標① 指標③

•計画を実施パ
フォーマンス
を測定

•結果を評価、
分析、目標と
比較

•目標を設定し、
(新たな)実現プ
ロセスを設計

•改善に必要な
措置の実施

ACT PLAN

DOCHECK
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横浜市医療局医療政策課
令和５年10月

横浜市中区本町６－50－10
TEL：045-671-2466
FAX：045-664-3851
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